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“内航船舶の近代化と安全航行
システムの構築に向けて”

一内航船近代化促進のための訪米視察から一

癖講雛難1佐藤國吉

）

）

　去る6月29日から7月7日まで、内航業界

を代表する訪米視察団を組織し、海上保安庁

のご協力により、内航船舶の近代化とより安

全性の高い航行システムの構築を目的に、US

コーストガード本部を始め、次世代の高度化

ブリッジシステム、ディファレンシャルGPS

（Global　Positiolling　Systeln）の専門メーカー

を視察してまいりました。

　紙数の関係上、視察の詳細は割愛いたしま

すが、まずUSコーストガードでは、世界でも

最も厳しいとされている船舶の安全対策、陸

上支援対策についての法的規制、航行安全維

持のための指導や施策のあり方等についてレ

クチャーを受けました。そして、スペリー社

では、高度化ブリッジシステムとして既に標

準化されている航行機器、計器口許が次世代

対応となって実用化されていることを知り、

驚かされました。また、GPSの専門メーカー

・トリンブル社では、USコーストガードの静

止衛星と陸上基地による支援体制で、船舶が

自らの海上における位置を極めて高い精度に

常時掌握できる素晴らしさに目を見張りまし

た。これらの装置は、乗組員数の少ない内航

船舶にとって、特に視界が悪い状態での狭水

道や輻榛海域での航行で、大きな威力を発揮

するものと思います。

　昨今、内航海運業界においては、船員不足

問題を契機として、近代化船の開発が各方面

で進められておりますが、私はその意図が単

なる人手不足からの省力化でなく、労働負担

の軽減に開発の主眼をおいたものでなければ

ならないと主張してまいりました。今回の視

察を経て、米国での優れた陸上支援体制と最

新鋭の設備から、益々その意を強くいたしま

した。今回視察した2社とも、我が国で既に

代理店や提携企業があり、内航船舶への実用

化のためには型式承認を得る用意もあり、使

用にあたっての日本語対応も十分可能とのこ

とでした。

　特に、DGPSについては電波標識局（ラジ

オ・ビーコン）の多いほど精密度が増すだけ

に、近い将来、我が国においても海上保安庁

のご協力を得て密度の高い陸上支援体制を組

むことができれば、誰にでも使いこなせ、よ

り高度で信頼性の高い航行安全システムが実

用化され．るものと思います。そして、その実

現のために我々は業界挙げて取り組んでいか

なければならないと痛感いたしました。
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1海への理解と親しみを深めるた

　　めに

　我が国は四方を海に囲まれている．ため、我々

の生活は海と様々な形で深い関わりを有してい

る。私達は、原材料・エネルギー資源をはじめ

とする資源のほとんどを海外に依存しており、

これらの物資の輸送を担う海運の果たす役割は

非常に大きい。さらに、国内においても、貨物

輸送の約半分を支えている内航海運、旅客船や

離島の生活を支えている離島航路など、海運は

極めて大きな役割を果たしている。

　こういつた、海の役割を広く認識してもらい、

また海に親しみをもってもらうために「海の記

念日」（7月20日）を中心に全国各地で体験乗船

会など様々なイベントが行われている。

II　日本海運の新たな発展のために

1．安全で環境と調和のとれた海運のた

　　めに

Oタンカー輸送の安全対策の推進

　タンカー事故は、ひとたび発生すれば、人命、

貨物への被害はもとよ1）大規模な海洋汚染を引

き起こすおそれがあり、我が国をはじめ世界各

国でタンカー輸送の安全確保対策について関心

が高まっている。我が国は、従来より船舶の航

行安全の確保及び海洋環境の保全対策に取り組

んできたところであるが、特に、中東から日本

へのオイルルートで起こった「マースク・ナビ

ゲーター」号事故直後には関係局長等会議を開

催し、①OSPAR計画の前倒し実施、②IMO

における検討への貢献、③タンカー輸送の安全

対策に関する懇談会等の開催、④油汚染対策に

関する技術開発の推進、⑤OPRC条約の早期批

准に向けた検討の5つの対策を決定し、現在そ

の推進を図っている。

O油濁損害賠償保障制度の充実

　油濁事故が生じた場合には、いわゆる油濁二

条約を国内法化し．た「油濁損害賠償保障法」に

基づき、船舶所有者は油濁損害について原則と

して無過失責任を負う一方、その責任を一定限

度に制限することができることとされていると

ともに、損害が船舶所有者の責任限度額を超え

た場合等には、国際基金が補償を行うこととさ

れている。

　油濁二条約は条約制定後約20年を経過し、こ

の間のインフレによる補償の目減りを始めとす

（．

（．

せんきょう　平成6年8月号



る情勢の変化に対応するため、1992年11月、①

船舶所有者の損害賠償責任の限度額及び国際基

金の補償限度額の引上げ、②200海里水域及び

空船航行中のタンカー等への適用範囲の拡大を

主な内容とする2本の改正議定書（92議定書）

が採択された。

　92議定書の早期発効のためには、条約締約国

中最大の油受取国である我が国の締結が不可欠

であるとして、諸外国からも我が国の早期締結

が要請されており、また、責任限度額等の算定

単位を改正する2本の改正議定書も1976年に採

択されていることから、我が国としては、これ

らの議定書の締結を行うことが急務となってい

る。

　このため、我が国としては、これらの4本の

改正議定書を締結し、油濁損害賠償保障制度の

充実を図るため、油濁損害賠償保障法の改正法

案を本年4月28日に閣議決定するとともに、第

129回通常国会に提出し、同年6月22日に成立

した。

O船舶解撤の円滑な推進

　近年、世界的に船舶の高齢化が進んでおり、

世界の船腹量に占める船齢15年以上の船舶の構

成比率は、昭和60年の約24％から、最近は40％

を上回る水準にまで達している（図1参照）。老

朽船の解撤を円滑に進めることは、船舶運航の

安全、地球環境の保全等の点で重要な意味を有

している。解撤問題は、全世界の船舶が対象と

なることや、現在の解撤事業がアジア諸国を中

心に実施されていること等から、国際的な広が

りをもつ課題である。現在、我が国の海運業界

と造船業界が中心となって解撤問題に関する調

査や、サブスタンダード船の排除に向けた関係

〔図1〕世界の船舶の船齢構成推移
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　　月末。

国船主団体への働きかけ等が行われており、国

としても国際機関等における意見交換等を進め

ていく必要がある。

O国内旅客船の安全対策

　一略一

2．安定した海上輸送確保のために

O日本商船隊の意義とその整備

　資源の多くを海外からの海上輸送に依存して

いる我が国は、貿易物資の安定輸送の確保は不

可欠である。中でも日本籍船は、安定輸送力、

日本人船員の安定した職域確保、環境保全、安

全確保等の観点から重要な意義を有しており、

従来より我が国商船隊の中核として位置づけら

れてきている。

　しかしながら、内外船員コスト格差の拡大や

円高の進行により、日本二二の国際競争力は著

しく低下した結果、海外への移籍等による日本

籍船の減少（フラッギング・アウト）が進行し

せんきょう　平成6年8月号 同
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〔図2〕日本商船隊の構成と日本人船員数の推移
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（注）1．口本商船隊隻数は、2，000総トン以上の外航船舶。

　　2．船員数は、運輸政策局情報管理部「船員統計」及び海

　　　上技術安全局船員部「船員需給総合調査」による。

　　3．調査時点は、隻数については各年6月末、船員数は各

　　　年10月1口。

ている（図2参照）。近年は、混乗の進展等の各

種施策の効果もあって、フラッギング・アウト

の進行が鈍化しつつあるが、最近の急速な円高

により、日本籍船の国際競争力の低下が懸念さ

れるため、引き続き日本籍船の維持・整備に向

けた施策を講じていく必要がある。

　日本入フル配乗を前提に乗組員の少数精鋭化

を通じて国際競争力向上を目指してきた近代化

船については、一層の国際競争力強化の観点か

ら混乗化を図るべく実験が行われ、平成6年3

月より、混乗近代化船が実用化された。

　また、日本蕃船整備のため、日本開発銀行に

よる長期・低利の融資を行っており、平成5年

度には、LNG船を対象に初めての外貨（ドル）

建て融資が実行された。加えて、平成6年度か

ら、二重構造タンカーの融資比率を引き上げた。

さらに、税制上の優遇措置として、平成6年度

から新たに、建造される二重構造タンカーに関

する登録免許税についての軽減措置と脱特定フ

ロン対応型設備に対する特別償却制度の新設等

の対策を崩じている。

O円高の影響と対応

　営業収益の6割以上がドル等外国通貨建てで

ある我が国外航海運業は、近年の円高傾向に加

え、平成5年初以来の円高の急進により、大き

な影響を受けている。我が国外航海運大手5社

合計で、対ドル1円の円高は、営業損益ベース

で約12．5億円の減益要因となると試算されるが、

平成5年度の平均為替レートは前年度に比べ約

17円の円高となっており、この影響もあって、

主要海運企業8社のうち7社が、平成5年度は

無配を余儀無くされた。

　我が国海運企業は、今回の円高へ対応するた

め、経費の節減、ドル建て収入に見合うコスト

のドル建て化、日本籍船への混乗の促進、運賃

の円建て化への努力といった対策を現在進めて

いる。

○再編成が進む国際コンテナ輸送体制

　近年、アジア域内航路の成長、コンテナ船の

大型戸山、国際コンテナ輸送をめぐる環境は大

きく変化しており、従来型の海運事業運営体制

は大きな変革を迫られている。このため、邦一

社は、航路の再編、外国船社を含めた一社間の

業務提携関係の見直し等により、従来型のコン

テナ輸送体制を再編成し、新たな輸送環境に積

極的に対応しようとしている。

O発展するアジア海運への対応

　近年、企業の生産拠点のアジア地域へのシフ

ト、アジア地域の経済成長を背景として、アジ

ア地域を中心とする物流が増大している。また、

北米航路において、日本船社のシェアが低下し

ているなか、アジア船社のシェアは増大してい

せんきょう　平成6年8月号
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るなど、アジア地域の経済の発展とともにアジ

ア船影は急激な発展を遂げている。

　このように、アジア地域の重要性が高まるの

に伴い、アジ．ア船社の間でアジア地域内におけ

る対話が必要との認識が高まり、平成4年4月、

アジア船主フォーラムが設立され、一国の船社

間の協力だけでは解決の困難な共通する海運の

諸問題について着実に対話が進んでいる。また、

政府レベルにおいても、アジア諸国との対話の

必要性の高まりを受け、本年4月、経済協力開

発機構（OECD）とDAEsとの海運政策対話会

合が横浜において開催され、活発な情報交換・

意見交換が行われた。現在、アジア域内の諸国

が共通する海運問題につい．て自由に意見交換を

行うための枠組みとしてアジア海運フォーラム

（仮称）を設置することについて検討が進めら

れている。

3．効率的な海上物流をめざして

○モーダルシフトの推進

　幹線物流の分野を中心に、低公害で効率のよ

い大量輸送機関の利用促進（モーダルシフト）を

図ることが求められており、内航船は、その受

け皿として、大きな期待が寄せられている（表

1参照）。

　海運へのモーダルシフトを推進するためには、

その主要な受け皿であるRORO船、長・中距離

フェリー等の整備が必要である。このため、船

舶整備公団においては、事業者の資金調達をよ

り容易にするため、公団と事業者との共有建造

に係る公団の共有比率を引き上げて積極的に支

援している。

　運輸省では、平成5年5月にモーダルシフト

の推進に必要な改善方策の検討を目的として懇

談会を設置し、フェリーについては、利用者ニ

ーズに対応した運航頻度の向上、弾力的な．運賃

【表1】輸送機関別輸送量の推移

輸送トン数（百万トン） 輸送トンキロ（億トンキロ） 平均輸送距離（km）
年．度
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540

k8．1）

6，102
igo．η

　82
iL2｝

6，725

i1⑬
2，4SO
i44．6）

2，8工6

i5Q、6）

267
i4．巳）

5，563
iloo）

459 P5 324

（注）1．運輸省「内航船舶輸送統計年報」及び「陸運統計年報」（昭和62年度より「自動車輸送統計年報」及び「鉄道輸送統計年報」）によ

　　　る。
　2．（）内は輸送機関別のシェアである。
　3，輸送量の計は、航空を含まない。
　4．自動車は、62年度より軽自動車を含む数値である。
　5．単位末満の端数については四捨五入した。そのため、合計と内計とは一・致しない場合がある。
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の設定等について検討することが必要との提言

を本年4月にとりまとめたところであり、今後

これらの課題について関係者が検討していくこ

とが必要である。

○テクノスーパーライナーの活用

　テクノスーパーライナーは、従来のコンテナ

船の2倍以上の速度である速力50ノット（時速

約93キロ〉、貨物積載量1，000トン、航続距離500

海里（約930キロ）以上で、かつ荒れた海でも安

全航行できることを目標とした新形式超高速船

である。現在、平成6年度までに基礎的技術を

確立することを目標に研究開発が進められてお

り、今年度には2つのタイプの模型船により実

海域における実験が行われる予定である。

　今後は研究開発成果を有効に活用し、新たな

輸送サービスを行う上で想定される様々な課題

について調査、検討を行っていくことが必要で

ある。

O内航海運の構造改善等の推進

　内航海運は、トンキロベースで国内貨物輸送

量の半分近くを担い、またモーダルシフト政策

の受け皿として大きく期待されているが、依然

として中小企業者が大部分を占め、企業体質が

脆弱であるなど、未だに構造改善が達成された

とはいえない状況にあるほか、近年、船員不足

が深刻化しており、このまま推移すると産業基

礎物資等の安定輸送に支障が生じることが懸念

されている。内航海運業界としても、構造改善

を積極的に推進し、業界体質の強化を図ること

により、中長期的に船腹調整制度に依存した体

質からの脱却を促進させる必要がある。

　　このため、運輸省では、海運造船合理化審議

会答申や内航構造改善対策研究会での検討結果

等を踏まえて、内航海運業の体質強化、内航輸

送の効率化及びモーダルシフトへの取組み等の

強化、内航船員確保対策、内航海運組合を中心

とした内航海運業界の計画的な構造改善の取組

み体制の確立等のための諸施策を盛り込んだ新

たな「内航海運業⑫構造改善等のための指針」

を策定し、平成6年6月、日本内航海運組合総

連合会、船舶整備公団、地方運輸局等の関係者

に通達した。今後は、この指針に基づき、関係

者が一体となり、積極的に構造改善対策を推進

していく必要がある。

　また、船腹調整制度については、平成4年度

よりモーダルシフト適合船（コンテナ船等）に

ついて船腹調整制度の運用の弾力化が図られた

ところであるが、独禁法適用除外カルテルにつ

いて、平成6年2月15日に閣議決定された中期

行革大綱等において、5年以内に原則廃止する

観点から見直しを行い、平成7年度末までに結

論を得ることとされている。

　運輸省としては、船腹調整制度について平成

7年度末までに見直しを進めていくこととして

いるが、見直しに当たっては、関係者の意見を

十分に聴き、内航の安定輸送の確保に配慮しつ

つ適切な結論が得られるよう努めていくことと

している。

4．魅力ある海上労働の確立をめざして

　内航船員については、若年労働力不足が深刻

化しており、その解決に当たっては、個々の海

運事業者では限界があり、日本内航海運組合総

連合会、船舶整備公団等による内航船員の労働

環境の改善等の対策を推進しているところであ

る。
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　また、国内旅客船においては、離島航路等の

就労条件の厳しい航路を中心として労働力確保

の必要性が増大している。

　一方、外航海運においては、フラッギング・

アウトの進行や混乗船の増加等により日本人船

員の職域が狭まる一方、船員の高齢化等の問題

を抱えている。そのため、今後とも我が国商船

隊の規模に応じた適正な船員の確保対策を推進

していく必要がある。また、混乗の進展に伴い、

優秀な外国人船員の確保、養成が大きな課題と

なっている。

　港湾運送においては、今後一層労働力不足の

深刻化が予想されるため、特に若年・技能労働

者の確保を重点に置き、労働環境の改善等を図

ることが必要である。

5．ゆとりある国民生活の実現のための

　　取り組み

O国内旅客船のサービス向上

　一略一

〇外航客船旅行の振興

　国民がゆとりある生活を享受するための一方

策として、客船旅行の人気が高まりつつある。

外航客船旅行の振興方策については、㈹日本外

航客船協会の協力を得て、クルーズ旅行に関す

る情報の提供、クルーズ適地の調査、フライ＆

クルーズ旅行の促進方策の検討を行ってきたと

ころであるが、さらに、国民に対しクルーズ旅

行に対する理解を深めてもらい、クルーズマー

ケットの拡大を図る必要がある。このため平成

6年においては、クルーズ客船の一般公開、安

価で短期のクルーズの設定等のクルーズキャン

ペーンを展開しているところである。

O海上レクリエーションの振興

　近年、ゆとりある国民生活の実現、余暇の充

実等の観点から海上レクりエーションに対する

国民の関心が高まってきており、海上レクリエ

ーションの振興の必要性が指摘されている。平

成5年6月に設立された白日本丁イルトレーニ

ング協会は、広く一般の人を対象として、帆船

を使った洋上訓練を実施しており新しいタイプ

の海上レクリエーションの一つとして注目され

ている。

6．地域の生活を支える海上旅客交通の

　　充実

O海上旅客交通の整備

　一略一

〇離島航路の整備・近代化のための施策

　一略一

　本誌にその要旨を掲載した「日本海運の現

況」（運輸省海上交通局編）の入手に関するお

問い合わせなど詳細につきましては、右記に

ご連絡下さい。

1．頒布価格＝1部950円

2．取扱先：日本海事広報協会

　　〒104中央区新川1－23－17（マリンビル）

　　TEL（03）3552－5Q31
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弘油濁損害賠償保瞳法の改正にっ帆で．。、

　　　　　　　羅響欝藷大野秀敏　㌧．．

　去る6月22日、副帥損害賠償保障法の一部を

改正する法律が第129回国会において成立しまし

た。現行の油濁損害賠償保障法は昭和50年に成

立して以来、実質的な改正は今回が初めてであ

隣照1．改正の背景・

　油濁損害賠償保障法は、「油による汚染損害に

ついての民事責任に関する国際条約」（1969年採

択、以下「責任条約」といいます。）及び「油に

よる汚染損害の補償のための国際基金の設立に

関する国際条約」（1971年採択、以下「国際基金

条約」といいます。）に基づき、次の事項を内容

とする油濁損害賠償保障制度に．ついて規定して

います。

　口〉油脂損害は原則として船舶所有者の無過

　　失責任となっています。

　②　ただし、船舶所有者は、自己の故意又は

　　過失がない限り、その責任を制限すること

　　ができます。具体的には、船舶のトン数に

　　応じて計算される金額（トン当たり、2千

　　金フラン《3．2万円に相当）。ただし、2億

　　1千万金フラン（34億円に相当）を限度と

り、実に約20年ぶりに改正されたことになりま

す。それでは、改正の概要について説明したい

と思います。

目的

　　します。）を限度として責任制限ができま

　　す。

　③　被害者に対する賠償が確実に行われるよ

　　う、船舶所有者は、当該船舶所有者の責任

　　限度額をカバーする保障契約の締結を義務

　　付けられます。

　（4＞船舶所有者の責任が制限された場合、な

　　お残存する被害者の損害に対し、締約国に

　　おける油受取人の拠出金から成り立つ国際

　　基金から、1事故当たり船舶所有者の賠償

　　額を含めて9億金フラン（約93億円に相当）

　　を限度として補償が行われます。

　この油濁2条約は、条約成立後約20年が経過

し、この間におけるインフレをはじめとする情

勢の変化により、両条約を再検討する必要が高

まったため、条約改正のための外交会議が平成

（

（
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4年11月に開催され、次の点を主な改正点とす

る2本の改正議定書が採択されました。

　（1）船舶所有者の責任限度額を引き上げるこ

　　と。

　②　国際基金からの補償限度額を引き上げる

　　こと。

　（3）適用水域を領海内から200海里水域内とす

　　る等条約の適用範囲を拡大すること。

　　．〆…2．改正の内

　わが国としては、これらの改正議定書を締結

するとともに、責任限度額等の算定の単位を金

フランからSDRに改正するための2本の改正議

定書（責任条約を改正する1976年議定書及び国

際基金条約を改正する1976年議定書）を締結し、

油日損害賠償保障制度の充実を図るため、油濁

損害賠償保障法の改正を行うこととしたのです。

容

（3段ロケット方式）

　油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律は、

改正の方法が3段階に分かれています。このよ

うな改正の方式を3段ロケット方式と呼んでい

ます。

　第1段階：責任条約を改正する1976年議定書

　　　　　　及び国際基金条約を改正する1976

　　　　　　年議定書の発効に伴う改正です。

　第2段階：責任条約を改正する1992年議定書

　　　　　　（以下「1992年責任条約」といい

　　　　　　ます。）及び国際基金条約を改正す

　　　　　　る1992年議定書（以下「1992年国

　　　　　　際基金条約」といいます。）の発効

　　　　　　に伴う改正であって、現行条約が

　　　　　　廃棄されない期間のものです。

　第3段階：1992年責任条約及び1992年国際基

　　　　　　金条約の発効に伴う改正であって、

　　　　　　現行条約を廃棄した後のものです。

　このような改正の方式になった理由は、通常、

現行条約を改正する新条約を各国が締結する場

合には、新条約の締結と同時に現行条約を廃棄

するのですが、1992年責任条約及び工992年国際

基金条約は、現行条約に基づく幽閉損害賠償保

障制度から新条約に基づく油日損害賠償保障制

度への移行を円滑に進めるため、新条約の締約

国数等が一定の条件を満たすまでの間、現行条

約と新条約が併存する移行方式（段階的移行方

式）をとったためです。したがって、第2段階

においては、現行条約に基づく油濁損害賠償保

障制度と新条約に基づく油濁損害賠償保障制度

が、両制度間の調整をしたうえで、併存してい

る状態なのです。

（改正の具体的内容）

では、それぞれの段階ごとの改正内容を説明

したいと思います。

（1）第1段階

せんきょう　平成6年8月号
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　　船舶所有者の責任限度額等の算定の単位

　が金フランからSDRに改められます。

　　具体的には、第2条第8号、第6条、第

　38条等が改正されます。このうち、第6条

　の改正において、金フランをSDRに換算す

　るに当たって用いた換算率は、1金フラン＝

　15分の1SDRです。

　　また、第1段階においては、現行法制定

　後の経過を踏まえ、罰金及び過料の引き上

　げも行われます。（第45条～第48条）

（2）第2段階

　①船舶所有者の責任限度額が改められま

　　す。（第6条〉

　　　具体的には、次に掲げる金額のうちい

　　ずれか少ない金額となります。

　　a　船舶のトン数に応じて、次に定める

　　　ところにより算出した金額。

　　　α）5千トン以下の船舶にあっては、

　　　　1単位の300万倍の金額（約5億円に

　　　　相当。1SDR＝155円で計算。以下同

　　　　じ）。

　　　＠　5千トンを超える船舶にあっては、

　　　　1単位の300万倍の金額に5千トンを

　　　　超える部分について1トンにつき工

　　　　単位の420倍（約6．5万円に相当）を

　　　　乗じて得た金額を加えた金額（その

　　　　金額が1単位の5，970万倍の金額を

　　　　超えるときは、1単位の5，970万倍の

　　　　金額（約93億円に相当））。

　　b　当該油濁損害に基づく制限債権の総

　　額から国際基金から当該制限債権に係

　　る制限債権者に対し支払われた補償の

　　総額を控除した金額。

②油井損害の範囲が、領海内におけるも

　のから2GO海里水域内におけるものに拡大

　されるとともに、空船タンカー等による

　ものも含まれることとなります。（第2条）

　　ただし、200海里水域のうち、対岸国と

　の間においては、中間線までの水域とな

　ります。また、兼用船については、ばら

　積みの油の輸送の用に供しているもの並

　びにばら積みの油の輸送の用に供した後、

　当該船舶のすべての貨物吊出に当該油が

　残留しない程度にその貨物胎を洗浄する

　までの間において、ば．ら積みの油以外の

　貨物の輸送の用に供しているもの及び貨

　物を積載しないで航行しているものに限

　ります。この当該油が残留しない程度に

　洗浄するとは、洗浄後の洗浄排水等の回

　収まで含むものです。

③油濁損害の賠償責任を負わない者に、

　傭船者、管理人、運航者、請負人、救助

　者及び防止措置を講ずる者並びにこれら

　の者の使用する者が追加されます。（第3

　条）

④船舶所有者は、自己の故意により、又

　は損害の発生のおそれがあることを認識

　しながらした自己の無謀な行為により油

　濁損害が生じた場合には責任制限できな

　いこととなります。（第5条）
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⑤　船舶所有者の責任限度額を算出するた

　めの船舶のトン数が．、船舶のトン数の測

　度に関する法律の規定の例により算定し

　た数値にトンを付して表したものになり

　ます。（第7条）

⑥1992年国際基金に関する規定が追加さ

　れます。（第30条の2）

　　具体的には、1992年国際基金に対し被

　害者が補償を求めることができること、

　油受取人は、1992年国際基金に対し年次

　拠出金を拠出すること等です。

⑦責任条約及び国際基金条約を廃棄する

　までの措置として次のものが設けられて

　います。

　a　責任条約の締約国の領海内における

　　油濁損害（ばら積みの油の輸送の用に

　　供しているタンカーに積載されていた

　　油によるものに限ります。以下「特定

　　油濁損害」といいます。）のうち、責任

　　条約のみの締約国の領域内におけるも

　　の、責任条約のみの締約国の国籍を有

　　するタンカーに積載されていた油によ

　　るもの及び政令指定油（鯨油）による

　　ものについては、引き続き、現行の責

　　任限度額が適用されます。

　b　責任制限手続が以下の通りとなりま

　　す。

　　α＞1992年責任条約に基づく責任限度

　　　額を限度として責任制限するための

　　　手続が設けられます。この手続にお
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　いては、責任制限のための基金のう

　ち責任条約の責任限度額に相当する

　部分を特定油濁損害に関する債権に

　対し配当し、その余の部分を特定油

　濁損害以外の損害（以下「領海外油

　濁損害等」といいます。）に関する債

　権及び特定油濁損害に関する債権の

　うち当該配当及び国際基金からの補

　償を受けた後、残存する債権に対し

　配当します。

（ロ）特定油田損害に関し責任条約に基

　づく責任限度額を限度として開始す

　る手続が設けられます。この手続に

　おいては、責任制限のための基金を

　特定油濁損害に関する債権に対し配

　伸します。また、油濁損害の額が1992

　年責任条約に基づく責任限度額を超

　える場合においては、船舶所有者は

　領海外目濁損害等に関する債権を含

　めた全ての債権について、1992年責

　任条約に基づく責任限度額を限度と

　して責任制限するため、責任制限手

　続の拡張を行うことができ、拡張を

　行った場合、aの手続のうち特定油濁

　損害に関する債権が存在するときの

　手続と同様となります。

㈲　責任条約のみの締約国である外国

　において責任制限手続がとられた後

　におけるわが国における責任制限手

　続が設けられます。

丁「



現行／改正条約の主な比較

○責任条約眼〕及び国際基金条約融〕

・油濁損害は原則として船舶所有者の無過失責任

・船舶所有者の責任の制限（限度額：約34億円）

・国際基金からの補償（限度額：約93億円）

・締約国の領海内の目下損害に適用

O1992年責任条約及び1992年国際基金条約｛庄／ヨ1

・油濁損害は原則として船舶所有者の無過失責任

　　　　　　　（現行どおり）

・船舶所有者の責任の制限（限度額：約93億円）

・国際基金からの補償（限度額：約93億円）

金フラン（円に換算）

約93億円

SDR（円に換算）

約310億円

約209億円

（締結国が一定の条件を満たした場合は、約310億円）

・締約国の200海里水域内の油濁損害に適用　　　　　約5億円

約93億円

　0

／05，000　トン数

　（条約トン）

　　　　　　　　　　　　　5，000　　　　　　　140，000　トン数
　　　　　　　　　　　　　　　　　（国際総トン）
　　　　　　　　　　　※両条約の改正議定書1注4〕により、単位を
　　　　　　　　　　　　金フランからSDRに改定することとする。

（注）1．「油による汚染損害についての民事責任に関する条約」をいう。

　2．「油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約」をいう、

　3．「1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」および「1992年の油による汚染損害の補

　償のための国際基金の設立に関する国際条約」をいう。

　4、「1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の議定書」及び「1971年の油による汚染損

　害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の議定書」をいう。

　5、表中の金額は1SDR＝155円である場合の計算例。

．
2
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③　第3段階

　　責任限度額、責任制限手続等を定める規

　定について、現行条約の廃棄に伴う所要の

　規定の整備が行われます。具体的には、②

　における改正のうち⑦に規定するものが削

　除されるとともに、国際基金に対する船舶

　所有者の補てんの請求に係る規定が削除さ

　れます。

（施行期日）

　　　施行期日は、それぞれの規定内容に応じて、

　　　改正議定書の発効、現行条約の廃棄が日本国に

　　　ついて効力を生じる日に対応しています。具体

　　　的には、次のようになります。

　　　　（1）第1段階については、責任条約を改正す

　　　　　る1976年議定書及び国際基金条約を改正す

　　　　　る1976年議定書が日本国について効力を生

　　　　　じる日

　　　　②第2段階のうち、①から⑤まで及び⑦に

　　　　　ついては、1992年責任条約が日本国につい

　　　　　て効力を生じる日

）

　　　　這3．結　び

　新条約の早期発効のためには、世界有数のタ

ンカー保有国であり、国際基金条約締約国中最

大の油受取国であるわが国の締結がカギとなっ

ているとの観点から、諸外国はわが国の締結を

什ム、キト呂　巫に1隷体O目旦

（3）第2段階のうち、⑥については、1992年

　　国際基金条約が日本国について効力を生じ

　　る日

㈲　第3段階については、現行の責任条約及

　　び国際基金条約の廃棄が日本国について効

　　力を生じる日

　なお、第1段階は本年中、第2段階は、早け

れば来年中にも施行になると考えられます。

（経過措置）

　経過措置としては、各段階とも施行前に油濁

損害の原因となった最初の事実が生じた場合に

おける油濁損害については、従前の例によるこ

とになっています。また、1992年国際基金に対

する訴えは、1992年国際基金条約が効力を生ず

る日から起算して120日を経過する日までは提起

することはできません。さらに、この法律の各

改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適

用については、それぞれなお従前の例によるも

のとなっています。

強く要請してきています。わが国としても、こ

うした要請に応え、新しい油濁損害賠償保障制

度への早期の移行に貢献することは、国際的に

も大きな意義があるものと考えています。



随想

奪鐸与：1泣 海を渡る丸の内線の名車輌

㈹日本荷・協舖務購◆須田利男

　地下鉄丸の内線の車輌113輌がこのほど丸紅を

通じてアルゼンチンに売却され、8月末から日

本郵船によって川崎港からはるばるとブエノス

・アイレスまで海上輸送されることになった。

運ばれるのは丸の内線を40年間走り続けた300型

といわれる中古電車……。鉄道ファンにとって

はこの名車輌に対する惜別の念が強い。

　地下鉄丸の内線の建設が始まったのは戦後間

もない昭和26年のこと。米国の対日援助見返資

金を利用して行われた。最初に開通したのは池

袋～御茶の水間6．41佃で、一番電車が走ったのは

昭和29年1月20日であった。当時、大学生であ

った筆者は、早速初乗りに出かけた。寒風吹き

すさぶ神田川の御茶の水橋から下流を見ると、

湯島聖堂の手前の崖の中腹に丸の内線の駅があ

った。戦前に開通した地下鉄では、昭和14年に

できた銀座線の渋谷駅が東横百貨店の3階から

電車が出入するので有名であったが、この丸の

内線の御茶の水駅は池袋方面行きの片側ホーム

だけが地上駅という趣である。ホームに入ると

折返しで2輌連結の新車が入ってきた。人々を

あっと驚かせたのは真紅（スカーレット〉の車

体の色である。当時、車体の色といえば、地味

な羊配色（マルーン）と決まっていた。今日、

マルーンの電車にお目にかかるには関西まで出

かけて阪急電車に乗るぐらいしか考えられない

が、40年前の丸の内線に登場したスカーレット

は本当に驚きそのものであった。あとで営団の

人に聞いたところ、イギリスのベンソン社の縞

入り煙草のデザインの色を真似たという。

　ホームに入ってきた300型が停まると、入口の

ドアが左右にさっと開いた。これも、まるでSF

映画の世界に一歩踏入れたようなショックであ

った。電車の入口のドアは一枚の扉がガラガラ

と横に開くものであった。それが二枚扉に変っ

て、観音開きで左右にさっと開いたのである。

車内に入ると、まず目に入ったのが天井に二列

に並んだ蛍光灯。電車に蛍光灯をつけることは

昭和25年頃から京浜東北線等で試験的に行われ

たことはあるが、チカチカして本格的に採用さ

れるまでには到らなかった。二列の蛍光灯の間

にはファンデリア（強制換気装置）が音をたて
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て廻っている。ピンク色の車輔、緑色の床のリ

ノニュウム、ワイン・カラーの座席…何から何

までがすべて新しいアイデアづくめの豪華電車

であった。やがて、滑るように走り始めた。鉄

道ファンを最も魅了したのは300型の駿足性！

それまでの電車は主電動機（モーター）が吊掛

式といわれる大きいもので、ノッチが入るとき

のウワン・ウワンという騒音のために、銀座線

の車内では怒鳴り合っても話ができない状態で

あった。それが、この300型ではモーターの音が

殆どしない。しかも強力な小型電動機の威力で、

あっという間に加速する。本郷三丁目を過ぎて、

春日町の手前から地上に出ると、文字どおり無

音電車そのものの快適さで高架線を突走り、カ

マボコ型の地上駅後楽園にすべり込んだ。庭園

で有名な後楽園の緑を左手に見ながらトンネル

を抜けると、次の茗荷谷駅までのし8k皿は緩やか

な地上の直線コース、やがて左手に丸の内線の

車庫が近づいてきた。できたばかりの300型が数

輔、真赤な車体を輝かせながら並んでいた。

　丸の内線の300型は戦後初の高性能電車であっ

て、その後の我が国の鉄道車輔史に多大の影響

をもたらすことになった。1年後には東急東横

線に青蛙と呼ばれた5，000型を生み、更に数年後

にはJR中央線にオレンジ色の急行電車を走らせ

る先駆となった。

　ものの本によると、営団が300型を製作するの

にモデルとしたのは、ニューヨークのRTA

せんきょう　平成6年8月号

（Rapid　Transit　Authority）の車輌であったと

いう。そういえば、筆者が駐在していた1960年

代の中頃は、マンハッタンからイースト・リバ

ーの下をくぐってブロンクスの方に行く地下鉄

に、観音開き．の扉の薄よごれた車輌が走ってい

たようにかすかに記憶している。

　40～50年間は走れることを目標に作られた300

型は事実、40年間を走り続けた。まだまだ健在

ぶりを誇示しているようではあるが、週末など

乗客の少ないときに、’銀座の手前の急カーブを

6輔編成の電車が身をくねらせるようにきしみ

ながら走っている様子にはかなり年輪を感じさ

せるものがある。

　300型の引退とともに登場しつつあるのが02系

といわれる銀色のハイテク新車。インバーター

を使った自動速度調整、センサーによって動く

駅名表示等…乗り心地と快適さは限りなく向上

している。しかし、それでも、なぜか親しみを

感じられないような気がする。銀座線の01系、

丸の内線のD2系、日比谷線の03系、いずれもコ

スト・セーブのため共通の部品を使っているら

しいが、路線ごとの車輔の特徴が次第に失われ

ていくようである。

　人間でいえば世代交替ということかな…こん

なことを感じながら、毎日自宅のある茗荷谷か

ら十数分間、次第に本数の減っていく名車30G型

に惜別乗車している今日このごろである。
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訪問団体　財団法人　日本海事広報協会

立
革

設
沿

会

理事長

事務所

事業目的

　　1963（昭和38）年12月5日

　　「財団法人日本海事振興会」（ユ940年

　　11月9日に“海事に関する調査研究

　　や海事思想の普及を行って、本邦海

　　運及び造船の振興を図る”との目的

　　をもって設立）と「財団法人　海上

　　労働協会」（1950年3月15日に“海上

　　労働関係者と一般国民に対して、海

　　上における労働問題につき公正な知

　　識を普及し海運の振興を図り、文化

　　国家の建設に寄与する”との目的を

　　もって設立）の二団体が発展的に解

　　散し、これらを母体として設立され

　　ました。

長　永井　典彦

　　（大阪商船三井船舶株式会社相談役）

　　山崎　東夫

　　東京都中央区新川1－23－17

　　　　　　　　　　　　　マリンビル

　　海事思想の普及宣伝を行い、もって

　　一般国民の海事に関する知識の啓発

　　を図り、あわせて海事産業の発展に

霞
駿
鑓
蟻
鐵
蒙
謬
羅

　　　　　寄与する。

事業内容　当協会の事業活動は、日本船舶振興　　（

　　　　　会及び日本海事財団からの補助金な

　　　　　どにより行われる公益事業と市販性

　　　　　のある定期刊行物や図書等の出版を

　　　　　行う収益事業に大別することができ

　　　　　ます。

瞬憶

齢

爆
、

（
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　　　〈補助事業〉

　　　　　　　①「海の記念日、海の旬問」の広報

　　　　　　　は、ポスターの作成・掲示、祝賀パ

　　　　　　　ーティー・パレードの開催、図画・

　　　　　　　写真コンクールなどを行うとともに、

　　　　　　　新聞・雑誌に広告や記事を掲載して

　　　　　　　　います。②「海の祭典」は、船や港

　　　　　　　　の重要．性や海の楽しさを市民にアピ

　　　　　　　　ールすることを目的に、毎年「海の

　　　　　　　記念日」を中心とする時期に全国主

）　　　　　　　　要港湾都市をもつ自治体が持ち回り

　　　　　　　　で実施しているもので、当協会は資

　　　　　　　　金や催事の企画の面などで協力して

　　　　　　　　います。③海事施設見学会、乗船体

　　　　　　　　験会、巡回映画・講習会は、次代を

　　　　　　　　担う小・中学生を対象とした事業で、

　　　　　　　　全国の12の地方海事広報協会等に委

　　　　　　　　託して実施しています。④キャンペ

　　　　　　　　ーンガールによる広報活動は、「マル

　　　　　　　　レイナ（海の女王）コンテスト」で

　　　　　　　　選ばれた3人を全国各地に派遣し、

　　　　　　　　歌とクイズでイベントを盛り上げる

・〕．．

と同時に海事知識の普及に「役買わ

せています。⑤広報資料の作成配布

事業としては、オピニオンリーダー

向けの「しっぴんぐ」、中・高校の教

師向けの「わかりやすい海事知識」、

中学生やイベントに親子つれで参加

する児童の親を対象とした小冊子「海

のものしり手帳」、その他「数字で見

る日本の海運・造船」などがありま

す。
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〈出版事業〉

　　　　①隔月刊誌「LA　MER」は、海と船

　　　　の雑誌で、補助金で制作、関係先に

　　　　広報資料として配布するとともに、

　　　　増刷りして市販しています。②旬刊

　　　　紙「海上の友」は、船員とその家族

　　　　を対象としたもので、船社で買い上

　　　　げるほか補助金で買い上げ、関係先

　　　　に広報資料として配布もしています。

　　　　③「船舶年鑑」は日本で竣工した百

　　　　総トン以上の全船舶のデータを写真

　　　　つきで掲載したもので、市販されて

　　　　います。④海事に関する単行本も随

　　　　時発行しています。

組織図

理事会

　　長

理事長

常務理事

監　　事

顧　　問

評議員会

専門委員会

國圏團

調査部

…Tウ．
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　ロンドンにCITY　MASTER　MARINERS’CLUB
（ロンドン船長クラブとでも訳すのでしょうか）と

呼ぶ船長の親睦団体があります。1967年にロンドン

近辺に住む船長の親睦および情報の交換等のために

設立．されたもので、現在約150人の会員がいます。

　船長の団体としては英国には由緒あるHONOUR・

ABLE　CQMPANYOF　MASTER　MARINERSが
あり、これは商船船長、乗組員の地位の向上を図る

ために1926年に設立されたもので、中世のギルドに

似た組織ですが、2年後に時の英国皇太子〔後のエ

ドワード皿世そしてウィンザー公）が初代のマスタ

ーに就任し、国王ジョージV世がこのカンパニーに

「オナラブル」という敬称を与えたという名誉ある

団体です。このカンパニーには外国人が会員になる

わけにはいかないようです。しかし、シティ・マス

ター・マリナーズ・クラブは会員の資格として」応

英国の船長免状を持っている者ということになって

おりますが、あまり厳密ではないようで私も知人の

英国人の船長に誘われて申し込んだところ、簡単に

入会が認められました。

　以来、年に数回ある技術委員会やセミナーや親睦

会の案内が来ましたが、なかなか出席する機会がな

いままになっていました。ちなみに前回のセミナー

の題はBACK　TO　BASICS　ON　SEAMANSHIPで、

英国のメージャー首相が近頃の世法を憂えてヴィク

トリア時代の伝統的な社会の価値観を尊重しようと

呼び掛けた“BACK　TO　BASICS”を早速取り上げ

て、船員も再び伝統的なシーマンシップを体得しよ

うというもので、講師は海事専門紙ロイズ・リスト

のコメソテータのマイケル・グレイ氏でなかなかの

盛況だったそうです。

　たまには出席しないと除籍されるのではないかと

気にしておりましたところ、本年度の総会の案内が

来ましたが、折良く時間がありま．したので出席する

ことにしました。このクラブは残念ながら決まった

事務所がなく、毎回どこかの部屋をかりて集会を行

います。同様に事務局も、クラブの事務局長や理事

の自宅か会社を使っております。今回の総会で退任

する事務局長も自宅を事務局として提供し、奥さん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔
が秘書として働いたとのことで奥さんに立派な記念

品が贈られました。

　今回の総会の場所はイースト・エンドのパブの2

階で午後7時から行われました。少し遅れて行くと

30数人の船長さんと5～6人の奥さん達が、既にビ

ール片手に顔を火照らせて気炎を上げております。

その雰囲気は賑やかさといい話の内容といい、英国

海運華やかかりし頃、長途の航海を終え久しぶりに

英国の土を踏んだ船長や航海士達の溜り場がかくや

と思われるものでした。

　やがて総会が始まり会長の挨拶や事業報告、予算

の承認潮型通り進行しましたが、その間も出席者か

ら愉快な合いの手が入ったりして和気あいあいとい

うか、極めてくだけた雰囲気です。やがて常任理事

会の委員の選挙になり、候補者の一人として私の名

前が呼び上げられたのには、思わずビールのジョッ

キを取り落とすほど驚きました。うかつにも私が出　．（

席の返事を出したと思ったのは、立候補届であった

のです。とっさのことで、それはミステークである

という訳にもいかず、立ち上がって名乗りをあげま

した。そのうえ運悪く選挙は無投票で常任理事立候

補6名が全員承認され、私も今後2年間理事として

働くこととなりました。総会終了後“YOU　ARE

BRAVE！”等と脅かされたりしましたが、今更どう

するわけにもいかず、まあ何とかなるだろうと腹を

決めた次第です。いずれ日本の海事事情でも紹介す

る企画を立て、海運のみならず日本そのものも、よ

り一層理解してもらうべく、草の根レベルで努力し

ようと思っております。．

　　　　　　　　（欧州地区事務局長　赤塚　宏一）
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　私たち日本海運が、国民の生活と貿易を支える担い手として貢献し続けていること、そして、海か

ら受ける恩恵の深さと、海事産業全般の役割の重要性について、広く国民に理解していただく趣旨で

設けられたのが、今年で54回目を迎える7月20日の「海の記念日」です。当協会はこの「海の記念日J

を中心に次の通りイベントを開催いたしました。

　　　認

’

　54回目を迎えた7月20日の「海の記念日」にちなみ、当協会では、運輸省・NHK後援の下、今年も

7月15日陶夜、東京・渋谷のNHKホールにおいて「海のシンフォニー　ファミリーコンサート」を

開催した。

　このコンサートは今年で4回目を迎え、1万2，500名を超える応募者の中から抽選により3，000名を

招待した。オープニングは昨年、本コンサートのために服部克久氏が作曲したオリジナルソング「海

へ行こう」の合唱で始まり、第1部は、堤俊作指揮、東京メモリアル

・オーケストラの演奏によるドビュッシーの「海」から“風と海との

対話”、およびNHK大河ドラマから海にまつわるテーマ曲をアレンジ

したセミクラシック音楽を中心に構成、また第2部は、りんけんバン

ドによる沖縄の露玉をはじめ、異国情緒漂うバリ島のガムラン演奏、

ジュディ・オングの上海メドレーなど東洋の色彩をにじませた内容の

ほか、東京放送児童合唱団による海の歌メドレーを交えたバラエティ

ーに富んだコンサートとなった。

難1：1

豫 罰

せんきょう　平成6年8月号 τ9．
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「海の記念日」イベント特葉

　ロビーにおいては、海上輸送に従事するさまざまな船を見ていただこうと、船の写真パネルを展示

する一方、ファンネルマークのポスターを配布した。また、㈲日本水難救済会による「青い羽根募金」

にも協力し、募金活動を行った。

　なお、本コンサートの模様は、8月23日㈹午後1時45分よりNHK衛星第2チャンネルで放送され

ることとなっている。

　　　轟

講鶏群うたコンサート」

　当協会と全日本海員組合は、7月19日㈹、JR

新橋駅前の機関車広場において、日本海運およ

び水産とそこで働く船員の重要性を広くアピー

ルするため、「海のうたコンサート」を開催した。

　当日は、海上保安庁音楽隊や東京ニューフィ

ルハーモニック管弦楽団などによる演奏をはじ

め、貨物船、客船、漁労船など船のパネルを展

示したほか、花の種、帆船の絵葉書やポスター

などを道行く人に配布し、海事思想の普及に努

めた。

懸

▲船のパネル展

翻に闘氏UJ柵口1｝樹uノロM』一

曲
A撫・

せんきょう　平成6年8月号

．（．

（・



　　凝

講3「円み東京湾シップウォッチン列

．）

：ソツブウオツチ
。灘撫糠縄簾潔叢を
もっと身近に感じていただけるよう7月21日㈲

に、運輸省、東京都港湾局後援の下、外航客船

「新さくら丸」および「おりえんとびいなす」

の2隻により東京湾内をクルーズしながらシッ

プウオッチングを行う「夏休み　東京湾シップ

ウオッチング」を開催した。

　このイベントは、今年で3回目を迎え、約5，000

組の応募者の中から抽選で選ばれた小・中学生

の親子450組900名を招待、それぞれ開会式にお

いて一日船長を任命した後、デッキから投げた

諺くあいさつする轄法輪会長

．）

　　　　軽．

出航風景レ診㌦「．

　　　．“．ll．闘

鐵
　　　獲惣郷

藩　三盛

．鍵懸
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「海の記憲日」イベント特葉

色とりどりの紙テープが鮮やかに舞う中、ブラスバンドの演奏に送られながら晴海客船ターミナルよ

り出航した。船内では、各施設の見学、デッキからのシップウオッチングに引き続き、夏の陽射しあ

ふれるデッキでのビュッフェスタイルのランチや、ホールでのミス・マルレイナの歌とパントマイム

（おりえんとびいなす）、マジックショー（新さくら丸）などを催した。．

　また、客船ターミナルのロビーにおいては、働く船に親しみと理解を深あていただくよう、大海原

を航海するさまざまな船の写真パネルを展示した。

（
、

「

璽6．、　ノ
　　　　ζ．ゾ

新谷鷹。長、，お，えん、ぴ。灘ii

なす」1日船長の西谷恵里香ちゃん

．轟1．

《デッキでのランチ

．（．

22
せんきょう　平成6年8月号



田
ス

運
」

海
ユ

．
．
陶
．
一

］，「海運の自由化」を巡り激しい議論展開

　一第E回UNOTADサービス委員会海運部会の模様一

2．当協会会員会社の運航船腹量巳2％減

　一94年4月1日現在の運航船腹童調査績果より一

1．「海運の自由化」．を巡り激しい議論展開

　　　一第2回UNOTAロサービス委員会海運部会の模様

．）

）

　題記会議は7月11日㈲から15日陶まで、ジュ

ネーブ・UNCTAD本部において開催された。

会議には54山国（先進国17力国、途上国36力詠、

中国および旧社会主義国2島国）・5国際機関・

10民間団体が出席した。わが国からは在ジュネ

ーブ代表部越智一等書記官、外務省経済局開発

途上地域課源内事務官が出席、また当協会から

国際部梅本課長、端野が参加した。

　UNCTADは1992年2月にコロンビアのカタ

ルヘナで開催された第8回総会において、激動

する世界情勢を背景に、南北問題を取り巻く環

境の変化を考慮して、経済発展のための諸国間

の新たな協調をうたった「カルタヘナ・コミッ

トメント」を採択し、その中で組織の大幅改編

ならびに付託事項の見直しが決議された。その

結果、UNCTADの中核をなす貿易開発理事会

　（TDB）に直属する従来の7委員会（含む海運）

は、新たに「一次産品」「貧困撲滅」「開発途上

国間経済協力」「サービス部門開発：開発途上国

における競争力あるサービス部門の育成」の4

委員会に再編成された。このうち「サービス部

門開発」委員会は「サービスー般」「海運」「保

険」の3部会で構成されることとなった。その

海運部会への付託事項は、従前の海運委員会の

それを原則として引き継ぐものの、カルタヘナ

・コミットメントに従い「開発途上国のサービ

ス部門への参加度を高めること」「開発途上国が

漸進的自由化政策を推進することを支援するこ

と」を新たに盛り込んでいる。

　以上の決定を受け、1996年に予定される次回

第9回総会までの4年間にわたるUNCTADサ

ービス委員会海運部会のwork　programme（作

業計画）を決定すべく、1992年11月の第1回会

議に続いて、中間報告・見直しを兼ねた今回の

第2回会議が召集された次第である。

　会議では、UNCTADの南北問題解決を企図

する開発途上国の意思表明の場としての機能を

残しながらも、世界の政治・経済・社会分野に

おける昨今の自由化・民営化の潮流を強く意識

して議論が推移した。発言は、先進国側は、EU

（欧州連合）の議長国たるドイツとEC委員会が

中心となり、これに対し、開発途上国側は主に

アフリカグループを代表するナイジェリアがリ

ーダーとなり、アジアグループのスリランカ、

中南米グループのブラジルがサポートするとい

う形であった（もはや、Group　B、　Group　77と

せんきょう　平成6年8月号
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　今回の検討は、前回案出された作業計画に基

づき、海運、港湾、複合一貫輸送、海事法制、

人材開発・技術協力の5分野にわたった。各項

目についての討議内容は次の通りである。

1．海運：　今回会議の最大のテーマであった

　　「海運の自由化」を巡り、これを強く推進

　　しょうとする先進国側と、国内事情により

　　急速な自由化は不好とする途上国側との問

　　で激しい議論が展開された。特にアフリカ

　　やアジアの一部の国には、国連定期船同盟

　　行動規範条約（UN　Liner　Code＞を基礎

　　に、自国海運の育成を企図しているところ

　　があり、これらの国々からは「海運の自由

　　化」あるいは「競争的海運」を検討する際

　　は、このUN　LIner　Codeの存在を十分に

　　考慮すべきであるとの意見が続出した。そ

　　の結果、採択された勧告では、自由化推進

　　に当たっては、Code締約国はCode上の義

　　．務を十分に考察すべし、との一項が盛り込

　　まれることとなった。

　　　また、事務局は当初、各国の海運競争法

　　制の統一を図るには、UN　Codeを下敷きに

　　してはどうか、と提案していたが、委員会

　　としてはUN　CodeはもはやUNCTADの

　　手を離れており（すなわち、国連そのもの

　　の管轄）、第2回Review会議への流れの中

　　で検討されるのが妥当ではないか、とのこ

　　ととなった。また、この第2回Review会議

　　は、今後2年以内に召集されることとなろ

　　う、．との観測も聞かれ．た。

　　　さらに、議論ばGATTとの関連にも及ん

　　だが、途上国側は以上のようなスタンスか

　ら、GATT（正確にはGATS）よりは依然

　UNCTADを重視していることがうかがえ

　た。

　　この他、事務局に対し、前回会議で要請

　があった自由化推進の諸方策について引き

　続き調整し、完壁を期すよう再度要請があ

　つた。

2．港湾：　会議は、円滑な物流における港湾

　の役割の重要性を再認識するとともに、作

　業計画の実施に伴う進展状況の評価、およ

　　び新たな諸問題の検討を行うため、第2回

　政府間専門家グループ会議を1996年に召集

　することで合意した。

3．海事法制：　会議は、1993年の「船舶先取

　特権及び船舶抵当権に関する新条約」の未

　締約国に対し、早期の加盟を促す一方、CMI

　　（万国海法会）やIUMI（国際海上保険連

　　合）をはじめとした国際機関が有している

　　General　Averageに関する知識・運用の蓄

　　積についての情報提供を事務局に要請した。

4．複合一貫輸送＝　これについては、途上国

　　側は海運進出・拡張を図る上で複合一貫輸

　　送のノウ・ハウを知ることは重要であると

　　し、明1995年初頭までに政府間専門家会合

　　を開催すべしと主張したが、カルタヘナ・

　　コミットメント以上の行動を取る必要はな

　　く、現在事務局がやり残している途上国に

　　おける複合一貫輸送の進展状況の調査や諸

　　問題の把握が先決ではないか、との先進国

　　側の反論により、会議は、この項目を次回

　　会議の主要議題とし、その間事務局による

　　調査を進めることで合意した（従って、専

　　門家会合の開催はない）。
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　　　5．人材開発・技術協力＝　これについては、

　　　　　現予算枠内で行うとの前提もあり、特に南

　　　　　北間で議論はなく、今後もTRAINMAR

　　　　　計画の推進を図ることとなった。先進国側

　　　　　は、特にドイツがこの計画にドナー国とし

　　　　　て積極的協力を行っていることが紹介され

　　　　　た。

　　　　以上のよ．うに、サービス委員会海運部会は組

　　　織改編により旧来に比し機構縮小を余儀なくさ

　　　れた感があるものの、開発途上国側の自国の保

．） @　護主義的措置をこの場で認知させ、それを土台

　　　に自国海運の進出を図ろうとする動きには、依

　　　然警戒を要するものがあり、今後とも、本海運

部会会合の動向を見守っていく必要がある。

　一方、アジアグループからは韓国、シンガポ

ール、マレーシアなど強力な海運会社を有する

国の発言は聞かれず（参加はしていた）、これら

の国々は既にUNCTAD海運委員会（一サービ

ス委員会海運部会〉は卒業したとの見方は否め

ないが、特に海運の自由化や競争法制のあり方

についての論議には、途上国側のリーダーとし

て、あるいは世界の新しい海運秩序を形成して

いく一郭として発言し、その役割を果たすべき

．ではないか、との感想を持った。

　なお、次回会議（第3回サービス委員会海運

部会）は1995年．7月に開催予定である。

2．当協会会員会社の運航船腹量6．2％減

一94年4月1日現在の運航船腹量調査結果より一

）．

　当協会は毎年4月1日現在における会員各社

が運航する外・内航船の船腹量を調査している

が、このほどその集計結果をとりまとめたので

紹介する。

1．運航区分

　本年4月1日現在の当協会会員160社の営業

活動状況を見ると、外航船を運航している会社

は61社、内航船を運航している会社は74社（う

ち、外・内航兼業会社15社）である。

【第1表】　外航および内航総運航船腹の対前年比較

　また、外・内航合わせた運航船腹量は3，312

隻、50，670千％、79，009千％で、％ベースによ

る運航船腹量は前年比で6．2％減少している。（第

1表参照）

2．外航船の運航船腹量

　外航船の運航船腹量は、1．658隻、48，847千

％、75，829千％で、前年比ではそれぞれ135隻、

3，58D千％、5，339千％、（6．6％減）の減少とな

った。（第1表参照〉

1993年4月1日現在 1994年4月1日現在 」　　　　　対　　前　　年　　上ヒ　増　　滅

区　　分
隻　数　千％　千％1構成比 隻　数　千％　千％i構成比 隻　数　千％　千％　伸び率

外　　　航

焉@　　航

1、79352，42781，168

k677　1．824　3．095

96．3

R．7

1，65848．84775β29

P，654　1β23　3，180

96．0

S．0

△　　　135　　△3，580　　△5，339　　　△　　6．6

｢　　　　23　　△　　　　　1　　　　　　　85　　　　　　2．7

合　　計 3，47054，251ヨ4，263 100．0 3，312．50，6フ079，009 100』 △　　　158　　△3，581　　△5，254　　△　　　6．2

貨　物　船

禔@送　船

2．36939．23657，481

P，10115，0U　26，781

68．2

R1．8

2，25637，33555，968

P，05613、33623，040

70．8

Q9．2

△　　　I13　　△／，901　　△1，513　　△　　　2．6

?@　　　45　　　　1，678　　　　3．741　　△　　14，0
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【第2表1外航船航船の船種別船腹量対前年比較

区　　　分　1
1993年4月1日 1994年4月1日 対　前　年　増 減

隻数　千％　千％ 寿驚） 隻数　千％i千％毒殿錫 隻数千別千％
伸び率

i％）

油送鯛油／貨兼用船1
ｾ
膿
馴
讐
。
㌔
謝
・
ン
テ
ナ
刷
一
般
貨
物
船
冷
凍
・
冷
蔵
船
旅
　
　
客
　
　
船
そ
　
　
の
　
　
他

234　13，555　23，971

@9　　797　1，52D

W6　7，049　／3，643

P19　3，914　5，241

T25　工3β62　24，825

Q28　5，525　2．945

P51　4β46　4，129

R17　2．694　4，173

P17　　600　　692

@4　　　68　　　14

@3　　　17　　　15

29．5

P．9

P6．8

U．5

R0．6

R．6

T．1

Tユ

J．9

@二

21．5　　12，135　　20，729　　　　27．3

@6　　525　1，006　　1．3
X0　　　7，179　　13．985　　　　／8．4

P08　　　　3，597　　　　5，155　　　　　　6．8

S81　　13，099　　23．679　　　　31．2

Q04　　　5，211　　　2．815　　　　　3．7

P57　　　　4、156　　　　4，300　　　　　　5，7

Q98　　　Z、378　　　3，572　　　　　4．7

X2　　　　　479　　　　　558　　　　　0，7

@4　　　70　　　14　　　－

@3　　　17　　　15　　　一．

△19△1，420△3，242

｢3　△272　　△5／4

@4　　　13G　　　342

｢ll　△317　　△86

｢44　△763△1，工46

｢24　△314　△130

@6　△190　　　171

｢19　△316　△601

｢25　△121　△134

@－　　　　2　　　一

@一一一

△13．5

｢33．8

@2，5
｢／．6

｢4．6

｢4．4

@4．1

｢14．4

｢19．4

@二

合　　計　　㈹ 1、793　52，427　81，168 王GO．0
　　　　　　　　　　　11，658　　　48．847　　　75，829　　　　100．0

△135△3，580△5，339 △6．6

（D　船種別船腹量

　　運航船腹を船種別にみると、撒積船が481

　隻、13，099千％、23，679千％で、全外航運

　航船腹の31．2％を占める。油送船は215隻、

　12，135千％、20，729千％で撒積船に次ぐシ

　ェアにある。

　　前年比では、コンテナ船、鉱石専用船が

　増加し、油送船、兼用船、冷凍・冷蔵船、

　一般貨物船などは減少している。（第2表参

　照）

（2）部門（定期船／不定期船／油送船）別船

　腹量

　　．．ヒ記の船種を定期船／不定期船／湘送船

　の部門別にみると、定期船は243隻、5，129

　千％、5，664千％で、前年比で8隻、308千

　％、71千％減少している。不定期船（含む

　専用船）は1，194隻、31，058千％、48，429千

　％で、前年比で105隻、1，579千％、1，513千

　％の減少となった。

　　また、油送船は215隻、12，135千％、

　20，729千％で、前年比で19隻、1，420千％、

　3，242千％の減少となり、兼用船は6隻、525

　千％、1，006千％で、同じく3隻、272千

　％、514千％の減少となった。（第3表参照）

（3＞運航形態（自社船／用船）別船腹量

　　自社船および共有船の船腹量は、145隻、

　9，253千％、14，919千％で、前年比で12隻、

　783千％、1，267千％の減少となった。ま

　た、用船（裸用船、定期用船、運航受託船〉

　による運航船腹は、1，513隻、39，594千％、

　60，909千％で、前年比で123隻、2，796千

　％、4，074千％の減少となった。（第3表参

　照）

（4）　日本船／外国船の構成、外国用船の船籍

　国別構成

　　上記の運航船腹を日本船（自社船および

　共有船＋国内用船）／外国用船に区分し、最

　近の推移をみると、日本船の比率は1987年

　以降毎年減少する傾向を示している。本年

　は、日本船が234隻、13，491千％、21，724千

　％（28．6％）で、外国用船は1，424隻、35，356

　千％、54，105千％（71．4％）となってい

　る。（第4表参照）

　　また．、外国用船の船籍国別内訳をみると、
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【第3表】　外航運航船腹の対前年比較

1993年4月王日現在 1994年4月1日現在 対前年比増減
区　　　　分　　1

．隻数．千％千％郵貯 隻数千％千膿球ヒ 隻数千％千％｛鷲
定　　期　　船

251　　　5，437　　　5，735　　　　7．五　「T．T■．・．L國・．r．．．．．．．．．．．．．． 243　　　5，129　　　5，664　　　　7，5 △　　　　8　　△　　　30S　　△　　　　7王　　　△　　1．2

用
　
途
　
別

「．．．．L凹．

s定　期船
iうち専用船）

1，299　　32，637　　49、942　　　61．5

i　　557　　17，172　　22，550　　　27，8＞

．． s「「．．

P，194　　31，058　　48、429　　　63．9

i　　501　　16，554　　221542　　　29．7＞一．ゴ．．．．．．－「■「■．幽．L・i．．．．．．一一．．．．．．．「閲

　　　．一．．．「一．．．．．T「．「．「．「幽．．・．馳」」

｢　105　　△1，5？9　　心1，513　　　△　3．0

i　△　　　56　　△　　618　　△　　　　　8　　　△　　D．0）■．．．．・幽．．・」．．．．．．一．「．．．．．．．．．．「閲－■「．－．．．■一

｢　113　　△1，887　　ム1，584　　　△　2．8

貨物船計
　　　　－－．一．幽し．i．．．．．．．．
P，550　　3S，Oア4　　55，677　　　68．6 ／，437　　361187　　54，093　　　71，3

兼　　用　　船 9　　797　1，520　1．9 6　　525　1，006　1．3
．L」．．．

禔@　送　　船 234　　13，555　　23，971　　　29．5 215　　12，135　　20，729　　　27．3
　　　　　　－’T’「『＝幽’．
｢　　　19　　△1，420　　△3，242　　　△13．づ

合　　　　計 雪　，793　　52，42了　　　E1　7168　　1no．陰 L65849、8卒フ乃、829100．駐 △，35△3，5B9△5．339　△B．6

自　　社　　船
100　　　7，0DO　　11，588　　　14．3■「．「．・國・」．．．．．一．．．．．．．．－「「「．．．．．・

幽圃」i．ゴ

ｱ．．．直＿．船 57　3，036　4，598　5、7　「．「「－幽．．L凹．」．一一．．．．．．．．．． 　53　3，144　4β14　6．3－■F－幽．國」．．．．．．．．．．．．ゴ．．－「－「■．幽・幽」．．．．
　　　　　　．．T「「「．．ρ．・・」

｢　　　　4　　△　　　108　　　　　　216　　　　　　4．7．．．．．．．「T■「．「．．．・．．」．．．．．．．．一．．．．．．．．「－■．「

｢　　　王2　　△　　　783　　△1，267　　　△　　7．8（小　　　計） 157　　10，036　　16，186　　　20，0 145　　　9，253　　14，9玉9　　　19．7運
航
形
態
別

裸　　用　　船 24　1．597　2，730　3．4
△　　　　4　　△　　364　　△　　　583　　　△21，4ゴ．．T■「．．．一」・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．「－．T．．i．i．．

．．． s．r「閲．．一・幽．」i．

闃坥p　船 1，567　　39，759　　6D，704　　　74，8

　20　1，233　2，147　2．8．■L一」．．．．一．．．．．．．．．．‘「「幽．・．．」．．．．．．．．

I．466　　37，800　　57，874　　　76．3．．．．．．．．．「罰「■・．・i．．．r．．．．．．．．．．T「「幽國」． △　　IG1　　△1，959　　△2，830　　　．△　　4．7
1．．＿．．．．．．．．．．一．．i運航受託船

．「「－．．．．凹・」．．一．．．．．．．一．．「－「「．幽・國」．．．．
D　45　　　1，034　　　1，549　　　　工．9　　　　－．－．馳一幽L」．

27　　561　　888　1．2
　　　閲．．・幽」．・i．．．．．．一．．．．．．．．T
｢　　　18　　△　　　473　　△　　661　　　△42．7　「．■．幽」」」．．．．．．．．一．．．．．．－．「．．．・L．

．國・．r．．．．

i小　　　計｝ 1，636　　42，390　　64，983　　　80．1 玉y513　　39｝594　　50，909　　　80、3 △　　123　　△2，79δ　　△4，074　　　△　6、3

【第4表】　外航運航船の日本船／外国用船別構成の推移
　　　…

N 日 本 船 外 国 用 　　　　　彊D 合 計 ㈲

1隻数 千％ 千％縛繊） 隻　数 千％ 千％
構成比

ﾎ㈲（％） 隻　数 千％ 千％
1985 737

25，482 42，246 50．1 1，／99 23，965 42，0／5 49．9 1，936 荏9、447 84，261

87 636 23，543 37β30 51．2 1，098 2／，874 36，2エ4 48．8 1，734 45，417 74，145
89 426

17，787 29，490 39．2 1，293 29，031 45，745 60．8 王，719 46，818 75，235
9G 364 16，556 27，G60 34．6 1，392 32，892 5L137 65．哩 L756 嘆9．448 78，197

9／
326

17，040 28，工04 33．7 1，517 35，700 55，386 66．3 1，843 52，74G 83，491
92 335

16，111 26，650 32．6 1，46D 36，048 55，078 67．4 玉，795 52，159 81，728
93 291 15，190 24，286 29．9 1，502 37，237 56β83 70．1 1，793 52，427 81，／68

94 234
13，491 21」24 28．6 1，42峰 35β56 54，105 71．4 1，658 4日，847 75，ε29

　パナマが775隻で44．4％のシェアを占め、次

　いでりベリア176隻、フィリピン135隻、シ

　ンガポール63隻等となっている。（第5表参

　照）

3，内航船の運航船腹量

　内航船の運航船腹量は、1，654隻、i，823千％、

3，180千％で、前年比で23隻、1千％の減、85千

％の増となった。（第1表、第6表参照）

　（1）船種別船腹量

　　運航船腹を船種別にみると一般貨物船が

648隻、513千％、1，043千％（32．8％〉、油

送船が719隻、572千％、／，179千％（37．1％）

　等となっている。前年比で、一般貨物船が

　3．2％、自動車専用船が1L4％、油送船1．1

　％がそれぞれ増加している。（第6表参照）

②　運航形態（自社船／用船）別構成

　自社船および共有船は、308隻、8D9千％、

　／，／38千％で、前年比で17隻、7千％、！9千

　照減少している。用船（裸用船、定期用

　船、運航受託船）は、1，346隻、1，015千％、

せんきょう　平成6年8月号 ：り7
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【第5表】外国用言の船籍国別構成qgg4年胡咽現御

合 計
区　　分

D籍国 隻　数 千解 千聚
構成比

ﾎ脚（％）

パ　　ナ　　マ 775 王6，546 23，997 44．4

リ　ベ　リ　ア 　［P76 5，l17 7，630 14．1

ブイ　リ　ピン ／35 3，775 6，412 1／．9

シンガポール 63 2，269 3，439 6．4

香　　　　港 3弓 1，632 2，851 5．3

ギ　リ　シ　ヤ 37
1，144 2，096 3．9

ノルウェー
22 741

1，190 2．2

バ　ヌ　ア　ツ
34 870 1，／61 2．1

台　　　　湾 8 4Q9 770 L4

ノぐ　　ハ　　　マ
20 444 752 1．4

そ　の　他
120

2，409 3β06 7．0

合計〔A｝ち5023L2375E，883100．0

【第6表】　内航運航船の船種別構成推移

2，042千％で、6隻の減、7千％の増、105

千％の増となっている。（第7表参照）

（注）

①調査対象は、当協会会員会社の運航す

　る100％以上の船舶。（ただし、曳船、プ

　ッシャーバージ、艀、台船を除く）

②当協会会員会社の所有船でも、国内の

　非会員会社や外国のオペレーターに貸し

　出し、当該会社が運航していない船舶は

　含まれていない。

③i）各州の「構成比」および「伸び率」

　　　は％によった。

　　ii）四捨五入の関係で末尾の数字が合

　　　わない場合がある。

1993年4月1日　． 1994年4月1日 対前年増減区　　　分
隻数 千％　千％ 悪露） 隻数　半解　千％ 獅箋） 隻数　千％、千％

伸び率
i％〕

一般貨物船
643

520　1，0／1 32．7 648　　513　1，043 32．8 5　　　△7　　　32 32

セメント専用船 12工 323　　　526 工7．0 11S　　　325　　　543 17．1 △3　　　　2　　　17 3．2

自動車専用船 16
34　　　35 1．1 15　　　43　　　39 1．2 △1　　　　9　　　　4 ll．4

石灰石専用船
13

124　　　148 4．8 12　　104．　　161 5．1 △1　　△20　　　13 8．8

石炭専用船 一

一一
一

一一一
一i

一．一一－．
一．

その他専罵船 lD
U　　　　15 D．5 1D　　　IO　　　l4 　ρB・4t 0　　　△1　　　△1 △6．7

油送船7405581，165
特殊タンク船　　118　104　125
客　　　　　　　　　船　　　　　　16　　　　149　　　　　69

37．7　　719

4．O　　l16

2．2　　　16

572

103

153

1，179　　　37．1　　　△21　　　　　14　　　　　13　　　　1．l

126　　　　4．0　　　　△2　　　　△1　　　　　　ユ　　　　O．8

　742．3　0　4　57．2
含　　　言十　　圏（A）　　1，677　　1，824　　3，095　　100．0，　1、654　　1，823　　3，／80　　100．0　　　△23　　　△1　　　　85　　　2．7

【第7表】　内航運航船の運航形態別構成推移

年　次 合　　　　計 自社船および共有船 裸　用　船 定期用船 運航受託船

隻　数千％千％ 隻　数千％千％ 隻　数千解千％ 隻　数千％千舛 隻　数千％千％
85

1，5741，5912，856 327　7441，正14 25　　44　　79 882　6371，314 340　　工66　　349
86

1，4901，5032，763 313　68Dl，064 27　　50　　88 858　6261．302 292　　147　　308
87

1，4871，4882，735 301　6631，D32 27　　56　　92 863　6211，294 296　　！48　　318
88

1，462L4782，706 294　6561，017 25　　50　　83 865　6321，307 278　　139　　299
∩
コ
　
0
　
1
8
　
9
　
9

1・5011・5262・7891

P：lll　l：鋸烈
306　6931，073

P111：1誰
23　　52　　85

Q6　　56　　93

Q5　　59　　96

883　6541，354

W55　6341β20
X17　6761，403

　289　　127　　276
@269　　122　　2591　249　　111　　236

2
　
3
　
　
4
∩
コ
　
9
　
0
」

　　　　　　iP．593116872β49

P．6771β2431095
P，6541β233，180

lll　l翻：願308SO9王，1381 26　　86　　99

Q4　　72

Q1　　59

　　9857321・4171　　　　8191，58694、1，c6191】1，07384・・，689

272　122　266
Q67　U7　257
Q52　　115　　262
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当協会広報冊子・ビデオ等の発行ならびに制作

　当協会では、下記の通り広報冊子・ビデオ

等を発行・制作しましたのでご紹介いたしま

す。

「保存版　海運最前線シリーズPart　3」

　当協会では、運輸省広報誌「トランスポー

ト」に運嘱している“海運最前線シリーズ”

の平成3年10月から平成5年3月までを一冊

にまとめたB5判約50頁の小冊子（Part　3）

を刊行いたしました。

　このPart　3には、バルク・キャリアー、鉄

鉱石専用船、チップ専用船、木材専用船、冷

蔵運搬船といった暮らしに直結する専用船と、

近年脚光を浴びている外航客船が収められて

います。

「日本と世界を結ぶ海運

　　一国際貿易と国際分業一」

　中学校社会科教材用ビデオとして制作した

本作品は、日本と世界を結ぶ海運の働きと役

割について、国際貿易と国際分業の関係を通

帳壁最：叢「線シリーズ

　　　鰍3

も．F「．」．ヒ．」．竜＝1卜．「コ匹F凡

甚鵬人　目革駐陥翌

して紹介しています。（20分）

　なお、本作品は文部省選定作品になるとと

もに、日本産業映画・ビデオコンクールおよ

び優秀映像教材選奨において奨励賞ならびに

優秀作品賞を受賞いたしました。

「楽しいシップウオッチング」

　小・中学生を対象に、船の種類や港の機能、

全国の港のシップウオッチングポイントを紹

介した、A荏判8頁のカラフルなパンフレッ

トです。

　上記冊子・ビデオ等を入手ご希望の方には、

無料にてお送りいたしますので、下記までお

問い合わせ下さい。

〈お問い合わせ先〉

　㈹日本船主協会　調査広報部

　〒102菓京都千代田区平河町2－6－4

　　　　　　　　　　　　　　　　海運ビル

　TEL　O3－3264－7181　FAX　O3－3262－4757

㌔

■
．
・
ε
．
．

窒ふ量＿
　8．．一“．

　　　　　　．．．．、「〕二、呂一燕．．と一

　　　　　　　　　＝．諦罫・ゴ・．．・．．＝．．．、．

「
．

嶺肝｝ 難惑
㎝

　
　
滞
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パスコ・ダ・ガマより早かった

フェニキア人のアフリカ周航

　紀元前13世紀頃に歴史の舞台に登場したフェ

ニキア人は、優れた海洋民族で、そのめざまし

い海上貿易活動によってわずか数世紀の間に地

中海を制覇。その活動範囲はアラビア、ペルシ

ャ、インドからアフリカ東岸、さらにジブラル

タル海峡を越えイギリスやアフリカ西岸にまで

およんだ。

　そのフェニキア入が、パスコ・ダ・ガマのア

フリカ大陸周航（1498年）に先立つはるか紀元

前7世紀にすでにアフリカ大陸を一周していた

という説が、近年、歴史学．．ヒの定説となりつつ

ある。

　この偉業を成し遂げたのは、エジプト王ネコ

の命で紅海から出発したフェニキア人の船団だ

った。彼らはアフリカ大陸にそって時計廻りに

航海を続け、秋になると到達地点の沿岸部に上

陸、そこで小麦の種を蒔き、収穫を待って再び

出帆するということを繰り返し、3年目にジブ

ラルタル海峡から地中海に入り、エジプトに帰

還したらしい。

　この大航海に関する記録は、古代ギリシャの

歴史家ヘロドトスの「歴史」巻4にあらわれる

ものが唯一で、真偽については多くの議論が戦

わされてきたが、現在では海流や季節風の状態

からみて、その可能性は十分あったと考えられ

ている。

　もしそうだとすれば、ディアスやガマが苦難

の航海の末に発見（？）した大西洋とインド洋

を結ぶアフリカ回りの航路も、2000年以上前の

フェニキア入やエジプト入にとってはすでに常

識だったことになる。歴史というものは、とき

に後戻りしてしまうこともあるようだ．

船内名物「海水風呂」も

造水器の普及で過去の遺物に

　197G年代まで、船上生活では清水（真水）は

まさに貴重品で、飲料水や調埋用の水以外はす

べて海水が使われていた。しかし最近では海水

から清水をつくりだす造水器の普及でそんな船

内の水事情も様変りをみせている。

　最近のほとんどの船舶が装備するようになっ

た造水器は、真空状態にした容器の中に海水を

入れ、その海水を主機に使用した高温の冷却清

水で加熱沸騰させ、その蒸気を冷却して清水を

造るもので、大型の貨物船なら1日数十トンの

清水を得ることができる。

　しかし造水器による清水は蒸留水のため、飲

んでもまずく調理にも適さないといわれている。

そこで飲料水や調理用には従来通り陸上から補

給された水を使い、造水器の水は主に風呂やシ

ャワー、水洗トイレなどにふんだんに使われる。

もし飲み水として使う必要がある場合は、必要　　　一
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　　　なミネラル類を添加し味を整えて使用する。

　　　　このように風呂やトイレに使うだけなら海水

　　　でも一卜分なように思えるが、清水を使用するメ

　　　リットは大きい。海水だと配管が腐蝕したり貝

　　　や海藻の付着で管が詰まったりして補修に手間

　　　やコストがかかる。清水ならその心配がないか

　　　らだ。

）． @　おかげでかつて船上生活の名物だった「海水

　　　風呂」も最近は見かけなくなった。しかし蒸留

　　　水の風呂は石鹸がすっきり流せないという欠点

　　　があり、海水や塩を少し混ぜて使用するのがコ

　　　ッだといわれる。海水風呂の方が温泉のように

　　　体がII麦まってよかったと懐かしむ声もあるよう

　　　だ。

）

日本籍船で活躍する

アジア出身の外国人船員たち

　最近、日本籍の外航貨物船や客船で、東南ア

ジア出身の外国人船員をみかけることが多い。

平成2年から実施された新たな「マルシップ方

式（海外貸渡方式）による混乗」の導入で、日

本一一で活躍する外国人船員の姿は徐々に増え

はじめている。

　日本配船には日本の船舶職員法や船員法が適

用されるため、これまで船舶職員は金員日本の

海技免状をもつ必要があった。

　しかし近年、世界的に国際競争力の低下を背

景に、船員費の面で有利な外国入船員を自由に

配乗することができる利点を求めて、リベリア

やパナマなどの外国に船籍を登録するいわゆる

便宜置籍船が世界的に増えてきた。

　フラッギングアウトと呼ばれるこうした動き

に歯止めをかけるためにわが国で導入されたの

がこの「マルシップ混乗」。日本国籍の船舶をま

せんきょう　平成6年8月号

ず外国の船会社に貸し出し、借ウ手の船会社が

これに外国人船員を配乗し、その船を再び日本

の船会社が用船するというものだ。

　この場合、労働組合との話し合いにより、乗

組員のうち8～9人は日本人船員とすることが

必要で、通常、船長、機関長、航海士、機関士、

通信長などキーマンを日本人とするが、その他

の職員や部員には外国入船員を配乗できる。

　こうした混乗船の年間船員費は日本人船員フ

ル配乗の在来船の二分の一近くで済み、近代化

船の自乗でさらに日本人乗組員を少数化するこ

とにより、日本二目のコスト削減に大きな役割

を果たすものと期待されている。

　そんな動きの中で、最近は優秀な外国人船員

の養成を目的に、東南アジア地域で船員学校を

経営する日本の船会社も出てきている。

　これには、将来に向けた優秀な外国人船員の

育成という本来の目的と同時に、先進海運国と

しての優れた海技を海外に移転するという意味

でも重要な意義があり、アジア地域での海外協

力の新分野として注目されている。

〔
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【
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海運日誌

1日　米国コーストガード（USCG）は、米国油

　司法（OPA90）に基づく賠償資力証明書

　　（COFR）に関する暫定最終施行規則を公布

　　した。同規則は9G日間（94年9月29日まで）

　のコメント期間が設けられ、180日後（94年

　12月28日）に施行されることになる。これ

　　により、船主は賠償資力を証明しなければ、

　　タンカーをはじめとして米国への配船が困

　難になる模様。

◎　当協会は、米国の下院歳入委員会に対し、

　とん税の大幅な引き上げを盛り込んだ新海

　運助成法案（H．R．4003）に反対する意見

　書を提出した。

4日　運輸省は、パナマ運河トン数測度規則の

　改正に伴い、「船舶のトン数に関する証書交

　付規則」を改正すると発表した。

6日　第7回環太平洋港湾セミナー・海運セッ

　ションにおいて、当協会の縛法輪会長は、

　基調講演の中で安定化協定の改革を強調し

　た。

7日　運輸省は、94年度第1四半期（4～6月）

　　の新造船建造許可実績をまとめた。それに

　　よると、75隻、198万2，536％（前年同期比

　　75．8％増）と大幅に増加した。

紘7月

17日　7月11日からパリのOECD本部で開催さ

　　れていたOECD造船部会（WP．6）で、造

　　船業における正常な競争条件を回復し、維

　　持することを目的とした造船協定の基本的

　　内容につき、関係国間で合意が成立。政府

　　助成措置の段階的削減、加害的廉売行為の

　　防止等が盛り込まれた。

20日　運輸省海上交通局は、94年度「日本海運

　　の現況」（海運白書）を発表した。

　　（P．2特別欄参照）

27日　当協会は日本経済研究所に委託していた

　　「外航海運業活i生化の検討調査」と題する

　　報告書を発表した。

◎　米国下院歳入委員会のとん税引き上げを

　含む新海運助成法案（H．R．4003）の審議

　において、とん税引き上げ額の下方修正や

　造船助成の廃止などを盛り込む修正法案が

　採択、可決された。

a9日　亀井運輸相は、海運造船合理化審議会（委

　　員長・斎藤裕新日本製鐵会長）に、船腹調

　　整制度の見直し問題などを中心とする「今

　　後の内航海運対策について」を諮問した。

（
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　　ドち

∴罷∴響∵聴

　　　7月の定例理事会の模様

（7月27日、1
坙{船主協会役員会議室において開催）

　　　　　　政策委員会関係報告事項

）　　1．外航海運活性化方策の検討について（省略）

　　　2．QECD造船協定の基本合意について（省略）

　　　広報委員会関係報告事項

1．　「海の記念日」を中心とする広報活動につ

いて（P．工9特別欄参照）

　　　業務委員会関係報告事項

1．油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律

の成立について（P．8寄稿参照）

　　　港湾委員会関係報告事項

1．米国トン税引上げ問題について（省略）

　　　労務委員会関係報告事項

／．20条問題小委員会の審議模様について

　　（本誌1994年7月号海運ニュース4参照）

せんきょう　平成6年8月号

外航船舶解撒促進特別委員会関係報告事項

1．サブスタンダード船対策キャンペーンにつ

いて（省略）

　　（本誌1994年7月号海運ニュース1参照）

国民の祝日「海の日」制定運動について

1．署名の目標達成と羽田総理へ提出（省略）

2．法改正のための国会・政党要望（省略）

3．一般国民に対する広報活動（省略）

閣議決定に取り入れられた経団連規制

緩和要望

1．内航海運における船腹調整制度の抜本的見

直し（省略）

2．夜間入港制限の見直し（省略）

3．水先制度の緩和（省略）

4．国際旅客船に係わる検査の合理化（省略）

5．船舶検査の日本海事協会の利用（省略）

6．日本籍船の海外保険業者への直接付保の実

　現（省略）

7．インサルマット船舶地球局の免許人の変更

　等（省略）

8．無線局の定期点検周期の延長（省略）

9．輸入関連規制緩和の具体策（省略）

飽



馴

　　　　　　会　員　異　動

○社名変更

　　平成6年7月1日目

　　川鉄物流株式会社（阪神地区所属）

　　（旧社名　川鉄運輸株式会社）

　　平成6年8月1日現在の会員数159社

　　（京浜104社、阪神42社、九州13社〉

　　　　陳情書・要望書（7月目

宛先米国下院蔵入委員会

件　名　H．R．4003（Mariti皿e　Administration

　　　　and　Promotional　Act　of　1994）

要　旨　H．R．4003は米国に入港する船舶に対

　　　　するトン税を大幅に引き上げる内容と

　　　　なっており、その経緯などから米国海

　　　　運業への助成のための財源であること

　　　　は明らかとなっている。当協会は、こ

　　　　れが自由貿易の促進という世界共通の

　　　　通商政策に反し、世界海運産業の健全

　　　　な発展を阻害することとなると抗議を

　　　　行った。

　　　海運関係の公布法布（7月）

⑳　港則法施行令の一部を改正する政令

　　（政令第221号、平成6年7月1日公布、平

　　成6年7月10日施行）

⑲　船員保険法施行令及び国民年金法等の一部

　　を改正する法律の施行に伴う経過措置に関

　　する政令の一部を改正する政令

　　（政令第249号、平成6年7月22日公布、平

　　成6年8月1日施行）

㊨　船舶設備規定等の一部を改正する省令

　　（運輸省令第33号、平成6年7月15日公布、

　　平成6年7月18日施行）

　　　国際会議の開催予定（9月）

工MO第40回航行安全小委員会（NAV）

　9月5日～9日　ロンドン

IMO第24回バルクケミカル小委員会（BCH）

　9月19日～23日　ロンドン

国連欧州経済委員会貿易手続簡易化委員会

（UN／ECE　WP．4）第40回会期

　9月19日～23日　ジュネーブ

SMDGヘルシンキ会合

　9月21日・22日　ヘルシンキ

ジョイントUN／EDIFACTラポーターズチーム

（JRT）会合

　9月26日～30日　ウィーン

ILO海事労働基準に関する三者構成セミナー

　9月27日～10月5日　バンコク

（
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1．わが国貿易額の推移 （単位　百万ドル）

　　．．．．．．．．．．：…’．．＼　．．「．．．己．．・ヒ．．．．．3：己1．．．．㌧．．．．二己．依．．．．：…．．：．．　．．．．．．　　　．｝

2．対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）

輸　出 輸　入
前年比・前年同期比（％｝ 年　月 謝平均 最高値 最安値

年　月
（FOB） （CIF）

入㈲出超
輸　出 輸　入 1985

238．54 200．50 263．40
1988

128．15 120．80 136．70
1980

129，807
140528　　　， ▲10721　　　　， 26．0 27．0 1989 137．96 124．10 150．35

1985 175638　　　， 129539　　　，

46，099 3．2 ▲　5．1 1990
144．81 124．30 160．10

1990 286948　　　， 234799　　　， 521哩9　　｝

4．3 11．4 1991
134．55 126．35 141．80

1991
314，525

236737　　　， 77789　　， 9．6 0．8 1992 126．62 119．工5 ／34．75
1992 339650　　　，

233，021
106628　　　7 8．0 ▲　1．6 1993 111．19 ／00．50 125．75

／993 360，872
240551　　　7 120318　　　， 6．2 3．2

1993年7月
@　　　　　8

@　　　　　9

@　　　　10

@　　　　11

@　　　　12

32，227

Q7，865
R3342　　1

R1377　　，

Q8，420
R2737　　，

20390　　，

Q0，373
Q0807　　，

Q0446　　，

Q1002　　7

P9805　　，

11836　　，

V
4
9
2
　
　
，
1
2
5
3
4
　
　
，
1
0
9
3
2
　
　
，
7
4
1
8
　
　
，
1
2
9
3
2
　
　
，

9．2

U．6

T．4

P．0

S．2

U．1

0．5

U．5

U．4

P．1

U．5

O．7

1993年8月
@　　　　　9

@　　　　10

@　　　　11

@　　　　12

P994年1月

103．70

P05．29

P06．97

P07．80

P09．7D

撃撃k51

10G．5G
P0430

P05．／0

P05．85

P07．70

P08．70

105．15

P06．25

P08．63

P09．00

P11．85

P13．20

1994年1月
25968　　， 19899　　，

6
0
6
9
　
1 7．6 5．2

2
106．33 10220 109．00

2 29563　　，

18，652
10910　　，

5．7 7．2
3

1D5．17 103．15 106．50

3 36546　　脚 22578　　，

13，967 5．4 6．1
4 103．53 105．05 102．50

4 32936　　7 21779　　， 11156　　， 7．3 6．6
5

103．99 101．55 105．05

5 28116　　， 21560　　9

6
5
5
5
　
， 4．4 12．5

6
102．72 99．05 105．33

6 33727　　， 22355　　， 11371　　髄

10．6 8．5
7

98．5D 97．30 99．75

（注）通関統計による。

3．不定期船自由市場の成約状況 （単位　千M／T）

区分 航 海 用 船

｛ 船脳内 用

ム
シングル

（品　目 別 内　訳）

年次

口　　計 連続航海
航　　海

穀物 石炭 鉱石 屑鉄 砂糖 肥料 その他 Trip Period

1988 138211　　　，

4
5
5
9
　
コ

133652　　　， 53027　　，

26，794
43909　　， 529

3
6
9
4
　
P

5
3
6
9
　
｝

330 93307　　， 25258　　，

1989
119，708

3
3
7
3
　
， 116，335

44629　　， 21936　　，

38，448

1
0
！
8
　
，

3
3
2
6
　
，

6
8
1
4
　
7

164 103815　　　， 24161　　，

1990 132265　　　，

3
0
9
1
　
，

129174　　　， 43613　　｝ 32043　　P 43626　　， 805
4
7
1
6
　
，

4
／
7
3
　
，

198 90980　　，

工4，326

199／
127095　　　，

2
4
6
2
　
，

124633　　　， 35D22　　，

34，538
44554　　， 751

3，519
5
0
4
3
　
，

1
／
9
5
　
， 1D2775　　　， 25131　　，

1992 196312　　　，

16，996
179316　　　，

54，719
54731　　， 61，

P
9
7
　
　
，

576
3
0
6
4
　
，

4
0
2
3
　
9

1
0
0
6
　
，

87735　　｝

16，530

1993 172768　　　P

8，470
164298　　　， 56033　　，

42，169
59167　　脚 408

2，353

3
3
5
7
　
脚

811 108546　　　， 26003　　，

1993　11
21232　　，

6
4
7
1
　
7

14761　　脚

4
8
4
0
　
9

3
9
6
1
　
，

5
2
5
3
　
，

85 229 293 100
9
7
9
4
　
，

2
1
9
3
　
，

12 14234　　， 890 ／3344　　7

3
7
5
8
　
，

4
7
0
1
　
｝

5
2
1
1
　
，

121 124 282 37
8，932

839

1994　工 14，145 1，243 12，902 3β53 3β46 4，588
23 168 222 202

11β83 2，893

2
17，414 1，516

15898　　，

4
2
9
5
　
， 4，556

6
4
7
8
　
，

117 174 128 150 11217　　，

1
7
6
2
　
，

3 18777　　， 858 17919　　，

5
1
5
7
　
，

5
7
1
1
　
，

5
8
3
9
　
7

178 428 199 407 16779　　，

3
9
1
1
　
，

4
12，107

0 12107　　，

2，901

2
1
6
4
　
，

6
3
1
3
　
，

129 193 263 144 16139　　，

4，062

5 13574　　， 540 13034　　，

2，022

3
8
1
3
　
， ．6，349 119 178 432 121 12992　　，

2
7
0
7
　
，

6 18233　　， 0 18233　　，

4
6
6
0
　
，

4
6
7
2
　
9

6
9
9
4
　
，

51〕1 569 727 110
15，564

2
9
9
2
　
，

7
15，62D

o
15，620

3
8
6
3
　
，

3
9
7
6
　
1

6
6
2
0
　
，

252 377 426 1G6 12146　　，

3，653

　（注）①マリタイム・リサーチ社資料による。②品目別はシングルものの合計。③年別は暦年。
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4．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）

ペルシヤ湾／日本 ペルシャ湾／欧米
月次 1，992 ／993 1994 1992

／993
1994

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

62．50　37．50 58．00　49．00 42．50　32．00 54．00　33．OO 57．50　46．50 37．50　30．002
56．50　35．00 53．00　47．50 39．05　31．25 55．00　32．50 45．00　42．50 35．00　30．003
37．50　31．QO 50．OO　41．5Q 46．GO　37．5G 36．OO　32．00 50．oo　37．50 46．00　32．504
45．00　33．50 46．00　44．00 38、50　31，80 45．00　31．00 47．50　40．00 41．00　32．加5
45．00　42．00 46、OO　38．00 37．00　35．00 44，50　35．00 42．50　37、50 34，50　30．006
41．50　33．00 53．0〔［　38，00 44．50　32．00 38．（［0　32．00 48．50　36．00 42．50　30、00

7
50、00　39、50 64．00　59．50 53．50　39、50 45、QO　37．50 56．25　45，00 47．5G　38．GO8
52．00　45．50 47．50　40．50 45．00　42．50 47．50　39．009
49．00　4L60 55．00　42．00 46．25　38、00 45，00　38．5010
54．50　47、OO 50．00　42．05 50．OO　40．00 45．00　39．0511
65．00　51，75 46、05　40．OO 62．50　50，00 42．05　37．0512
62．50　49．OO 43、05　34．00 60．00　46．50 40．00　34，00

（注）①口本郵船調査部資料による。②単位はワールドスケールレート。1989年1月以降新ワールドスケールレート。

　　③いずれも20万DIW以上の船舶によるもの。④グラフの値はいずれも最高値。

5．穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧） （単位　ドル）

（．

ガルフ／日本　　　　　　　　　北米西岸／日本 ガルフ／西欧

月次 1993 1994 1993 工994 1993 1994

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低

1
2
3
4
5
6
　
7
8
9
1
0
1
1
／
2

23．50　22．OO
Q4．75　22，35
Q6，25　24，00
Q6．25　25．25
Q8．00　25．75

Q625　23，QQ

Q3．00　20．50
Q4．85　21．00
Q4．50　22．25
Q3．80　2L75
Q3．25　21，45
Q1．90　2D．50

23．50　20，65
Q1．50　／9．50

P9．30　18．25
P9，80　19．25
Q4．25　22．50
Q3．30　20．25

Q5．00　21．50

i2．85　工2．25

P2．25　12，15
@　13．70　　　－

@　14．45　　　一一

P3．80　12．75
@　13．80　　　－

P3．10　1．3．α1　　　一

@　　．一

　　　一
@　12．OO
撃戟D75　11．70　　　一

@　　一
@　　一

@　　一

12．〔｝5　11．50

P2．78　　9．80
P2．25　11．40
P3．00　12．31
P3．75　13，25
ﾊ3．75　U．OO

撃n．67　10．50

^L42　　9．93
P1．75　10．70
P0，65　　9．5Q

P1．50　10．30
P0．60　10．00

10．25　　9．10
X．30　　8．60
W．45　　8．00

@　／0．25

@　12．00
P0．5D　　9．87

P1．50　10．25

（注）①口本郵船調査部資料による．②いずれも5万D〆W以上8万D／W未満の船舶によるもの。
　　③グラフの値はいずれも最高値。
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6．石炭〔ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧） （単位　ドル〉

ハンプトンローズ〆口本（石炭） ツバロン／日本（鉄鉱石） ツバロン／西欧（鉄鉱石）

月次
1993 1994 1993 1994 1993 1994

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

10．50 9．45 7．50 8．80 4．50 4．35
2

9．95 9．25 一 7．70 一 4．96
3 10．90 一 825　　7．8D 一 5．45 5．60　　4．50
4

一 一 8．35 9．25　　7．9U 6．50 6．25　　5．55
5 13，10　12、40 一 10．30 6．70　　6．50 6．50　　5．75
6

13．40 一 9．5C　　9、10 一 5．75　　5．30

7
一 12．10 10．00 11．10 5．85　　5．80 5』0

8
一

10．5〔｝
一9

一 9．60 5．75
10

一 9．50 5．65　　5．20
1／ 12．75 9．85 5．35　　　5．15
12

一 一 5．30　　4．95

〔注）①日本郵船調査部資料による。②いずれも10万D／W以．ヒ15万D／W未満の船舶によるもの。

　　③グラフの値はいずれも最高値。

7．タンカー運賃指数
．）「

タ　　ン　　カ　　一　　運　　価　　指　　数
月次 1992 1993 1994

VLGC
中型 小型 H・D H・C VLCC

中型 小型 H・D H・C VLCC
中型 小型 H・D 1．1・C

工
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

37．9

S8．9

S1．1
R3．9

S0．6
R9．4

R6．O　　　屠43．0

S4．6
S3．4

S9．5

T6．8

86．6
X12
W3．8
W1．3

V1．6

V0．7

U8．9
V4．6

V1．7
V2．9
V9．3

U4．5

120．6
P33．9

P40．7

P15．5
P10．2

P04．7

P03．9

P10．4
P13．6

P13．2
^／5．9

P17．3

152．1

P84．7

Q08．5
P58．3
､60．8

P55．4

P71．8
P78．／

P65．0

P56．4
P64．7

P74．2

183．7

^94．7
P68．1
P53．6

P47．4
P60．0

P53．6
奄T4．7

^62βP6L7
P48．6

P76．6

52．2
T1．4

S4．9
S5．2

S2．5
R9．7

S5．9

T2ユ
S1．5
S2．3
S2．5

U1．2

98．3

X4．9
X8．1

X8．2

X3．1

P01．3

?O1．9

W9．4

V8．4
W1．4
X2．D

X3．2

138．6

P30．1

P26．5
P32．2
P412　　　「

P53．8

P40．7

P22．9
P10．8

P18．9
P25．8
P20．4

162．6

P67．4
P71．7
P87．6

P92．8
P77．3

P84．2
P84．1
P60．9

P54．0
P52．7
P59．3

193．2

P81．6
P69．2

P67．8
P53．7
P70．1

P61．9
P67．2

P71．9
P75．7
P86．3

Q10．2

37．6

R4．2

R7．1
R7．9

R6．6
R4．2

90．6

W8．8
W8．1

W8．2
X3．6

W8．6

133．7

P44．2
P30．8
P25．7
P24．5
^25．9

16L9
､71．0
P75．2
P71．7

P69．1
P75．6

211．7
Q21．3
Q19．2
Q03．5
P99．4
P83．1

平均 43．o 76．4 116．7 169．2 158．2 45．1 93．4 130．2 171．2 175．7

（注）①ロイズ・オブ・ロンドンブレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナル

　　は［7イズ　オプ　ロンドンプレスと1987年11月に合併）②タンカー運質はワールドスケールレート。③タンカー運賃
　　指数の発表様式が87年IO月よワ次の5区分に変更された。カッコ内は旧区分　④VLCC＝15万1000トン（15万トン）以
　　上　◎中型17万1000～15万トン（6万～15万トン）　◎小型13万6000～7万トン（3万～6万トン）　㊥H・D＝ハ
　　ンディ・ダーティ＝3万51）OOトン（3万トン）米満㊧H・C．ハンディ・クリーン＝5万トン（3万トン）未満。
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8，貨物船用船料指数

貨物 船航海 用船料 指数 貨物 船定期 用船料 指数月次 1989 199D
199工

1992 1993 1994 1989 1990 1991 1992 1993 1994

1
197．8 204．3 215．0 208．0 194．0 189．0 312．0 349．1 306．4 343．0 323．O 327．0

2
204．9 2D8．3 198．0 202．0 ／92．0 185．0 334．0 356．5 318．0 326．0 326．0 320．0

3
202．4 2D3．3 199．0 195．0 191．0 185．0 363．7 357．6 325．0 320．0 327．0 324．0

4
212．1 ／76．4 207．O 192．0 194．0 198．o 329．8 288．7 　　　　－R35．U 3DO．0 356．O 310．0

5
202．7 202．9 2D5．0 191．0 195．0 191．0 336．9 343．3 344．0 302．0 366．0 318．0

6
221．5 197．9 205．0 195．0 20．3．0 198．0 346．2 353．5 342．0 301．0 319．O 334．0

7
201．8 19L4 208．0 L90．Q 206．Q 318．7 343．7 349．0 295．Q 335．G

8 189．3 190．0 206．0 191．0 19塁．0 336．8 325．0 342．0 288．0 346．0
9 204．1 197．0 206．0 191．0 196．0 324．3 328．3 318．0 293．0 328．0
lo 193．0 195．0 205．0 191．0 188．0 327．5 329．5 325．0 30工．0 35LO
11

／97．8 197．0 206．0 193．0 19δ．0 327．6 322．8 335．0 289．0 372．0
12

208．4 199．0 208．D 196．0 201〕．0 338．0 31L4 349．D 300．0 349．0

平均 203．0 196．9 205．7 194．6 196．3 333．0 334．1 332．4 304．8 341．5

（注）①ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナル
　　　はロイズ　オブ　ロンドンプレスと1987年11月に合併）②航海用船料指数は1965．7～1966．6＝LOQ定則用船料指数1．よ

　　　1971＝IOOo （

9．係船船腹量の推移

1992 1993 1994

月次 貨 物 船 タンカー 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー
隻数 千GIT 千DIW 隻数 チ・G／T 千DIW 隻数 千G／T 千DIW 隻数 千G〆T 千DIW 隻数千GIT千DIW 隻数千G〆T千DIW

1 292
1，852

2
4
2
3
　
脚

46
1，531 2，807 345 2，328 3，D48

go 4282　．

8
3
9
5
　
， 329　　2，476　　3，203 91　2975　5556　　　　F　　　　　　　　　　脚

2 284
1
7
5
0
　
1

2332　． 46
1，490 2，729

348 2429　，

3，154
94 4083　，

7，981 310　　2，333　　3，0／ア 80　2，656　5，021
3 288

1，823
2427　脚 48

1，536

2
2
8
0
　
脚

350 2，481 3，204 97 3，872 7，565 3ユ2　　2，304　　3、000 842，813　5，326
4 297

1，825

2
4
3
2
　
脚

55 l
g
o
3
　
1

3，538 331 2，317 2，988
92 3737　．

7，285 303　　2，198　　2．808 81　2534　4749　　　　r1

5 292
L巳68 2，569

57
L9巳／ 3，763

324
2，252 2，982 96

3
3
5
6
　
，

6
4
⑪
8
　
’ 29上　　2，158　　2．8工6 82　2，60工　4，90ユ

6 302 1，93了
2652　脚 68

3，111 6，180
317

2，232 2，954 93 3，179
6054　．

288　　2．118　　2、825 85　2，300　4，215

7 305
1，926 2，513 74 3，524 6，932 313 2，217 2，997

lOD 3456　，

6
5
8
9
　
， 293　　2，L9呂　　2．999 86　2，644　5，D75

8 322
2，144

2
9
7
1
　
1

74
3，590 7，132

315
2，174

2
9
0
6
　
「

98
3
3
2
7
　
1 6β08

9 335
2，180 2，993

75 ヨ，621 7，203
315

2，248 3，069
lo6

3
3
1
6
　
， 6，279

10 336
2，216 3，011

74
3，540 6，989

313
2，250 3，041 lD3

3
2
8
7
　
脚

6218　．

工1
332

2，241 3，D39
85

3，947 7，789
320 2，293 2，975 98 3，219

6052　，

12 350
2，457

3280　脚 95
4，598 9，056 333 2，5／4 3，273

94 3050　， 5642　，

（注）　ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・オブ・レイドアップ．ベッセルズによる。
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　昨年の7月までロンドンにいた。

2人駐在員の2番目であったから、

兵隊であり、マネージメントをす

る立場にはなかったが、日本企業

が一層の国際化を展開していく中

で如何に外国人を使うかとのテー

マに関心があった。

　10％前後の失業率の中、我々の

ような小さなハウスブローカーに

も結構求人の問い合わせがあり、

現地スタッフは新規採用の予定な

しとつれない返事をしていたが、

私は（無責任にも）丁寧に話を聞

き、質問をしたり、挙句の果てに

履歴書を送れと言ったりした。

　最大の驚きは、何と言っても20

代の若者が自らを実に上手に表現

し、アピールすることだろう。そ

して、EC諸国出身者がロンドン

で働く場合でも賃金の上乗せなし。

彼らの希望年収は概ね£20，000～

25，000、せいぜい£30，000程度で、

あれもできる、こういう経験もあ

るというような自己PRがあるのだ

から、偽りなしとしたら買い物だ

と思った。

　彼らをうまく使うノウハウなり

やる気を引き出し、それを持続さ

せ得る能力があれば……と考え始

めると、今度は海外で働く日本人、

我が身の有り姿に思いが至る。さ

て、海外での日本人の生活コスト

の国際競争力はP

　まず、滞在が3年から5年程度

では住宅に投資ができない。結果、

社宅／住宅補助が必要となる。朝

はご飯に味噌汁。毎晩風呂に入っ

て汗を流す。そんな私は本当に競

争力がなかった。日本での生活環

境を連れての赴任ではなかったか

と思う。湾岸戦争時の国際貢献で

も参加していれば、英国人に二歩

も三歩も遅れをとったであろう。

　今後“駐在員”的な制度では日

本人が海外で働く場が狭くなって

いくような気がしてならない。

新和　海運
法規保険課長横溝豊彦

（、
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会社名：

代表者（役職・氏名）：取締役社長　本田哲男

本社所在地：東京都千代田区内幸町2－1－1

資本金：2E5百万円

創立年月日：1948年10月11日

従業員数：海上旧7名　陸上169名　含計276名

平和汽船㈱（英文名）HE［WA　KlSEN　KAISHA，　LTD，

当協会会員は159社。

（平成6年B月現在）

i所有船状況 遼洋・近副i珍 4隻 1D，366舛 17，835％

運航船状況 遠洋・近；毎・ 28隻 27，5日4％ 54，847％

［一．ゼ

　　）．

主たる配船先二国内

事業概要：当社は昭和シェル石油ならびに川崎汽船の両社を筆頭

　　　　　株主とし、主に昭和シェル石油の海上輸送を元請し、

　　　　　また昭和シェル石油の油槽所運営受託および代理店業

　　　　　務も引き受けております。

憂

’

ド、
　）’

D

’
■

〆

ρ 踊

会社名：日之出汽船㈱（英文名）HINODE　KISEN　CO．，　LTD，

代表者（役職・氏名）：取締役社長　河野　廣

本社所在地：東京都港区芝E－3－3

資本金：5，972百万円

創立年月日：1912年｝1月25日

従業員数：海上0名　陸上32名　合計32名

所酬状況1齢励沿海一隻　　一％1　一％
運航船状況㊥・蔚沿・B隻189，55・暫i2巳，ア5・％

主たる配船先二東南アジア、中近東

事業概要：当社は、重量物輸送専業船社として、長年にわたって

培われた技術と伝統を背景に、各方面より高い評価を

得ています。



海への感謝をこめて、7月EO日を国民の祝日「海の日」に。

1↑

霞籍磁

［ミ

C

　　　　　倫



平成6年8月2D日発行　毎月1回20日発行　No．409　昭和47年3月8日第3種郵便物認可・勲羅簿卿　．．：：．．．1舗1’）．Ns　麟誌…聰’　騨ドE／〆／「／／〆／／〜塁ノノ社団法人日；衣船‡協会船印月報／1994年8月号目次　巻頭言“内航船舶の近代化と安全航行★藤犠三三難・佐藤國吉システムの構築に向けて”一内航船近代化促進のための訪米視察から一1。特別欄日本海運の現況（要旨）2（、、寄稿油日損害賠償保障法の改正について★灘鶏嚢癖鞭・大野秀敏812．随想海を渡る丸の内線の名車輌瑚躰荷主協会常務購・須田利男143業界団体を訪ねて一（財）日本海事広報協会161・∠漁便り一18δ｝特別欄「海の記念日」イベント特集19ご海運ニュース1．「海運の自由化」を巡り激しい議論展開　　23　　一儲2回UNOTAロサービス委員会海運部会の模様一2．当協会会員会社の運航船腹量6．2％減　　25　　−94年4月1日現在の運航船腹量調査結果より一二海運雑学ゼミナール★鯛回磁海運日誌★7月　　32一隅協だより★定例理事会の模様・その他門海運統言十　　　　　35噸編集後記　　　403033，へ石炭専用船「能代丸」、冒彰W厚駕「遣獅“内航船舶の近代化と安全航行システムの構築に向けて”一内航船近代化促進のための訪米視察から一癖講雛難1佐藤國吉））　去る6月29日から7月7日まで、内航業界を代表する訪米視察団を組織し、海上保安庁のご協力により、内航船舶の近代化とより安全性の高い航行システムの構築を目的に、USコーストガード本部を始め、次世代の高度化ブリッジシステム、ディファレンシャルGPS（Global　Positiolling　Systeln）の専門メーカーを視察してまいりました。　紙数の関係上、視察の詳細は割愛いたしますが、まずUSコーストガードでは、世界でも最も厳しいとされている船舶の安全対策、陸上支援対策についての法的規制、航行安全維持のための指導や施策のあり方等についてレクチャーを受けました。そして、スペリー社では、高度化ブリッジシステムとして既に標準化されている航行機器、計器口許が次世代対応となって実用化されていることを知り、驚かされました。また、GPSの専門メーカー・トリンブル社では、USコーストガードの静止衛星と陸上基地による支援体制で、船舶が自らの海上における位置を極めて高い精度に常時掌握できる素晴らしさに目を見張りました。これらの装置は、乗組員数の少ない内航船舶にとって、特に視界が悪い状態での狭水道や輻榛海域での航行で、大きな威力を発揮するものと思います。　昨今、内航海運業界においては、船員不足問題を契機として、近代化船の開発が各方面で進められておりますが、私はその意図が単なる人手不足からの省力化でなく、労働負担の軽減に開発の主眼をおいたものでなければならないと主張してまいりました。今回の視察を経て、米国での優れた陸上支援体制と最新鋭の設備から、益々その意を強くいたしました。今回視察した2社とも、我が国で既に代理店や提携企業があり、内航船舶への実用化のためには型式承認を得る用意もあり、使用にあたっての日本語対応も十分可能とのことでした。　特に、DGPSについては電波標識局（ラジオ・ビーコン）の多いほど精密度が増すだけに、近い将来、我が国においても海上保安庁のご協力を得て密度の高い陸上支援体制を組むことができれば、誰にでも使いこなせ、より高度で信頼性の高い航行安全システムが実用化され．るものと思います。そして、その実現のために我々は業界挙げて取り組んでいかなければならないと痛感いたしました。せんきょう　平成6年8月号71海への理解と親しみを深めるた　　めに　我が国は四方を海に囲まれている．ため、我々の生活は海と様々な形で深い関わりを有している。私達は、原材料・エネルギー資源をはじめとする資源のほとんどを海外に依存しており、これらの物資の輸送を担う海運の果たす役割は非常に大きい。さらに、国内においても、貨物輸送の約半分を支えている内航海運、旅客船や離島の生活を支えている離島航路など、海運は極めて大きな役割を果たしている。　こういつた、海の役割を広く認識してもらい、また海に親しみをもってもらうために「海の記念日」（7月20日）を中心に全国各地で体験乗船会など様々なイベントが行われている。II　日本海運の新たな発展のために1．安全で環境と調和のとれた海運のた　　めにOタンカー輸送の安全対策の推進　タンカー事故は、ひとたび発生すれば、人命、貨物への被害はもとよ1）大規模な海洋汚染を引き起こすおそれがあり、我が国をはじめ世界各国でタンカー輸送の安全確保対策について関心が高まっている。我が国は、従来より船舶の航行安全の確保及び海洋環境の保全対策に取り組んできたところであるが、特に、中東から日本へのオイルルートで起こった「マースク・ナビゲーター」号事故直後には関係局長等会議を開催し、�@OSPAR計画の前倒し実施、�AIMOにおける検討への貢献、�Bタンカー輸送の安全対策に関する懇談会等の開催、�C油汚染対策に関する技術開発の推進、�DOPRC条約の早期批准に向けた検討の5つの対策を決定し、現在その推進を図っている。O油濁損害賠償保障制度の充実　油濁事故が生じた場合には、いわゆる油濁二条約を国内法化し．た「油濁損害賠償保障法」に基づき、船舶所有者は油濁損害について原則として無過失責任を負う一方、その責任を一定限度に制限することができることとされているとともに、損害が船舶所有者の責任限度額を超えた場合等には、国際基金が補償を行うこととされている。　油濁二条約は条約制定後約20年を経過し、この間のインフレによる補償の目減りを始めとす（．（．せんきょう　平成6年8月号る情勢の変化に対応するため、1992年11月、�@船舶所有者の損害賠償責任の限度額及び国際基金の補償限度額の引上げ、�A200海里水域及び空船航行中のタンカー等への適用範囲の拡大を主な内容とする2本の改正議定書（92議定書）が採択された。　92議定書の早期発効のためには、条約締約国中最大の油受取国である我が国の締結が不可欠であるとして、諸外国からも我が国の早期締結が要請されており、また、責任限度額等の算定単位を改正する2本の改正議定書も1976年に採択されていることから、我が国としては、これらの議定書の締結を行うことが急務となっている。　このため、我が国としては、これらの4本の改正議定書を締結し、油濁損害賠償保障制度の充実を図るため、油濁損害賠償保障法の改正法案を本年4月28日に閣議決定するとともに、第129回通常国会に提出し、同年6月22日に成立した。O船舶解撤の円滑な推進　近年、世界的に船舶の高齢化が進んでおり、世界の船腹量に占める船齢15年以上の船舶の構成比率は、昭和60年の約24％から、最近は40％を上回る水準にまで達している（図1参照）。老朽船の解撤を円滑に進めることは、船舶運航の安全、地球環境の保全等の点で重要な意味を有している。解撤問題は、全世界の船舶が対象となることや、現在の解撤事業がアジア諸国を中心に実施されていること等から、国際的な広がりをもつ課題である。現在、我が国の海運業界と造船業界が中心となって解撤問題に関する調査や、サブスタンダード船の排除に向けた関係〔図1〕世界の船舶の船齢構成推移　　　0　　　　　　　20　　　　　　　40　　　　　　　60　　　　　　　80　　　　　　　100　　　，一　　．　　．　．．　　　．　．L．．　　　　　　．L　　．．一一．「％昭和55年．ﾕ騨鰯一毛塁…量…：…：…………………ll・．・．・．・．．・；一．．．．．・・．．．1　61年羅聾難．椰＝診≒≡≡註里聖　　．豊聾塗豊墨肚L．　目口年年3　4　5　　　　σ〜4年5〜9年10〜14年15〜19年20〜24年25〜年（注）1　ロイド統計より作成。対象は世界の全船舶（100総ト　　ン以上の鋼船）。　　2　調査時点は平成4年までが各年6月末、平成5年が12　　月末。国船主団体への働きかけ等が行われており、国としても国際機関等における意見交換等を進めていく必要がある。O国内旅客船の安全対策　一略一2．安定した海上輸送確保のためにO日本商船隊の意義とその整備　資源の多くを海外からの海上輸送に依存している我が国は、貿易物資の安定輸送の確保は不可欠である。中でも日本籍船は、安定輸送力、日本人船員の安定した職域確保、環境保全、安全確保等の観点から重要な意義を有しており、従来より我が国商船隊の中核として位置づけられてきている。　しかしながら、内外船員コスト格差の拡大や円高の進行により、日本二二の国際競争力は著しく低下した結果、海外への移籍等による日本籍船の減少（フラッギング・アウト）が進行しせんきょう　平成6年8月号同．47：〔図2〕日本商船隊の構成と日本人船員数の推移化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船員数乱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人〕2．川〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30，0〔淵2〔1〔冊16〔1〔1　．　　　　　　　　　　　　　！　　　　．　　　　　20，0001引乙qq　　　　　　　　と　　1　　昭和60　61　62　63　平．成元　2　　3　　4　　5年騒新マルシップ混乗船□近代化船ili…iiiその口口本籍船□外国用船（注）1．口本商船隊隻数は、2，000総トン以上の外航船舶。　　2．船員数は、運輸政策局情報管理部「船員統計」及び海　　　上技術安全局船員部「船員需給総合調査」による。　　3．調査時点は、隻数については各年6月末、船員数は各　　　年10月1口。ている（図2参照）。近年は、混乗の進展等の各種施策の効果もあって、フラッギング・アウトの進行が鈍化しつつあるが、最近の急速な円高により、日本籍船の国際競争力の低下が懸念されるため、引き続き日本籍船の維持・整備に向けた施策を講じていく必要がある。　日本入フル配乗を前提に乗組員の少数精鋭化を通じて国際競争力向上を目指してきた近代化船については、一層の国際競争力強化の観点から混乗化を図るべく実験が行われ、平成6年3月より、混乗近代化船が実用化された。　また、日本蕃船整備のため、日本開発銀行による長期・低利の融資を行っており、平成5年度には、LNG船を対象に初めての外貨（ドル）建て融資が実行された。加えて、平成6年度から、二重構造タンカーの融資比率を引き上げた。さらに、税制上の優遇措置として、平成6年度から新たに、建造される二重構造タンカーに関する登録免許税についての軽減措置と脱特定フロン対応型設備に対する特別償却制度の新設等の対策を崩じている。O円高の影響と対応　営業収益の6割以上がドル等外国通貨建てである我が国外航海運業は、近年の円高傾向に加え、平成5年初以来の円高の急進により、大きな影響を受けている。我が国外航海運大手5社合計で、対ドル1円の円高は、営業損益ベースで約12．5億円の減益要因となると試算されるが、平成5年度の平均為替レートは前年度に比べ約17円の円高となっており、この影響もあって、主要海運企業8社のうち7社が、平成5年度は無配を余儀無くされた。　我が国海運企業は、今回の円高へ対応するため、経費の節減、ドル建て収入に見合うコストのドル建て化、日本籍船への混乗の促進、運賃の円建て化への努力といった対策を現在進めている。○再編成が進む国際コンテナ輸送体制　近年、アジア域内航路の成長、コンテナ船の大型戸山、国際コンテナ輸送をめぐる環境は大きく変化しており、従来型の海運事業運営体制は大きな変革を迫られている。このため、邦一社は、航路の再編、外国船社を含めた一社間の業務提携関係の見直し等により、従来型のコンテナ輸送体制を再編成し、新たな輸送環境に積極的に対応しようとしている。O発展するアジア海運への対応　近年、企業の生産拠点のアジア地域へのシフト、アジア地域の経済成長を背景として、アジア地域を中心とする物流が増大している。また、北米航路において、日本船社のシェアが低下しているなか、アジア船社のシェアは増大していせんきょう　平成6年8月号（．）．るなど、アジア地域の経済の発展とともにアジア船影は急激な発展を遂げている。　このように、アジア地域の重要性が高まるのに伴い、アジ．ア船社の間でアジア地域内における対話が必要との認識が高まり、平成4年4月、アジア船主フォーラムが設立され、一国の船社間の協力だけでは解決の困難な共通する海運の諸問題について着実に対話が進んでいる。また、政府レベルにおいても、アジア諸国との対話の必要性の高まりを受け、本年4月、経済協力開発機構（OECD）とDAEsとの海運政策対話会合が横浜において開催され、活発な情報交換・意見交換が行われた。現在、アジア域内の諸国が共通する海運問題につい．て自由に意見交換を行うための枠組みとしてアジア海運フォーラム（仮称）を設置することについて検討が進められている。3．効率的な海上物流をめざして○モーダルシフトの推進　幹線物流の分野を中心に、低公害で効率のよい大量輸送機関の利用促進（モーダルシフト）を図ることが求められており、内航船は、その受け皿として、大きな期待が寄せられている（表1参照）。　海運へのモーダルシフトを推進するためには、その主要な受け皿であるRORO船、長・中距離フェリー等の整備が必要である。このため、船舶整備公団においては、事業者の資金調達をより容易にするため、公団と事業者との共有建造に係る公団の共有比率を引き上げて積極的に支援している。　運輸省では、平成5年5月にモーダルシフトの推進に必要な改善方策の検討を目的として懇談会を設置し、フェリーについては、利用者ニーズに対応した運航頻度の向上、弾力的な．運賃【表1】輸送機関別輸送量の推移輸送トン数（百万トン）輸送トンキロ（億トンキロ）平均輸送距離（km）年．度内　航　　自動車鉄　道計内　航自動車　　鉄　道’　計内　航自動車鉄　道昭和4537714，626i7．2）％　（88．0）％250k4．8）％5，253i10D）％1，512k43．2）％L359i38．呂）錫　630i／8．0）％3，501ilo�@％4012925250〔9．o）452　　4，393@　　　　〔87．4）！81i3．6）5，D26k100）1，836i50、9）1，297k36．0）　47】．i13．1）3，504k100）4063026155500i8．4）5，318i88．9）163i2，7）5，981i100）2，222i50．7）1，789i40．S＞374i8．5）4，385i10Q）4443423060452i8．1）5，04Si90．2＞　96kL7）5，597ilOω2，058i47．4）2，D59i47．5）219i5．1）4β36iloo＞45541227平成2575i8，5）6，l14i90．2）　87i1、3）6，775i工00）2，445i44．8）2，742i50．2）272i5．ω5，459i100）42545314呂572i8、3）6，261k90．5）　86k1．2）6，918i10D＞2，482i44．4）2，838i5D．7）272i4．9）5，592i100）434453174540k8．1）6，102igo．η　82iL2｝6，725i1�L2，4SOi44．6）2，8工6i5Q、6）267i4．巳）5，563iloo）459P5324（注）1．運輸省「内航船舶輸送統計年報」及び「陸運統計年報」（昭和62年度より「自動車輸送統計年報」及び「鉄道輸送統計年報」）によ　　　る。　2．（）内は輸送機関別のシェアである。　3，輸送量の計は、航空を含まない。　4．自動車は、62年度より軽自動車を含む数値である。　5．単位末満の端数については四捨五入した。そのため、合計と内計とは一・致しない場合がある。せんきょう　平成6年8月号の設定等について検討することが必要との提言を本年4月にとりまとめたところであり、今後これらの課題について関係者が検討していくことが必要である。○テクノスーパーライナーの活用　テクノスーパーライナーは、従来のコンテナ船の2倍以上の速度である速力50ノット（時速約93キロ〉、貨物積載量1，000トン、航続距離500海里（約930キロ）以上で、かつ荒れた海でも安全航行できることを目標とした新形式超高速船である。現在、平成6年度までに基礎的技術を確立することを目標に研究開発が進められており、今年度には2つのタイプの模型船により実海域における実験が行われる予定である。　今後は研究開発成果を有効に活用し、新たな輸送サービスを行う上で想定される様々な課題について調査、検討を行っていくことが必要である。O内航海運の構造改善等の推進　内航海運は、トンキロベースで国内貨物輸送量の半分近くを担い、またモーダルシフト政策の受け皿として大きく期待されているが、依然として中小企業者が大部分を占め、企業体質が脆弱であるなど、未だに構造改善が達成されたとはいえない状況にあるほか、近年、船員不足が深刻化しており、このまま推移すると産業基礎物資等の安定輸送に支障が生じることが懸念されている。内航海運業界としても、構造改善を積極的に推進し、業界体質の強化を図ることにより、中長期的に船腹調整制度に依存した体質からの脱却を促進させる必要がある。　　このため、運輸省では、海運造船合理化審議会答申や内航構造改善対策研究会での検討結果等を踏まえて、内航海運業の体質強化、内航輸送の効率化及びモーダルシフトへの取組み等の強化、内航船員確保対策、内航海運組合を中心とした内航海運業界の計画的な構造改善の取組み体制の確立等のための諸施策を盛り込んだ新たな「内航海運業�K構造改善等のための指針」を策定し、平成6年6月、日本内航海運組合総連合会、船舶整備公団、地方運輸局等の関係者に通達した。今後は、この指針に基づき、関係者が一体となり、積極的に構造改善対策を推進していく必要がある。　また、船腹調整制度については、平成4年度よりモーダルシフト適合船（コンテナ船等）について船腹調整制度の運用の弾力化が図られたところであるが、独禁法適用除外カルテルについて、平成6年2月15日に閣議決定された中期行革大綱等において、5年以内に原則廃止する観点から見直しを行い、平成7年度末までに結論を得ることとされている。　運輸省としては、船腹調整制度について平成7年度末までに見直しを進めていくこととしているが、見直しに当たっては、関係者の意見を十分に聴き、内航の安定輸送の確保に配慮しつつ適切な結論が得られるよう努めていくこととしている。4．魅力ある海上労働の確立をめざして　内航船員については、若年労働力不足が深刻化しており、その解決に当たっては、個々の海運事業者では限界があり、日本内航海運組合総連合会、船舶整備公団等による内航船員の労働環境の改善等の対策を推進しているところである。せんきょう　平成6年8月号（（ヒ）’）　また、国内旅客船においては、離島航路等の就労条件の厳しい航路を中心として労働力確保の必要性が増大している。　一方、外航海運においては、フラッギング・アウトの進行や混乗船の増加等により日本人船員の職域が狭まる一方、船員の高齢化等の問題を抱えている。そのため、今後とも我が国商船隊の規模に応じた適正な船員の確保対策を推進していく必要がある。また、混乗の進展に伴い、優秀な外国人船員の確保、養成が大きな課題となっている。　港湾運送においては、今後一層労働力不足の深刻化が予想されるため、特に若年・技能労働者の確保を重点に置き、労働環境の改善等を図ることが必要である。5．ゆとりある国民生活の実現のための　　取り組みO国内旅客船のサービス向上　一略一〇外航客船旅行の振興　国民がゆとりある生活を享受するための一方策として、客船旅行の人気が高まりつつある。外航客船旅行の振興方策については、�兼�本外航客船協会の協力を得て、クルーズ旅行に関する情報の提供、クルーズ適地の調査、フライ＆クルーズ旅行の促進方策の検討を行ってきたところであるが、さらに、国民に対しクルーズ旅行に対する理解を深めてもらい、クルーズマーケットの拡大を図る必要がある。このため平成6年においては、クルーズ客船の一般公開、安価で短期のクルーズの設定等のクルーズキャンペーンを展開しているところである。O海上レクリエーションの振興　近年、ゆとりある国民生活の実現、余暇の充実等の観点から海上レクりエーションに対する国民の関心が高まってきており、海上レクリエーションの振興の必要性が指摘されている。平成5年6月に設立された白日本丁イルトレーニング協会は、広く一般の人を対象として、帆船を使った洋上訓練を実施しており新しいタイプの海上レクリエーションの一つとして注目されている。6．地域の生活を支える海上旅客交通の　　充実O海上旅客交通の整備　一略一〇離島航路の整備・近代化のための施策　一略一　本誌にその要旨を掲載した「日本海運の現況」（運輸省海上交通局編）の入手に関するお問い合わせなど詳細につきましては、右記にご連絡下さい。1．頒布価格＝1部950円2．取扱先：日本海事広報協会　　〒104中央区新川1−23−17（マリンビル）　　TEL（03）3552−5Q31せんきょう　平成6年8月号i〒ア…弘油濁損害賠償保瞳法の改正にっ帆で．。、　　　　　　　羅響欝藷大野秀敏　�d．．　去る6月22日、副帥損害賠償保障法の一部を改正する法律が第129回国会において成立しました。現行の油濁損害賠償保障法は昭和50年に成立して以来、実質的な改正は今回が初めてであ隣照1．改正の背景・　油濁損害賠償保障法は、「油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」（1969年採択、以下「責任条約」といいます。）及び「油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約」（1971年採択、以下「国際基金条約」といいます。）に基づき、次の事項を内容とする油濁損害賠償保障制度に．ついて規定しています。　口〉油脂損害は原則として船舶所有者の無過　　失責任となっています。　�A　ただし、船舶所有者は、自己の故意又は　　過失がない限り、その責任を制限すること　　ができます。具体的には、船舶のトン数に　　応じて計算される金額（トン当たり、2千　　金フラン《3．2万円に相当）。ただし、2億　　1千万金フラン（34億円に相当）を限度とり、実に約20年ぶりに改正されたことになります。それでは、改正の概要について説明したいと思います。目的　　します。）を限度として責任制限ができま　　す。　�B　被害者に対する賠償が確実に行われるよ　　う、船舶所有者は、当該船舶所有者の責任　　限度額をカバーする保障契約の締結を義務　　付けられます。　（4＞船舶所有者の責任が制限された場合、な　　お残存する被害者の損害に対し、締約国に　　おける油受取人の拠出金から成り立つ国際　　基金から、1事故当たり船舶所有者の賠償　　額を含めて9億金フラン（約93億円に相当）　　を限度として補償が行われます。　この油濁2条約は、条約成立後約20年が経過し、この間におけるインフレをはじめとする情勢の変化により、両条約を再検討する必要が高まったため、条約改正のための外交会議が平成（（せんきょう平成6年8月号4年11月に開催され、次の点を主な改正点とする2本の改正議定書が採択されました。　（1）船舶所有者の責任限度額を引き上げるこ　　と。　�A　国際基金からの補償限度額を引き上げる　　こと。　（3）適用水域を領海内から200海里水域内とす　　る等条約の適用範囲を拡大すること。　　．〆…2．改正の内　わが国としては、これらの改正議定書を締結するとともに、責任限度額等の算定の単位を金フランからSDRに改正するための2本の改正議定書（責任条約を改正する1976年議定書及び国際基金条約を改正する1976年議定書）を締結し、油日損害賠償保障制度の充実を図るため、油濁損害賠償保障法の改正を行うこととしたのです。容（3段ロケット方式）　油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律は、改正の方法が3段階に分かれています。このような改正の方式を3段ロケット方式と呼んでいます。　第1段階：責任条約を改正する1976年議定書　　　　　　及び国際基金条約を改正する1976　　　　　　年議定書の発効に伴う改正です。　第2段階：責任条約を改正する1992年議定書　　　　　　（以下「1992年責任条約」といい　　　　　　ます。）及び国際基金条約を改正す　　　　　　る1992年議定書（以下「1992年国　　　　　　際基金条約」といいます。）の発効　　　　　　に伴う改正であって、現行条約が　　　　　　廃棄されない期間のものです。　第3段階：1992年責任条約及び1992年国際基　　　　　　金条約の発効に伴う改正であって、　　　　　　現行条約を廃棄した後のものです。　このような改正の方式になった理由は、通常、現行条約を改正する新条約を各国が締結する場合には、新条約の締結と同時に現行条約を廃棄するのですが、1992年責任条約及び工992年国際基金条約は、現行条約に基づく幽閉損害賠償保障制度から新条約に基づく油日損害賠償保障制度への移行を円滑に進めるため、新条約の締約国数等が一定の条件を満たすまでの間、現行条約と新条約が併存する移行方式（段階的移行方式）をとったためです。したがって、第2段階においては、現行条約に基づく油濁損害賠償保障制度と新条約に基づく油濁損害賠償保障制度が、両制度間の調整をしたうえで、併存している状態なのです。（改正の具体的内容）では、それぞれの段階ごとの改正内容を説明したいと思います。（1）第1段階せんきょう　平成6年8月号9」α　　船舶所有者の責任限度額等の算定の単位　が金フランからSDRに改められます。　　具体的には、第2条第8号、第6条、第　38条等が改正されます。このうち、第6条　の改正において、金フランをSDRに換算す　るに当たって用いた換算率は、1金フラン＝　15分の1SDRです。　　また、第1段階においては、現行法制定　後の経過を踏まえ、罰金及び過料の引き上　げも行われます。（第45条〜第48条）（2）第2段階　�@船舶所有者の責任限度額が改められま　　す。（第6条〉　　　具体的には、次に掲げる金額のうちい　　ずれか少ない金額となります。　　a　船舶のトン数に応じて、次に定める　　　ところにより算出した金額。　　　α）5千トン以下の船舶にあっては、　　　　1単位の300万倍の金額（約5億円に　　　　相当。1SDR＝155円で計算。以下同　　　　じ）。　　　＠　5千トンを超える船舶にあっては、　　　　1単位の300万倍の金額に5千トンを　　　　超える部分について1トンにつき工　　　　単位の420倍（約6．5万円に相当）を　　　　乗じて得た金額を加えた金額（その　　　　金額が1単位の5，970万倍の金額を　　　　超えるときは、1単位の5，970万倍の　　　　金額（約93億円に相当））。　　b　当該油濁損害に基づく制限債権の総　　額から国際基金から当該制限債権に係　　る制限債権者に対し支払われた補償の　　総額を控除した金額。�A油井損害の範囲が、領海内におけるも　のから2GO海里水域内におけるものに拡大　されるとともに、空船タンカー等による　ものも含まれることとなります。（第2条）　　ただし、200海里水域のうち、対岸国と　の間においては、中間線までの水域とな　ります。また、兼用船については、ばら　積みの油の輸送の用に供しているもの並　びにばら積みの油の輸送の用に供した後、　当該船舶のすべての貨物吊出に当該油が　残留しない程度にその貨物胎を洗浄する　までの間において、ば．ら積みの油以外の　貨物の輸送の用に供しているもの及び貨　物を積載しないで航行しているものに限　ります。この当該油が残留しない程度に　洗浄するとは、洗浄後の洗浄排水等の回　収まで含むものです。�B油濁損害の賠償責任を負わない者に、　傭船者、管理人、運航者、請負人、救助　者及び防止措置を講ずる者並びにこれら　の者の使用する者が追加されます。（第3　条）�C船舶所有者は、自己の故意により、又　は損害の発生のおそれがあることを認識　しながらした自己の無謀な行為により油　濁損害が生じた場合には責任制限できな　いこととなります。（第5条）せんぎょう　平成6年8月号（（州∀）�D　船舶所有者の責任限度額を算出するた　めの船舶のトン数が．、船舶のトン数の測　度に関する法律の規定の例により算定し　た数値にトンを付して表したものになり　ます。（第7条）�E1992年国際基金に関する規定が追加さ　れます。（第30条の2）　　具体的には、1992年国際基金に対し被　害者が補償を求めることができること、　油受取人は、1992年国際基金に対し年次　拠出金を拠出すること等です。�F責任条約及び国際基金条約を廃棄する　までの措置として次のものが設けられて　います。　a　責任条約の締約国の領海内における　　油濁損害（ばら積みの油の輸送の用に　　供しているタンカーに積載されていた　　油によるものに限ります。以下「特定　　油濁損害」といいます。）のうち、責任　　条約のみの締約国の領域内におけるも　　の、責任条約のみの締約国の国籍を有　　するタンカーに積載されていた油によ　　るもの及び政令指定油（鯨油）による　　ものについては、引き続き、現行の責　　任限度額が適用されます。　b　責任制限手続が以下の通りとなりま　　す。　　α＞1992年責任条約に基づく責任限度　　　額を限度として責任制限するための　　　手続が設けられます。この手続におせんきょう平成6年8月号　いては、責任制限のための基金のう　ち責任条約の責任限度額に相当する　部分を特定油濁損害に関する債権に　対し配当し、その余の部分を特定油　濁損害以外の損害（以下「領海外油　濁損害等」といいます。）に関する債　権及び特定油濁損害に関する債権の　うち当該配当及び国際基金からの補　償を受けた後、残存する債権に対し　配当します。（ロ）特定油田損害に関し責任条約に基　づく責任限度額を限度として開始す　る手続が設けられます。この手続に　おいては、責任制限のための基金を　特定油濁損害に関する債権に対し配　伸します。また、油濁損害の額が1992　年責任条約に基づく責任限度額を超　える場合においては、船舶所有者は　領海外目濁損害等に関する債権を含　めた全ての債権について、1992年責　任条約に基づく責任限度額を限度と　して責任制限するため、責任制限手　続の拡張を行うことができ、拡張を　行った場合、aの手続のうち特定油濁　損害に関する債権が存在するときの　手続と同様となります。�求@責任条約のみの締約国である外国　において責任制限手続がとられた後　におけるわが国における責任制限手　続が設けられます。丁「現行／改正条約の主な比較○責任条約眼〕及び国際基金条約融〕・油濁損害は原則として船舶所有者の無過失責任・船舶所有者の責任の制限（限度額：約34億円）・国際基金からの補償（限度額：約93億円）・締約国の領海内の目下損害に適用O1992年責任条約及び1992年国際基金条約｛庄／ヨ1・油濁損害は原則として船舶所有者の無過失責任　　　　　　　（現行どおり）・船舶所有者の責任の制限（限度額：約93億円）・国際基金からの補償（限度額：約93億円）金フラン（円に換算）約93億円SDR（円に換算）約310億円約209億円（締結国が一定の条件を満たした場合は、約310億円）・締約国の200海里水域内の油濁損害に適用　　　　　約5億円約93億円　0／05，000　トン数　（条約トン）　　　　　　　　　　　　　5，000　　　　　　　140，000　トン数　　　　　　　　　　　　　　　　　（国際総トン）　　　　　　　　　　　※両条約の改正議定書1注4〕により、単位を　　　　　　　　　　　　金フランからSDRに改定することとする。（注）1．「油による汚染損害についての民事責任に関する条約」をいう。　2．「油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約」をいう、　3．「1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」および「1992年の油による汚染損害の補　償のための国際基金の設立に関する国際条約」をいう。　4、「1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の議定書」及び「1971年の油による汚染損　害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の議定書」をいう。　5、表中の金額は1SDR＝155円である場合の計算例。．2一せんきょう　平成6年8月号）�B　第3段階　　責任限度額、責任制限手続等を定める規　定について、現行条約の廃棄に伴う所要の　規定の整備が行われます。具体的には、�A　における改正のうち�Fに規定するものが削　除されるとともに、国際基金に対する船舶　所有者の補てんの請求に係る規定が削除さ　れます。（施行期日）　　　施行期日は、それぞれの規定内容に応じて、　　　改正議定書の発効、現行条約の廃棄が日本国に　　　ついて効力を生じる日に対応しています。具体　　　的には、次のようになります。　　　　（1）第1段階については、責任条約を改正す　　　　　る1976年議定書及び国際基金条約を改正す　　　　　る1976年議定書が日本国について効力を生　　　　　じる日　　　　�A第2段階のうち、�@から�Dまで及び�Fに　　　　　ついては、1992年責任条約が日本国につい　　　　　て効力を生じる日）　　　　這3．結　び　新条約の早期発効のためには、世界有数のタンカー保有国であり、国際基金条約締約国中最大の油受取国であるわが国の締結がカギとなっているとの観点から、諸外国はわが国の締結を什ム、キト呂　巫に1隷体O目旦（3）第2段階のうち、�Eについては、1992年　　国際基金条約が日本国について効力を生じ　　る日�求@第3段階については、現行の責任条約及　　び国際基金条約の廃棄が日本国について効　　力を生じる日　なお、第1段階は本年中、第2段階は、早ければ来年中にも施行になると考えられます。（経過措置）　経過措置としては、各段階とも施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における油濁損害については、従前の例によることになっています。また、1992年国際基金に対する訴えは、1992年国際基金条約が効力を生ずる日から起算して120日を経過する日までは提起することはできません。さらに、この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例によるものとなっています。強く要請してきています。わが国としても、こうした要請に応え、新しい油濁損害賠償保障制度への早期の移行に貢献することは、国際的にも大きな意義があるものと考えています。随想奪鐸与：1泣海を渡る丸の内線の名車輌�兼�本荷・協舖務購◆須田利男　地下鉄丸の内線の車輌113輌がこのほど丸紅を通じてアルゼンチンに売却され、8月末から日本郵船によって川崎港からはるばるとブエノス・アイレスまで海上輸送されることになった。運ばれるのは丸の内線を40年間走り続けた300型といわれる中古電車……。鉄道ファンにとってはこの名車輌に対する惜別の念が強い。　地下鉄丸の内線の建設が始まったのは戦後間もない昭和26年のこと。米国の対日援助見返資金を利用して行われた。最初に開通したのは池袋〜御茶の水間6．41佃で、一番電車が走ったのは昭和29年1月20日であった。当時、大学生であった筆者は、早速初乗りに出かけた。寒風吹きすさぶ神田川の御茶の水橋から下流を見ると、湯島聖堂の手前の崖の中腹に丸の内線の駅があった。戦前に開通した地下鉄では、昭和14年にできた銀座線の渋谷駅が東横百貨店の3階から電車が出入するので有名であったが、この丸の内線の御茶の水駅は池袋方面行きの片側ホームだけが地上駅という趣である。ホームに入ると折返しで2輌連結の新車が入ってきた。人々をあっと驚かせたのは真紅（スカーレット〉の車体の色である。当時、車体の色といえば、地味な羊配色（マルーン）と決まっていた。今日、マルーンの電車にお目にかかるには関西まで出かけて阪急電車に乗るぐらいしか考えられないが、40年前の丸の内線に登場したスカーレットは本当に驚きそのものであった。あとで営団の人に聞いたところ、イギリスのベンソン社の縞入り煙草のデザインの色を真似たという。　ホームに入ってきた300型が停まると、入口のドアが左右にさっと開いた。これも、まるでSF映画の世界に一歩踏入れたようなショックであった。電車の入口のドアは一枚の扉がガラガラと横に開くものであった。それが二枚扉に変って、観音開きで左右にさっと開いたのである。車内に入ると、まず目に入ったのが天井に二列に並んだ蛍光灯。電車に蛍光灯をつけることは昭和25年頃から京浜東北線等で試験的に行われたことはあるが、チカチカして本格的に採用されるまでには到らなかった。二列の蛍光灯の間にはファンデリア（強制換気装置）が音をたてせんぎょう平成6年8月号（．＝μ〉）て廻っている。ピンク色の車輔、緑色の床のリノニュウム、ワイン・カラーの座席…何から何までがすべて新しいアイデアづくめの豪華電車であった。やがて、滑るように走り始めた。鉄道ファンを最も魅了したのは300型の駿足性！それまでの電車は主電動機（モーター）が吊掛式といわれる大きいもので、ノッチが入るときのウワン・ウワンという騒音のために、銀座線の車内では怒鳴り合っても話ができない状態であった。それが、この300型ではモーターの音が殆どしない。しかも強力な小型電動機の威力で、あっという間に加速する。本郷三丁目を過ぎて、春日町の手前から地上に出ると、文字どおり無音電車そのものの快適さで高架線を突走り、カマボコ型の地上駅後楽園にすべり込んだ。庭園で有名な後楽園の緑を左手に見ながらトンネルを抜けると、次の茗荷谷駅までのし8k皿は緩やかな地上の直線コース、やがて左手に丸の内線の車庫が近づいてきた。できたばかりの300型が数輔、真赤な車体を輝かせながら並んでいた。　丸の内線の300型は戦後初の高性能電車であって、その後の我が国の鉄道車輔史に多大の影響をもたらすことになった。1年後には東急東横線に青蛙と呼ばれた5，000型を生み、更に数年後にはJR中央線にオレンジ色の急行電車を走らせる先駆となった。　ものの本によると、営団が300型を製作するのにモデルとしたのは、ニューヨークのRTAせんきょう　平成6年8月号（Rapid　Transit　Authority）の車輌であったという。そういえば、筆者が駐在していた1960年代の中頃は、マンハッタンからイースト・リバーの下をくぐってブロンクスの方に行く地下鉄に、観音開き．の扉の薄よごれた車輌が走っていたようにかすかに記憶している。　40〜50年間は走れることを目標に作られた300型は事実、40年間を走り続けた。まだまだ健在ぶりを誇示しているようではあるが、週末など乗客の少ないときに、’銀座の手前の急カーブを6輔編成の電車が身をくねらせるようにきしみながら走っている様子にはかなり年輪を感じさせるものがある。　300型の引退とともに登場しつつあるのが02系といわれる銀色のハイテク新車。インバーターを使った自動速度調整、センサーによって動く駅名表示等…乗り心地と快適さは限りなく向上している。しかし、それでも、なぜか親しみを感じられないような気がする。銀座線の01系、丸の内線のD2系、日比谷線の03系、いずれもコスト・セーブのため共通の部品を使っているらしいが、路線ごとの車輔の特徴が次第に失われていくようである。　人間でいえば世代交替ということかな…こんなことを感じながら、毎日自宅のある茗荷谷から十数分間、次第に本数の減っていく名車30G型に惜別乗車している今日このごろである。蔦業界探訪蟹駿藝陥馨願遠漕騒藁霧塵「恥幽韓訪問団体　財団法人　日本海事広報協会立革設沿会理事長事務所事業目的　　1963（昭和38）年12月5日　　「財団法人日本海事振興会」（ユ940年　　11月9日に“海事に関する調査研究　　や海事思想の普及を行って、本邦海　　運及び造船の振興を図る”との目的　　をもって設立）と「財団法人　海上　　労働協会」（1950年3月15日に“海上　　労働関係者と一般国民に対して、海　　上における労働問題につき公正な知　　識を普及し海運の振興を図り、文化　　国家の建設に寄与する”との目的を　　もって設立）の二団体が発展的に解　　散し、これらを母体として設立され　　ました。長　永井　典彦　　（大阪商船三井船舶株式会社相談役）　　山崎　東夫　　東京都中央区新川1−23−17　　　　　　　　　　　　　マリンビル　　海事思想の普及宣伝を行い、もって　　一般国民の海事に関する知識の啓発　　を図り、あわせて海事産業の発展に霞駿鑓蟻鐵蒙謬羅　　　　　寄与する。事業内容　当協会の事業活動は、日本船舶振興　　（　　　　　会及び日本海事財団からの補助金な　　　　　どにより行われる公益事業と市販性　　　　　のある定期刊行物や図書等の出版を　　　　　行う収益事業に大別することができ　　　　　ます。瞬憶齢爆、（せんきょう　平成6年8月号　　　〈補助事業〉　　　　　　　�@「海の記念日、海の旬問」の広報　　　　　　　は、ポスターの作成・掲示、祝賀パ　　　　　　　ーティー・パレードの開催、図画・　　　　　　　写真コンクールなどを行うとともに、　　　　　　　新聞・雑誌に広告や記事を掲載して　　　　　　　　います。�A「海の祭典」は、船や港　　　　　　　　の重要．性や海の楽しさを市民にアピ　　　　　　　　ールすることを目的に、毎年「海の　　　　　　　記念日」を中心とする時期に全国主）　　　　　　　　要港湾都市をもつ自治体が持ち回り　　　　　　　　で実施しているもので、当協会は資　　　　　　　　金や催事の企画の面などで協力して　　　　　　　　います。�B海事施設見学会、乗船体　　　　　　　　験会、巡回映画・講習会は、次代を　　　　　　　　担う小・中学生を対象とした事業で、　　　　　　　　全国の12の地方海事広報協会等に委　　　　　　　　託して実施しています。�Cキャンペ　　　　　　　　ーンガールによる広報活動は、「マル　　　　　　　　レイナ（海の女王）コンテスト」で　　　　　　　　選ばれた3人を全国各地に派遣し、　　　　　　　　歌とクイズでイベントを盛り上げる・〕．．と同時に海事知識の普及に「役買わせています。�D広報資料の作成配布事業としては、オピニオンリーダー向けの「しっぴんぐ」、中・高校の教師向けの「わかりやすい海事知識」、中学生やイベントに親子つれで参加する児童の親を対象とした小冊子「海のものしり手帳」、その他「数字で見る日本の海運・造船」などがあります。せんきょう平成6年8月号〈出版事業〉　　　　�@隔月刊誌「LA　MER」は、海と船　　　　の雑誌で、補助金で制作、関係先に　　　　広報資料として配布するとともに、　　　　増刷りして市販しています。�A旬刊　　　　紙「海上の友」は、船員とその家族　　　　を対象としたもので、船社で買い上　　　　げるほか補助金で買い上げ、関係先　　　　に広報資料として配布もしています。　　　　�B「船舶年鑑」は日本で竣工した百　　　　総トン以上の全船舶のデータを写真　　　　つきで掲載したもので、市販されて　　　　います。�C海事に関する単行本も随　　　　時発行しています。組織図理事会　　長理事長常務理事監　　事顧　　問評議員会専門委員会國圏團調査部…Tウ．‘1｝．雲臨�j　ロンドンにCITY　MASTER　MARINERS’CLUB（ロンドン船長クラブとでも訳すのでしょうか）と呼ぶ船長の親睦団体があります。1967年にロンドン近辺に住む船長の親睦および情報の交換等のために設立．されたもので、現在約150人の会員がいます。　船長の団体としては英国には由緒あるHONOUR・ABLE　CQMPANYOF　MASTER　MARINERSがあり、これは商船船長、乗組員の地位の向上を図るために1926年に設立されたもので、中世のギルドに似た組織ですが、2年後に時の英国皇太子〔後のエドワード皿世そしてウィンザー公）が初代のマスターに就任し、国王ジョージV世がこのカンパニーに「オナラブル」という敬称を与えたという名誉ある団体です。このカンパニーには外国人が会員になるわけにはいかないようです。しかし、シティ・マスター・マリナーズ・クラブは会員の資格として」応英国の船長免状を持っている者ということになっておりますが、あまり厳密ではないようで私も知人の英国人の船長に誘われて申し込んだところ、簡単に入会が認められました。　以来、年に数回ある技術委員会やセミナーや親睦会の案内が来ましたが、なかなか出席する機会がないままになっていました。ちなみに前回のセミナーの題はBACK　TO　BASICS　ON　SEAMANSHIPで、英国のメージャー首相が近頃の世法を憂えてヴィクトリア時代の伝統的な社会の価値観を尊重しようと呼び掛けた“BACK　TO　BASICS”を早速取り上げて、船員も再び伝統的なシーマンシップを体得しようというもので、講師は海事専門紙ロイズ・リストのコメソテータのマイケル・グレイ氏でなかなかの盛況だったそうです。　たまには出席しないと除籍されるのではないかと気にしておりましたところ、本年度の総会の案内が来ましたが、折良く時間がありま．したので出席することにしました。このクラブは残念ながら決まった事務所がなく、毎回どこかの部屋をかりて集会を行います。同様に事務局も、クラブの事務局長や理事の自宅か会社を使っております。今回の総会で退任する事務局長も自宅を事務局として提供し、奥さん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔が秘書として働いたとのことで奥さんに立派な記念品が贈られました。　今回の総会の場所はイースト・エンドのパブの2階で午後7時から行われました。少し遅れて行くと30数人の船長さんと5〜6人の奥さん達が、既にビール片手に顔を火照らせて気炎を上げております。その雰囲気は賑やかさといい話の内容といい、英国海運華やかかりし頃、長途の航海を終え久しぶりに英国の土を踏んだ船長や航海士達の溜り場がかくやと思われるものでした。　やがて総会が始まり会長の挨拶や事業報告、予算の承認潮型通り進行しましたが、その間も出席者から愉快な合いの手が入ったりして和気あいあいというか、極めてくだけた雰囲気です。やがて常任理事会の委員の選挙になり、候補者の一人として私の名前が呼び上げられたのには、思わずビールのジョッキを取り落とすほど驚きました。うかつにも私が出　．（席の返事を出したと思ったのは、立候補届であったのです。とっさのことで、それはミステークであるという訳にもいかず、立ち上がって名乗りをあげました。そのうえ運悪く選挙は無投票で常任理事立候補6名が全員承認され、私も今後2年間理事として働くこととなりました。総会終了後“YOU　AREBRAVE！”等と脅かされたりしましたが、今更どうするわけにもいかず、まあ何とかなるだろうと腹を決めた次第です。いずれ日本の海事事情でも紹介する企画を立て、海運のみならず日本そのものも、より一層理解してもらうべく、草の根レベルで努力しようと思っております。．　　　　　　　　（欧州地区事務局長　赤塚　宏一）せんきょう平成6年8月号．翫霧．遜、．嶺凋誤．謂記念∠ヨ∵．．）「．　私たち日本海運が、国民の生活と貿易を支える担い手として貢献し続けていること、そして、海から受ける恩恵の深さと、海事産業全般の役割の重要性について、広く国民に理解していただく趣旨で設けられたのが、今年で54回目を迎える7月20日の「海の記念日」です。当協会はこの「海の記念日Jを中心に次の通りイベントを開催いたしました。　　　認’　54回目を迎えた7月20日の「海の記念日」にちなみ、当協会では、運輸省・NHK後援の下、今年も7月15日陶夜、東京・渋谷のNHKホールにおいて「海のシンフォニー　ファミリーコンサート」を開催した。　このコンサートは今年で4回目を迎え、1万2，500名を超える応募者の中から抽選により3，000名を招待した。オープニングは昨年、本コンサートのために服部克久氏が作曲したオリジナルソング「海へ行こう」の合唱で始まり、第1部は、堤俊作指揮、東京メモリアル・オーケストラの演奏によるドビュッシーの「海」から“風と海との対話”、およびNHK大河ドラマから海にまつわるテーマ曲をアレンジしたセミクラシック音楽を中心に構成、また第2部は、りんけんバンドによる沖縄の露玉をはじめ、異国情緒漂うバリ島のガムラン演奏、ジュディ・オングの上海メドレーなど東洋の色彩をにじませた内容のほか、東京放送児童合唱団による海の歌メドレーを交えたバラエティーに富んだコンサートとなった。難1：1豫罰せんきょう　平成6年8月号τ9．0一2一「海の記念日」イベント特葉　ロビーにおいては、海上輸送に従事するさまざまな船を見ていただこうと、船の写真パネルを展示する一方、ファンネルマークのポスターを配布した。また、�挙�本水難救済会による「青い羽根募金」にも協力し、募金活動を行った。　なお、本コンサートの模様は、8月23日�血ﾟ後1時45分よりNHK衛星第2チャンネルで放送されることとなっている。　　　轟講鶏群うたコンサート」　当協会と全日本海員組合は、7月19日�戟AJR新橋駅前の機関車広場において、日本海運および水産とそこで働く船員の重要性を広くアピールするため、「海のうたコンサート」を開催した。　当日は、海上保安庁音楽隊や東京ニューフィルハーモニック管弦楽団などによる演奏をはじめ、貨物船、客船、漁労船など船のパネルを展示したほか、花の種、帆船の絵葉書やポスターなどを道行く人に配布し、海事思想の普及に努めた。懸▲船のパネル展翻に闘氏UJ柵口1｝樹uノロM』一曲A撫・せんきょう　平成6年8月号．（．（・　　凝講3「円み東京湾シップウォッチン列．）：ソツブウオツチ。灘撫糠縄簾潔叢をもっと身近に感じていただけるよう7月21日�汲ﾉ、運輸省、東京都港湾局後援の下、外航客船「新さくら丸」および「おりえんとびいなす」の2隻により東京湾内をクルーズしながらシップウオッチングを行う「夏休み　東京湾シップウオッチング」を開催した。　このイベントは、今年で3回目を迎え、約5，000組の応募者の中から抽選で選ばれた小・中学生の親子450組900名を招待、それぞれ開会式において一日船長を任命した後、デッキから投げた諺くあいさつする轄法輪会長．）　　　　軽．出航風景レ診�j「．　　　．“．ll．闘鐵　　　獲惣郷藩　三盛．鍵懸せんきょう　平成6年8月号2「海の記憲日」イベント特葉色とりどりの紙テープが鮮やかに舞う中、ブラスバンドの演奏に送られながら晴海客船ターミナルより出航した。船内では、各施設の見学、デッキからのシップウオッチングに引き続き、夏の陽射しあふれるデッキでのビュッフェスタイルのランチや、ホールでのミス・マルレイナの歌とパントマイム（おりえんとびいなす）、マジックショー（新さくら丸）などを催した。．　また、客船ターミナルのロビーにおいては、働く船に親しみと理解を深あていただくよう、大海原を航海するさまざまな船の写真パネルを展示した。（、「璽6．、　ノ　　　　ζ．ゾ新谷鷹。長、，お，えん、ぴ。灘iiなす」1日船長の西谷恵里香ちゃん．轟1．《デッキでのランチ．（．22せんきょう　平成6年8月号田ス運」海ユ．．陶．一］，「海運の自由化」を巡り激しい議論展開　一第E回UNOTADサービス委員会海運部会の模様一2．当協会会員会社の運航船腹量巳2％減　一94年4月1日現在の運航船腹童調査績果より一1．「海運の自由化」．を巡り激しい議論展開　　　一第2回UNOTAロサービス委員会海運部会の模様．））　題記会議は7月11日�汲ｩら15日陶まで、ジュネーブ・UNCTAD本部において開催された。会議には54山国（先進国17力国、途上国36力詠、中国および旧社会主義国2島国）・5国際機関・10民間団体が出席した。わが国からは在ジュネーブ代表部越智一等書記官、外務省経済局開発途上地域課源内事務官が出席、また当協会から国際部梅本課長、端野が参加した。　UNCTADは1992年2月にコロンビアのカタルヘナで開催された第8回総会において、激動する世界情勢を背景に、南北問題を取り巻く環境の変化を考慮して、経済発展のための諸国間の新たな協調をうたった「カルタヘナ・コミットメント」を採択し、その中で組織の大幅改編ならびに付託事項の見直しが決議された。その結果、UNCTADの中核をなす貿易開発理事会　（TDB）に直属する従来の7委員会（含む海運）は、新たに「一次産品」「貧困撲滅」「開発途上国間経済協力」「サービス部門開発：開発途上国における競争力あるサービス部門の育成」の4委員会に再編成された。このうち「サービス部門開発」委員会は「サービスー般」「海運」「保険」の3部会で構成されることとなった。その海運部会への付託事項は、従前の海運委員会のそれを原則として引き継ぐものの、カルタヘナ・コミットメントに従い「開発途上国のサービス部門への参加度を高めること」「開発途上国が漸進的自由化政策を推進することを支援すること」を新たに盛り込んでいる。　以上の決定を受け、1996年に予定される次回第9回総会までの4年間にわたるUNCTADサービス委員会海運部会のwork　programme（作業計画）を決定すべく、1992年11月の第1回会議に続いて、中間報告・見直しを兼ねた今回の第2回会議が召集された次第である。　会議では、UNCTADの南北問題解決を企図する開発途上国の意思表明の場としての機能を残しながらも、世界の政治・経済・社会分野における昨今の自由化・民営化の潮流を強く意識して議論が推移した。発言は、先進国側は、EU（欧州連合）の議長国たるドイツとEC委員会が中心となり、これに対し、開発途上国側は主にアフリカグループを代表するナイジェリアがリーダーとなり、アジアグループのスリランカ、中南米グループのブラジルがサポートするという形であった（もはや、Group　B、　Group　77とせんきょう　平成6年8月号一4．陰．いう形態は存在しない）。　今回の検討は、前回案出された作業計画に基づき、海運、港湾、複合一貫輸送、海事法制、人材開発・技術協力の5分野にわたった。各項目についての討議内容は次の通りである。1．海運：　今回会議の最大のテーマであった　　「海運の自由化」を巡り、これを強く推進　　しょうとする先進国側と、国内事情により　　急速な自由化は不好とする途上国側との問　　で激しい議論が展開された。特にアフリカ　　やアジアの一部の国には、国連定期船同盟　　行動規範条約（UN　Liner　Code＞を基礎　　に、自国海運の育成を企図しているところ　　があり、これらの国々からは「海運の自由　　化」あるいは「競争的海運」を検討する際　　は、このUN　LIner　Codeの存在を十分に　　考慮すべきであるとの意見が続出した。そ　　の結果、採択された勧告では、自由化推進　　に当たっては、Code締約国はCode上の義　　．務を十分に考察すべし、との一項が盛り込　　まれることとなった。　　　また、事務局は当初、各国の海運競争法　　制の統一を図るには、UN　Codeを下敷きに　　してはどうか、と提案していたが、委員会　　としてはUN　CodeはもはやUNCTADの　　手を離れており（すなわち、国連そのもの　　の管轄）、第2回Review会議への流れの中　　で検討されるのが妥当ではないか、とのこ　　ととなった。また、この第2回Review会議　　は、今後2年以内に召集されることとなろ　　う、．との観測も聞かれ．た。　　　さらに、議論ばGATTとの関連にも及ん　　だが、途上国側は以上のようなスタンスか　ら、GATT（正確にはGATS）よりは依然　UNCTADを重視していることがうかがえ　た。　　この他、事務局に対し、前回会議で要請　があった自由化推進の諸方策について引き　続き調整し、完壁を期すよう再度要請があ　つた。2．港湾：　会議は、円滑な物流における港湾　の役割の重要性を再認識するとともに、作　業計画の実施に伴う進展状況の評価、およ　　び新たな諸問題の検討を行うため、第2回　政府間専門家グループ会議を1996年に召集　することで合意した。3．海事法制：　会議は、1993年の「船舶先取　特権及び船舶抵当権に関する新条約」の未　締約国に対し、早期の加盟を促す一方、CMI　　（万国海法会）やIUMI（国際海上保険連　　合）をはじめとした国際機関が有している　　General　Averageに関する知識・運用の蓄　　積についての情報提供を事務局に要請した。4．複合一貫輸送＝　これについては、途上国　　側は海運進出・拡張を図る上で複合一貫輸　　送のノウ・ハウを知ることは重要であると　　し、明1995年初頭までに政府間専門家会合　　を開催すべしと主張したが、カルタヘナ・　　コミットメント以上の行動を取る必要はな　　く、現在事務局がやり残している途上国に　　おける複合一貫輸送の進展状況の調査や諸　　問題の把握が先決ではないか、との先進国　　側の反論により、会議は、この項目を次回　　会議の主要議題とし、その間事務局による　　調査を進めることで合意した（従って、専　　門家会合の開催はない）。せんきょう　平成6年8月号（、　　　5．人材開発・技術協力＝　これについては、　　　　　現予算枠内で行うとの前提もあり、特に南　　　　　北間で議論はなく、今後もTRAINMAR　　　　　計画の推進を図ることとなった。先進国側　　　　　は、特にドイツがこの計画にドナー国とし　　　　　て積極的協力を行っていることが紹介され　　　　　た。　　　　以上のよ．うに、サービス委員会海運部会は組　　　織改編により旧来に比し機構縮小を余儀なくさ　　　れた感があるものの、開発途上国側の自国の保．）@　護主義的措置をこの場で認知させ、それを土台　　　に自国海運の進出を図ろうとする動きには、依　　　然警戒を要するものがあり、今後とも、本海運部会会合の動向を見守っていく必要がある。　一方、アジアグループからは韓国、シンガポール、マレーシアなど強力な海運会社を有する国の発言は聞かれず（参加はしていた）、これらの国々は既にUNCTAD海運委員会（一サービス委員会海運部会〉は卒業したとの見方は否めないが、特に海運の自由化や競争法制のあり方についての論議には、途上国側のリーダーとして、あるいは世界の新しい海運秩序を形成していく一郭として発言し、その役割を果たすべき．ではないか、との感想を持った。　なお、次回会議（第3回サービス委員会海運部会）は1995年．7月に開催予定である。2．当協会会員会社の運航船腹量6．2％減一94年4月1日現在の運航船腹量調査結果より一）．　当協会は毎年4月1日現在における会員各社が運航する外・内航船の船腹量を調査しているが、このほどその集計結果をとりまとめたので紹介する。1．運航区分　本年4月1日現在の当協会会員160社の営業活動状況を見ると、外航船を運航している会社は61社、内航船を運航している会社は74社（うち、外・内航兼業会社15社）である。【第1表】　外航および内航総運航船腹の対前年比較　また、外・内航合わせた運航船腹量は3，312隻、50，670千％、79，009千％で、％ベースによる運航船腹量は前年比で6．2％減少している。（第1表参照）2．外航船の運航船腹量　外航船の運航船腹量は、1．658隻、48，847千％、75，829千％で、前年比ではそれぞれ135隻、3，58D千％、5，339千％、（6．6％減）の減少となった。（第1表参照〉1993年4月1日現在1994年4月1日現在」　　　　　対　　前　　年　　上ヒ　増　　滅区　　分隻　数　千％　千％1構成比隻　数　千％　千％i構成比隻　数　千％　千％　伸び率外　　　航焉@　　航1、79352，42781，168k677　1．824　3．09596．3R．71，65848．84775β29P，654　1β23　3，18096．0S．0△　　　135　　△3，580　　△5，339　　　△　　6．6｢　　　　23　　△　　　　　1　　　　　　　85　　　　　　2．7合　　計3，47054，251ヨ4，263100．03，312．50，6フ079，009100』△　　　158　　△3，581　　△5，254　　△　　　6．2貨　物　船�　送　船2．36939．23657，481P，10115，0U　26，78168．2R1．82，25637，33555，968P，05613、33623，04070．8Q9．2△　　　I13　　△／，901　　△1，513　　△　　　2．6?@　　　45　　　　1，678　　　　3．741　　△　　14，0せんきょう　平成6年8月号．つ．j．【第2表1外航船航船の船種別船腹量対前年比較区　　　分　11993年4月1日1994年4月1日対　前　年　増減隻数　千％　千％寿驚）隻数　千％i千％毒殿錫隻数千別千％伸び率i％）油送鯛油／貨兼用船1ｾ膿馴讐。�`謝・ンテナ刷一般貨物船冷凍・冷蔵船旅　　客　　船そ　　の　　他234　13，555　23，971@9　　797　1，52DW6　7，049　／3，643P19　3，914　5，241T25　工3β62　24，825Q28　5，525　2．945P51　4β46　4，129R17　2．694　4，173P17　　600　　692@4　　　68　　　14@3　　　17　　　1529．5P．9P6．8U．5R0．6R．6T．1TユJ．9@二21．5　　12，135　　20，729　　　　27．3@6　　525　1，006　　1．3X0　　　7，179　　13．985　　　　／8．4P08　　　　3，597　　　　5，155　　　　　　6．8S81　　13，099　　23．679　　　　31．2Q04　　　5，211　　　2．815　　　　　3．7P57　　　　4、156　　　　4，300　　　　　　5，7Q98　　　Z、378　　　3，572　　　　　4．7X2　　　　　479　　　　　558　　　　　0，7@4　　　70　　　14　　　−@3　　　17　　　15　　　一．△19△1，420△3，242｢3　△272　　△5／4@4　　　13G　　　342｢ll　△317　　△86｢44　△763△1，工46｢24　△314　△130@6　△190　　　171｢19　△316　△601｢25　△121　△134@−　　　　2　　　一@一一一△13．5｢33．8@2，5｢／．6｢4．6｢4．4@4．1｢14．4｢19．4@二合　　計　　��1、793　52，427　81，168王GO．0　　　　　　　　　　　11，658　　　48．847　　　75，829　　　　100．0△135△3，580△5，339△6．6（D　船種別船腹量　　運航船腹を船種別にみると、撒積船が481　隻、13，099千％、23，679千％で、全外航運　航船腹の31．2％を占める。油送船は215隻、　12，135千％、20，729千％で撒積船に次ぐシ　ェアにある。　　前年比では、コンテナ船、鉱石専用船が　増加し、油送船、兼用船、冷凍・冷蔵船、　一般貨物船などは減少している。（第2表参　照）（2）部門（定期船／不定期船／油送船）別船　腹量　　．．ヒ記の船種を定期船／不定期船／湘送船　の部門別にみると、定期船は243隻、5，129　千％、5，664千％で、前年比で8隻、308千　％、71千％減少している。不定期船（含む　専用船）は1，194隻、31，058千％、48，429千　％で、前年比で105隻、1，579千％、1，513千　％の減少となった。　　また、油送船は215隻、12，135千％、　20，729千％で、前年比で19隻、1，420千％、　3，242千％の減少となり、兼用船は6隻、525　千％、1，006千％で、同じく3隻、272千　％、514千％の減少となった。（第3表参照）（3＞運航形態（自社船／用船）別船腹量　　自社船および共有船の船腹量は、145隻、　9，253千％、14，919千％で、前年比で12隻、　783千％、1，267千％の減少となった。ま　た、用船（裸用船、定期用船、運航受託船〉　による運航船腹は、1，513隻、39，594千％、　60，909千％で、前年比で123隻、2，796千　％、4，074千％の減少となった。（第3表参　照）（4）　日本船／外国船の構成、外国用船の船籍　国別構成　　上記の運航船腹を日本船（自社船および　共有船＋国内用船）／外国用船に区分し、最　近の推移をみると、日本船の比率は1987年　以降毎年減少する傾向を示している。本年　は、日本船が234隻、13，491千％、21，724千　％（28．6％）で、外国用船は1，424隻、35，356　千％、54，105千％（71．4％）となってい　る。（第4表参照）　　また．、外国用船の船籍国別内訳をみると、酋せんぎょう　平成6年8月号．（）【第3表】　外航運航船腹の対前年比較1993年4月王日現在1994年4月1日現在対前年比増減区　　　　分　　1．隻数．千％千％郵貯隻数千％千膿球ヒ隻数千％千％｛鷲定　　期　　船251　　　5，437　　　5，735　　　　7．五　「T．T■．・．L國・．r．．．．．．．．．．．．．．243　　　5，129　　　5，664　　　　7，5△　　　　8　　△　　　30S　　△　　　　7王　　　△　　1．2用　途　別「．．．．L凹．s定　期船iうち専用船）1，299　　32，637　　49、942　　　61．5i　　557　　17，172　　22，550　　　27，8＞．．s「「．．P，194　　31，058　　48、429　　　63．9i　　501　　16，554　　221542　　　29．7＞一．ゴ．．．．．．−「■「■．幽．L・i．．．．．．一一．．．．．．．「閲　　　．一．．．「一．．．．．T「．「．「．「幽．．・．馳」」｢　105　　△1，5？9　　心1，513　　　△　3．0i　△　　　56　　△　　618　　△　　　　　8　　　△　　D．0）■．．．．・幽．．・」．．．．．．一．「．．．．．．．．．．「閲−■「．−．．．■一｢　113　　△1，887　　ム1，584　　　△　2．8貨物船計　　　　−−．一．幽し．i．．．．．．．．P，550　　3S，Oア4　　55，677　　　68．6／，437　　361187　　54，093　　　71，3兼　　用　　船9　　797　1，520　1．96　　525　1，006　1．3．L」．．．�　　送　　船234　　13，555　　23，971　　　29．5215　　12，135　　20，729　　　27．3　　　　　　−’T’「『＝幽’．｢　　　19　　△1，420　　△3，242　　　△13．づ合　　　　計雪　，793　　52，42了　　　E1　7168　　1no．陰L65849、8卒フ乃、829100．駐△，35△3，5B9△5．339　△B．6自　　社　　船100　　　7，0DO　　11，588　　　14．3■「．「．・國・」．．．．．一．．．．．．．．−「「「．．．．．・幽圃」i．ゴｱ．．．直＿．船57　3，036　4，598　5、7　「．「「−幽．．L凹．」．一一．．．．．．．．．．　53　3，144　4β14　6．3−■F−幽．國」．．．．．．．．．．．．ゴ．．−「−「■．幽・幽」．．．．　　　　　　．．T「「「．．ρ．・・」｢　　　　4　　△　　　108　　　　　　216　　　　　　4．7．．．．．．．「T■「．「．．．・．．」．．．．．．．．一．．．．．．．．「−■．「｢　　　王2　　△　　　783　　△1，267　　　△　　7．8（小　　　計）157　　10，036　　16，186　　　20，0145　　　9，253　　14，9玉9　　　19．7運航形態別裸　　用　　船24　1．597　2，730　3．4△　　　　4　　△　　364　　△　　　583　　　△21，4ゴ．．T■「．．．一」・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．「−．T．．i．i．．．．．s．r「閲．．一・幽．」i．闃�用　船1，567　　39，759　　6D，704　　　74，8　20　1，233　2，147　2．8．■L一」．．．．一．．．．．．．．．．‘「「幽．・．．」．．．．．．．．I．466　　37，800　　57，874　　　76．3．．．．．．．．．「罰「■・．・i．．．r．．．．．．．．．．T「「幽國」．△　　IG1　　△1，959　　△2，830　　　．△　　4．71．．＿．．．．．．．．．．一．．i運航受託船．「「−．．．．凹・」．．一．．．．．．．一．．「−「「．幽・國」．．．．D　45　　　1，034　　　1，549　　　　工．9　　　　−．−．馳一幽L」．27　　561　　888　1．2　　　閲．．・幽」．・i．．．．．．一．．．．．．．．T｢　　　18　　△　　　473　　△　　661　　　△42．7　「．■．幽」」」．．．．．．．．一．．．．．．−．「．．．・L．．國・．r．．．．i小　　　計｝1，636　　42，390　　64，983　　　80．1玉y513　　39｝594　　50，909　　　80、3△　　123　　△2，79δ　　△4，074　　　△　6、3【第4表】　外航運航船の日本船／外国用船別構成の推移　　　…N日本船外国用　　　　　彊D合計��1隻数千％千％縛繊）隻　数千％千％構成比ﾎ�求i％）隻　数千％千％198573725，48242，24650．11，／9923，96542，0／549．91，936荏9、44784，2618763623，54337β3051．21，0982／，87436，2エ448．81，73445，41774，1458942617，78729，49039．21，29329，03145，74560．8王，71946，81875，2359G36416，55627，G6034．61，39232，8925L13765．哩L756嘆9．44878，1979／32617，04028，工0433．71，51735，70055，38666．31，84352，74G83，4919233516，11126，65032．61，46D36，04855，07867．4玉，79552，15981，7289329115，19024，28629．91，50237，23756β8370．11，79352，42781，／689423413，49121」2428．61，42峰35β5654，10571．41，6584日，84775，ε29　パナマが775隻で44．4％のシェアを占め、次　いでりベリア176隻、フィリピン135隻、シ　ンガポール63隻等となっている。（第5表参　照）3，内航船の運航船腹量　内航船の運航船腹量は、1，654隻、i，823千％、3，180千％で、前年比で23隻、1千％の減、85千％の増となった。（第1表、第6表参照）　（1）船種別船腹量　　運航船腹を船種別にみると一般貨物船が648隻、513千％、1，043千％（32．8％〉、油送船が719隻、572千％、／，179千％（37．1％）　等となっている。前年比で、一般貨物船が　3．2％、自動車専用船が1L4％、油送船1．1　％がそれぞれ増加している。（第6表参照）�A　運航形態（自社船／用船）別構成　自社船および共有船は、308隻、8D9千％、　／，／38千％で、前年比で17隻、7千％、！9千　照減少している。用船（裸用船、定期用　船、運航受託船）は、1，346隻、1，015千％、せんきょう　平成6年8月号：り7oP2．【第5表】外国用言の船籍国別構成qgg4年胡咽現御合計区　　分D籍国隻　数千解千聚構成比ﾎ脚（％）パ　　ナ　　マ775王6，54623，99744．4リ　ベ　リ　ア　［P765，l177，63014．1ブイ　リ　ピン／353，7756，4121／．9シンガポール632，2693，4396．4香　　　　港3弓1，6322，8515．3ギ　リ　シ　ヤ371，1442，0963．9ノルウェー227411，1902．2バ　ヌ　ア　ツ348701，／612．1台　　　　湾84Q9770L4ノぐ　　ハ　　　マ204447521．4そ　の　他1202，4093β067．0合計〔A｝ち5023L2375E，883100．0【第6表】　内航運航船の船種別構成推移2，042千％で、6隻の減、7千％の増、105千％の増となっている。（第7表参照）（注）�@調査対象は、当協会会員会社の運航す　る100％以上の船舶。（ただし、曳船、プ　ッシャーバージ、艀、台船を除く）�A当協会会員会社の所有船でも、国内の　非会員会社や外国のオペレーターに貸し　出し、当該会社が運航していない船舶は　含まれていない。�Bi）各州の「構成比」および「伸び率」　　　は％によった。　　ii）四捨五入の関係で末尾の数字が合　　　わない場合がある。1993年4月1日　．1994年4月1日対前年増減区　　　分隻数千％　千％悪露）隻数　半解　千％獅箋）隻数　千％、千％伸び率i％〕一般貨物船643520　1，0／132．7648　　513　1，04332．85　　　△7　　　3232セメント専用船12工323　　　526工7．011S　　　325　　　54317．1△3　　　　2　　　173．2自動車専用船1634　　　351．115　　　43　　　391．2△1　　　　9　　　　4ll．4石灰石専用船13124　　　1484．812　　104．　　1615．1△1　　△20　　　138．8石炭専用船一一一一一一一一i一．一一−．一．その他専罵船lDU　　　　15D．51D　　　IO　　　l4　ρB・4t0　　　△1　　　△1△6．7油送船7405581，165特殊タンク船　　118　104　125客　　　　　　　　　船　　　　　　16　　　　149　　　　　6937．7　　7194．O　　l162．2　　　165721031531，179　　　37．1　　　△21　　　　　14　　　　　13　　　　1．l126　　　　4．0　　　　△2　　　　△1　　　　　　ユ　　　　O．8　742．3　0　4　57．2含　　　言十　　圏（A）　　1，677　　1，824　　3，095　　100．0，　1、654　　1，823　　3，／80　　100．0　　　△23　　　△1　　　　85　　　2．7【第7表】　内航運航船の運航形態別構成推移年　次合　　　　計自社船および共有船裸　用　船定期用船運航受託船隻　数千％千％隻　数千％千％隻　数千解千％隻　数千％千舛隻　数千％千％851，5741，5912，856327　7441，正1425　　44　　79882　6371，314340　　工66　　349861，4901，5032，763313　68Dl，06427　　50　　88858　6261．302292　　147　　308871，4871，4882，735301　6631，D3227　　56　　92863　6211，294296　　！48　　318881，462L4782，706294　6561，01725　　50　　83865　6321，307278　　139　　299∩コ　0　18　9　91・5011・5262・7891P：lll　l：鋸烈306　6931，073P111：1誰23　　52　　85Q6　　56　　93Q5　　59　　96883　6541，354W55　6341β20X17　6761，403　289　　127　　276@269　　122　　2591　249　　111　　2362　3　　4∩コ　9　0」　　　　　　iP．593116872β49P．6771β2431095P，6541β233，180lll　l翻：願308SO9王，138126　　86　　99Q4　　72Q1　　59　　9857321・4171　　　　8191，58694、1，c6191】1，07384・・，689272　122　266Q67　U7　257Q52　　115　　262せんきょう平成6年8月号（）「’）当協会広報冊子・ビデオ等の発行ならびに制作　当協会では、下記の通り広報冊子・ビデオ等を発行・制作しましたのでご紹介いたします。「保存版　海運最前線シリーズPart　3」　当協会では、運輸省広報誌「トランスポート」に運嘱している“海運最前線シリーズ”の平成3年10月から平成5年3月までを一冊にまとめたB5判約50頁の小冊子（Part　3）を刊行いたしました。　このPart　3には、バルク・キャリアー、鉄鉱石専用船、チップ専用船、木材専用船、冷蔵運搬船といった暮らしに直結する専用船と、近年脚光を浴びている外航客船が収められています。「日本と世界を結ぶ海運　　一国際貿易と国際分業一」　中学校社会科教材用ビデオとして制作した本作品は、日本と世界を結ぶ海運の働きと役割について、国際貿易と国際分業の関係を通帳壁最：叢「線シリーズ　　　鰍3も．F「．」．ヒ．」．竜＝1卜．「コ匹F凡甚鵬人　目革駐陥翌して紹介しています。（20分）　なお、本作品は文部省選定作品になるとともに、日本産業映画・ビデオコンクールおよび優秀映像教材選奨において奨励賞ならびに優秀作品賞を受賞いたしました。「楽しいシップウオッチング」　小・中学生を対象に、船の種類や港の機能、全国の港のシップウオッチングポイントを紹介した、A荏判8頁のカラフルなパンフレットです。　上記冊子・ビデオ等を入手ご希望の方には、無料にてお送りいたしますので、下記までお問い合わせ下さい。〈お問い合わせ先〉　�兼�本船主協会　調査広報部　〒102菓京都千代田区平河町2−6−4　　　　　　　　　　　　　　　　海運ビル　TEL　O3−3264−7181　FAX　O3−3262−4757�`■．・ε．．窒ふ量＿　8．．一“．　　　　　　．．．．、「〕二、呂一燕．．と一　　　　　　　　　＝．諦罫・ゴ・．．・．．＝．．．、．「．嶺肝｝難惑�p　　滞せんきょう平成6年8月号パスコ・ダ・ガマより早かったフェニキア人のアフリカ周航　紀元前13世紀頃に歴史の舞台に登場したフェニキア人は、優れた海洋民族で、そのめざましい海上貿易活動によってわずか数世紀の間に地中海を制覇。その活動範囲はアラビア、ペルシャ、インドからアフリカ東岸、さらにジブラルタル海峡を越えイギリスやアフリカ西岸にまでおよんだ。　そのフェニキア入が、パスコ・ダ・ガマのアフリカ大陸周航（1498年）に先立つはるか紀元前7世紀にすでにアフリカ大陸を一周していたという説が、近年、歴史学．．ヒの定説となりつつある。　この偉業を成し遂げたのは、エジプト王ネコの命で紅海から出発したフェニキア人の船団だった。彼らはアフリカ大陸にそって時計廻りに航海を続け、秋になると到達地点の沿岸部に上陸、そこで小麦の種を蒔き、収穫を待って再び出帆するということを繰り返し、3年目にジブラルタル海峡から地中海に入り、エジプトに帰還したらしい。　この大航海に関する記録は、古代ギリシャの歴史家ヘロドトスの「歴史」巻4にあらわれるものが唯一で、真偽については多くの議論が戦わされてきたが、現在では海流や季節風の状態からみて、その可能性は十分あったと考えられている。　もしそうだとすれば、ディアスやガマが苦難の航海の末に発見（？）した大西洋とインド洋を結ぶアフリカ回りの航路も、2000年以上前のフェニキア入やエジプト入にとってはすでに常識だったことになる。歴史というものは、ときに後戻りしてしまうこともあるようだ．船内名物「海水風呂」も造水器の普及で過去の遺物に　197G年代まで、船上生活では清水（真水）はまさに貴重品で、飲料水や調埋用の水以外はすべて海水が使われていた。しかし最近では海水から清水をつくりだす造水器の普及でそんな船内の水事情も様変りをみせている。　最近のほとんどの船舶が装備するようになった造水器は、真空状態にした容器の中に海水を入れ、その海水を主機に使用した高温の冷却清水で加熱沸騰させ、その蒸気を冷却して清水を造るもので、大型の貨物船なら1日数十トンの清水を得ることができる。　しかし造水器による清水は蒸留水のため、飲んでもまずく調理にも適さないといわれている。そこで飲料水や調理用には従来通り陸上から補給された水を使い、造水器の水は主に風呂やシャワー、水洗トイレなどにふんだんに使われる。もし飲み水として使う必要がある場合は、必要　　　一ごナ〜ノ」壷（戦　　　4r⊃へノー・診9　．竃L贈薯、國瑠錫暴ζ｝�d無断転載を禁じます。社団法人　日本船主協会◎�Iせんきょう　平成6年8月号　　　なミネラル類を添加し味を整えて使用する。　　　　このように風呂やトイレに使うだけなら海水　　　でも一卜分なように思えるが、清水を使用するメ　　　リットは大きい。海水だと配管が腐蝕したり貝　　　や海藻の付着で管が詰まったりして補修に手間　　　やコストがかかる。清水ならその心配がないか　　　らだ。）．@　おかげでかつて船上生活の名物だった「海水　　　風呂」も最近は見かけなくなった。しかし蒸留　　　水の風呂は石鹸がすっきり流せないという欠点　　　があり、海水や塩を少し混ぜて使用するのがコ　　　ッだといわれる。海水風呂の方が温泉のように　　　体がII麦まってよかったと懐かしむ声もあるよう　　　だ。）日本籍船で活躍するアジア出身の外国人船員たち　最近、日本籍の外航貨物船や客船で、東南アジア出身の外国人船員をみかけることが多い。平成2年から実施された新たな「マルシップ方式（海外貸渡方式）による混乗」の導入で、日本一一で活躍する外国人船員の姿は徐々に増えはじめている。　日本配船には日本の船舶職員法や船員法が適用されるため、これまで船舶職員は金員日本の海技免状をもつ必要があった。　しかし近年、世界的に国際競争力の低下を背景に、船員費の面で有利な外国入船員を自由に配乗することができる利点を求めて、リベリアやパナマなどの外国に船籍を登録するいわゆる便宜置籍船が世界的に増えてきた。　フラッギングアウトと呼ばれるこうした動きに歯止めをかけるためにわが国で導入されたのがこの「マルシップ混乗」。日本国籍の船舶をませんきょう　平成6年8月号ず外国の船会社に貸し出し、借ウ手の船会社がこれに外国人船員を配乗し、その船を再び日本の船会社が用船するというものだ。　この場合、労働組合との話し合いにより、乗組員のうち8〜9人は日本人船員とすることが必要で、通常、船長、機関長、航海士、機関士、通信長などキーマンを日本人とするが、その他の職員や部員には外国入船員を配乗できる。　こうした混乗船の年間船員費は日本人船員フル配乗の在来船の二分の一近くで済み、近代化船の自乗でさらに日本人乗組員を少数化することにより、日本二目のコスト削減に大きな役割を果たすものと期待されている。　そんな動きの中で、最近は優秀な外国人船員の養成を目的に、東南アジア地域で船員学校を経営する日本の船会社も出てきている。　これには、将来に向けた優秀な外国人船員の育成という本来の目的と同時に、先進海運国としての優れた海技を海外に移転するという意味でも重要な意義があり、アジア地域での海外協力の新分野として注目されている。〔翠【塾7�@【h「匪海運日誌1日　米国コーストガード（USCG）は、米国油　司法（OPA90）に基づく賠償資力証明書　　（COFR）に関する暫定最終施行規則を公布　　した。同規則は9G日間（94年9月29日まで）　のコメント期間が設けられ、180日後（94年　12月28日）に施行されることになる。これ　　により、船主は賠償資力を証明しなければ、　　タンカーをはじめとして米国への配船が困　難になる模様。◎　当協会は、米国の下院歳入委員会に対し、　とん税の大幅な引き上げを盛り込んだ新海　運助成法案（H．R．4003）に反対する意見　書を提出した。4日　運輸省は、パナマ運河トン数測度規則の　改正に伴い、「船舶のトン数に関する証書交　付規則」を改正すると発表した。6日　第7回環太平洋港湾セミナー・海運セッ　ションにおいて、当協会の縛法輪会長は、　基調講演の中で安定化協定の改革を強調し　た。7日　運輸省は、94年度第1四半期（4〜6月）　　の新造船建造許可実績をまとめた。それに　　よると、75隻、198万2，536％（前年同期比　　75．8％増）と大幅に増加した。紘7月17日　7月11日からパリのOECD本部で開催さ　　れていたOECD造船部会（WP．6）で、造　　船業における正常な競争条件を回復し、維　　持することを目的とした造船協定の基本的　　内容につき、関係国間で合意が成立。政府　　助成措置の段階的削減、加害的廉売行為の　　防止等が盛り込まれた。20日　運輸省海上交通局は、94年度「日本海運　　の現況」（海運白書）を発表した。　　（P．2特別欄参照）27日　当協会は日本経済研究所に委託していた　　「外航海運業活i生化の検討調査」と題する　　報告書を発表した。◎　米国下院歳入委員会のとん税引き上げを　含む新海運助成法案（H．R．4003）の審議　において、とん税引き上げ額の下方修正や　造船助成の廃止などを盛り込む修正法案が　採択、可決された。a9日　亀井運輸相は、海運造船合理化審議会（委　　員長・斎藤裕新日本製鐵会長）に、船腹調　　整制度の見直し問題などを中心とする「今　　後の内航海運対策について」を諮問した。（せんぎょう　平成6年8月号睾転♂、囁．惑〜概…隊灘晦…“藷檬擦鍛、ビ漏駕、陽7評職》，濠磯菖∴途∴・二面警喪心墜ギ1　　ドち∴罷∴響∵聴　　　7月の定例理事会の模様（7月27日、1�本船主協会役員会議室において開催）　　　　　　政策委員会関係報告事項）　　1．外航海運活性化方策の検討について（省略）　　　2．QECD造船協定の基本合意について（省略）　　　広報委員会関係報告事項1．　「海の記念日」を中心とする広報活動について（P．工9特別欄参照）　　　業務委員会関係報告事項1．油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の成立について（P．8寄稿参照）　　　港湾委員会関係報告事項1．米国トン税引上げ問題について（省略）　　　労務委員会関係報告事項／．20条問題小委員会の審議模様について　　（本誌1994年7月号海運ニュース4参照）せんきょう　平成6年8月号外航船舶解撒促進特別委員会関係報告事項1．サブスタンダード船対策キャンペーンについて（省略）　　（本誌1994年7月号海運ニュース1参照）国民の祝日「海の日」制定運動について1．署名の目標達成と羽田総理へ提出（省略）2．法改正のための国会・政党要望（省略）3．一般国民に対する広報活動（省略）閣議決定に取り入れられた経団連規制緩和要望1．内航海運における船腹調整制度の抜本的見直し（省略）2．夜間入港制限の見直し（省略）3．水先制度の緩和（省略）4．国際旅客船に係わる検査の合理化（省略）5．船舶検査の日本海事協会の利用（省略）6．日本籍船の海外保険業者への直接付保の実　現（省略）7．インサルマット船舶地球局の免許人の変更　等（省略）8．無線局の定期点検周期の延長（省略）9．輸入関連規制緩和の具体策（省略）飽馴　　　　　　会　員　異　動○社名変更　　平成6年7月1日目　　川鉄物流株式会社（阪神地区所属）　　（旧社名　川鉄運輸株式会社）　　平成6年8月1日現在の会員数159社　　（京浜104社、阪神42社、九州13社〉　　　　陳情書・要望書（7月目宛先米国下院蔵入委員会件　名　H．R．4003（Mariti皿e　Administration　　　　and　Promotional　Act　of　1994）要　旨　H．R．4003は米国に入港する船舶に対　　　　するトン税を大幅に引き上げる内容と　　　　なっており、その経緯などから米国海　　　　運業への助成のための財源であること　　　　は明らかとなっている。当協会は、こ　　　　れが自由貿易の促進という世界共通の　　　　通商政策に反し、世界海運産業の健全　　　　な発展を阻害することとなると抗議を　　　　行った。　　　海運関係の公布法布（7月）�S　港則法施行令の一部を改正する政令　　（政令第221号、平成6年7月1日公布、平　　成6年7月10日施行）�R　船員保険法施行令及び国民年金法等の一部　　を改正する法律の施行に伴う経過措置に関　　する政令の一部を改正する政令　　（政令第249号、平成6年7月22日公布、平　　成6年8月1日施行）�堰@船舶設備規定等の一部を改正する省令　　（運輸省令第33号、平成6年7月15日公布、　　平成6年7月18日施行）　　　国際会議の開催予定（9月）工MO第40回航行安全小委員会（NAV）　9月5日〜9日　ロンドンIMO第24回バルクケミカル小委員会（BCH）　9月19日〜23日　ロンドン国連欧州経済委員会貿易手続簡易化委員会（UN／ECE　WP．4）第40回会期　9月19日〜23日　ジュネーブSMDGヘルシンキ会合　9月21日・22日　ヘルシンキジョイントUN／EDIFACTラポーターズチーム（JRT）会合　9月26日〜30日　ウィーンILO海事労働基準に関する三者構成セミナー　9月27日〜10月5日　バンコク（せんきょう　平成6年8月号）．）．1．わが国貿易額の推移（単位　百万ドル）　　．．．．．．．．．．：…’．．＼　．．「．．．己．．・ヒ．．．．．3：己1．．．．�d．．．．二己．依．．．．：…．．：．．　．．．．．．　　　．｝2．対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）輸　出輸　入前年比・前年同期比（％｝年　月謝平均最高値最安値年　月（FOB）（CIF）入�居o超輸　出輸　入1985238．54200．50263．401988128．15120．80136．701980129，807140528　　　，▲10721　　　　，26．027．01989137．96124．10150．351985175638　　　，129539　　　，46，0993．2▲　5．11990144．81124．30160．101990286948　　　，234799　　　，521哩9　　｝4．311．41991134．55126．35141．801991314，525236737　　　，77789　　，9．60．81992126．62119．工5／34．751992339650　　　，233，021106628　　　78．0▲　1．61993111．19／00．50125．75／993360，872240551　　　7120318　　　，6．23．21993年7月@　　　　　8@　　　　　9@　　　　10@　　　　11@　　　　1232，227Q7，865R3342　　1R1377　　，Q8，420R2737　　，20390　　，Q0，373Q0807　　，Q0446　　，Q1002　　7P9805　　，11836　　，V492　　，12534　　，10932　　，7418　　，12932　　，9．2U．6T．4P．0S．2U．10．5U．5U．4P．1U．5O．71993年8月@　　　　　9@　　　　10@　　　　11@　　　　12P994年1月103．70P05．29P06．97P07．80P09．7D撃撃k5110G．5GP0430P05．／0P05．85P07．70P08．70105．15P06．25P08．63P09．00P11．85P13．201994年1月25968　　，19899　　，6069　17．65．22106．3310220109．00229563　　，18，65210910　　，5．77．231D5．17103．15106．50336546　　脚22578　　，13，9675．46．14103．53105．05102．50432936　　721779　　，11156　　，7．36．65103．99101．55105．05528116　　，21560　　96555　，4．412．56102．7299．05105．33633727　　，22355　　，11371　　髄10．68．5798．5D97．3099．75（注）通関統計による。3．不定期船自由市場の成約状況（単位　千M／T）区分航海用船｛船脳内用ムシングル（品　目別内　訳）年次口　　計連続航海航　　海穀物石炭鉱石屑鉄砂糖肥料その他TripPeriod1988138211　　　，4559　コ133652　　　，53027　　，26，79443909　　，5293694　P5369　｝33093307　　，25258　　，1989119，7083373　，116，33544629　　，21936　　，38，44810！8　，3326　，6814　7164103815　　　，24161　　，1990132265　　　，3091　，129174　　　，43613　　｝32043　　P43626　　，8054716　，4／73　，19890980　　，工4，326199／127095　　　，2462　，124633　　　，35D22　　，34，53844554　　，7513，5195043　，1／95　，1D2775　　　，25131　　，1992196312　　　，16，996179316　　　，54，71954731　　，61，P97　　，5763064　，4023　91006　，87735　　｝16，5301993172768　　　P8，470164298　　　，56033　　，42，16959167　　脚4082，3533357　脚811108546　　　，26003　　，1993　1121232　　，6471　714761　　脚4840　93961　，5253　，852292931009794　，2193　，1214234　　，890／3344　　73758　，4701　｝5211　，121124282378，9328391994　工14，1451，24312，9023β533β464，5882316822220211β832，893217，4141，51615898　　，4295　，4，5566478　，11717412815011217　　，1762　，318777　　，85817919　　，5157　，5711　，5839　717842819940716779　　，3911　，412，107012107　　，2，9012164　，6313　，12919326314416139　　，4，062513574　　，54013034　　，2，0223813　，．6，34911917843212112992　　，2707　，618233　　，018233　　，4660　，4672　96994　，51〕156972711015，5642992　，715，62Do15，6203863　，3976　16620　，2523774261G612146　　，3，653　（注）�@マリタイム・リサーチ社資料による。�A品目別はシングルものの合計。�B年別は暦年。せんきょう　平成6年8月号調ぎiコ20日1501m5自原油〔ぺ・」・シャ麿／日本・ペルシ．i構／欧米1べ．．レシ∵湾／［1本1　　　　　　！、　〔，　．1弔、．L趣Yへ＼　　へ，レン．ヒ．；与／猷常口・」…　　．・■・　L9附〔年l　　　　　　I5go貞⊥馬　　へ∫　1　唱IggI1ド．唱唱し1111唱」層Lr」1■11111引唱圏1層．LF州△　i　’「ノ旧ヨ2ハ＼7＝、　，．．　　　回　　　　．’1冊｝・・ﾉ　と2昌o1≡oL巳口｝，30電58σ15＝口5　層　　　　o　　　　口1き胆穀物1ガルフ／日本・北米西1；1／．日本’ガルフ／劇淵1．1［11　　11　　　　　　　　　　　　　．1．．カ．’ｿ昨1　　　　　　　．　　　　　　　　『@　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　」@　　　　　　　　　　　　　．P　　　　　　　　　　　　　噛h　　　　l1層’　　　　　　1F．i．■｝1　　　　　　　．「　　　　　　　2P　　　1E一．「@　　　　1　　　　　　　1，！五　　．戸「p　l　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　引…FFへ　噛’　　　　　　　　　　　　　　噛q　／1’一　台・　　、　磨ノ1ムユ」一．、　　　，・Aヘレ　　’　1　　　　　　．『〆ρ、、、f　　　　　　、　　　　　、　　　　　　、@　　　　　3、−．11　　　　　　　　　　　．11　　　　　　　　　　　　　1．　1　I　　　　　　　　I：1旨」�g馬フｱ⊥．　　　　　　　　　　　　　I@　　　　　　I･．．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．c幽11旨　　　　　　　1@　　　　　　1　　　　　　　1　　　　　　1，　1　　　　　　　　．　．　1P　　噛囁　．　　1．1F．1ヨ8ヨ［年1巴｝＝　　　　　　　19ヨ己旧ヨ219ヨコ199435円ド窓顎〜52015旧口（．一4．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）ペルシヤ湾／日本ペルシャ湾／欧米月次1，992／99319941992／9931994最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低162．50　37．5058．00　49．0042．50　32．0054．00　33．OO57．50　46．5037．50　30．00256．50　35．0053．00　47．5039．05　31．2555．00　32．5045．00　42．5035．00　30．00337．50　31．QO50．OO　41．5Q46．GO　37．5G36．OO　32．0050．oo　37．5046．00　32．50445．00　33．5046．00　44．0038、50　31，8045．00　31．0047．50　40．0041．00　32．加545．00　42．0046、OO　38．0037．00　35．0044，50　35．0042．50　37、5034，50　30．00641．50　33．0053．0〔［　38，0044．50　32．0038．（［0　32．0048．50　36．0042．50　30、00750、00　39、5064．00　59．5053．50　39、5045、QO　37．5056．25　45，0047．5G　38．GO852．00　45．5047．50　40．5045．00　42．5047．50　39．00949．00　4L6055．00　42．0046．25　38、0045，00　38．501054．50　47、OO50．00　42．0550．OO　40．0045．00　39．051165．00　51，7546、05　40．OO62．50　50，0042．05　37．051262．50　49．OO43、05　34．0060．00　46．5040．00　34，00（注）�@口本郵船調査部資料による。�A単位はワールドスケールレート。1989年1月以降新ワールドスケールレート。　　�Bいずれも20万DIW以上の船舶によるもの。�Cグラフの値はいずれも最高値。5．穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧）（単位　ドル）（．ガルフ／日本　　　　　　　　　北米西岸／日本ガルフ／西欧月次199319941993工99419931994最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低123456　7891011／223．50　22．OOQ4．75　22，35Q6，25　24，00Q6．25　25．25Q8．00　25．75Q625　23，QQQ3．00　20．50Q4．85　21．00Q4．50　22．25Q3．80　2L75Q3．25　21，45Q1．90　2D．5023．50　20，65Q1．50　／9．50P9．30　18．25P9，80　19．25Q4．25　22．50Q3．30　20．25Q5．00　21．50i2．85　工2．25P2．25　12，15@　13．70　　　−@　14．45　　　一一P3．80　12．75@　13．80　　　−P3．10　1．3．α1　　　一@　　．一　　　一@　12．OO撃戟D75　11．70　　　一@　　一@　　一@　　一12．〔｝5　11．50P2．78　　9．80P2．25　11．40P3．00　12．31P3．75　13，25ﾊ3．75　U．OO撃n．67　10．50^L42　　9．93P1．75　10．70P0，65　　9．5QP1．50　10．30P0．60　10．0010．25　　9．10X．30　　8．60W．45　　8．00@　／0．25@　12．00P0．5D　　9．87P1．50　10．25（注）�@口本郵船調査部資料による．�Aいずれも5万D〆W以上8万D／W未満の船舶によるもの。　　�Bグラフの値はいずれも最高値。6．口せんきょう平成6年8月号鴎．寡　．ド｛載撫鰍∫‘　　．．廓　　．．隔．．．．　　　　｛ゴ．ジ．．．　　　．．’．　　　　．．・）55〔ド」，］コ詩湘15r口匹石炭いンブトンローん慣＊レ鉄鉱石〔ツバロン／U本・ツバロン／西欧1　…D　　lI　　…1……石炭2｛ンフ旨．ンロ．．ズ．．1［｛・…@　　i@　　レIIIα　．1ヨ5ヨ仰｝1明o1｝］1199「19囑旧，司琴　朔と冊　　　　　｝師　　記聞25田　　　　却。．15　　　　＝50時　　　　1罰bOP　Ig59［孝〕躍賃指数‘Oo1」11凡111IlrLへ　　　　　1．」しハ｝Pひ旨　「1「F11［1」i111L，．ンテ．．1　　　　幽1z盟7．」．．孕「　　　　　1幽曜　　　　　　　　11’　　　　　　　　　「もF1r　　71　馬　　　　　　　　　　L　7@h　1　冒【、　　ノ、　　　P　、　噛しし　　　　」~』」ハ’レr’　　　L@　　1、　！r−’uりeξ附hi］遥．　／、`　’レ�d4〆ノ　　　1　　「黶@／Hハ　1Vr1脚　v　　　　　　　　　＞D1．腎＝k　　l@》ヤρ、@　…　　．這刃！〜@　　＼ノ　rへl　、・、．コ．しし．；」田圏．…：o1ヨ901ヨヨ1円9215｝3Ig9‘6．石炭〔ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧）（単位　ドル〉ハンプトンローズ〆口本（石炭）ツバロン／日本（鉄鉱石）ツバロン／西欧（鉄鉱石）月次199319941993199419931994最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低110．509．457．508．804．504．3529．959．25一7．70一4．96310．90一825　　7．8D一5．455．60　　4．504一一8．359．25　　7．9U6．506．25　　5．55513，10　12、40一10．306．70　　6．506．50　　5．75613．40一9．5C　　9、10一5．75　　5．307一12．1010．0011．105．85　　5．805』08一10．5〔｝一9一9．605．7510一9．505．65　　5．201／12．759．855．35　　　5．1512一一5．30　　4．95〔注）�@日本郵船調査部資料による。�Aいずれも10万D／W以．ヒ15万D／W未満の船舶によるもの。　　�Bグラフの値はいずれも最高値。7．タンカー運賃指数．）「タ　　ン　　カ　　一　　運　　価　　指　　数月次199219931994VLGC中型小型H・DH・CVLCC中型小型H・DH・CVLCC中型小型H・D1．1・C工2345678910111237．9S8．9S1．1R3．9S0．6R9．4R6．O　　　屠43．0S4．6S3．4S9．5T6．886．6X12W3．8W1．3V1．6V0．7U8．9V4．6V1．7V2．9V9．3U4．5120．6P33．9P40．7P15．5P10．2P04．7P03．9P10．4P13．6P13．2^／5．9P17．3152．1P84．7Q08．5P58．3､60．8P55．4P71．8P78．／P65．0P56．4P64．7P74．2183．7^94．7P68．1P53．6P47．4P60．0P53．6奄T4．7^62βP6L7P48．6P76．652．2T1．4S4．9S5．2S2．5R9．7S5．9T2ユS1．5S2．3S2．5U1．298．3X4．9X8．1X8．2X3．1P01．3?O1．9W9．4V8．4W1．4X2．DX3．2138．6P30．1P26．5P32．2P412　　　「P53．8P40．7P22．9P10．8P18．9P25．8P20．4162．6P67．4P71．7P87．6P92．8P77．3P84．2P84．1P60．9P54．0P52．7P59．3193．2P81．6P69．2P67．8P53．7P70．1P61．9P67．2P71．9P75．7P86．3Q10．237．6R4．2R7．1R7．9R6．6R4．290．6W8．8W8．1W8．2X3．6W8．6133．7P44．2P30．8P25．7P24．5^25．916L9､71．0P75．2P71．7P69．1P75．6211．7Q21．3Q19．2Q03．5P99．4P83．1平均43．o76．4116．7169．2158．245．193．4130．2171．2175．7（注）�@ロイズ・オブ・ロンドンブレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナル　　は［7イズ　オプ　ロンドンプレスと1987年11月に合併）�Aタンカー運質はワールドスケールレート。�Bタンカー運賃　　指数の発表様式が87年IO月よワ次の5区分に変更された。カッコ内は旧区分　�CVLCC＝15万1000トン（15万トン）以　　上　◎中型17万1000〜15万トン（6万〜15万トン）　◎小型13万6000〜7万トン（3万〜6万トン）　��H・D＝ハ　　ンディ・ダーティ＝3万51）OOトン（3万トン）米満��H・C．ハンディ・クリーン＝5万トン（3万トン）未満。せんきょう　平成6年8月号7［β用船料指数脚乳5自oo初O口ヨoo匪2000IOロ隔日oo600400200口1囲3倭♪係船船腹1’　　　1II11．F囁．1．．一「一1「11「11．一ゴ一．、」一「1一、噛1159口≡田1E同「r≡ヨ31ヨ穿□鼎．50ひ。40oo300o20001000aロO目oo400．200口（、8，貨物船用船料指数貨物船航海用船料指数貨物船定期用船料指数月次1989199D199工1992199319941989199019911992199319941197．8204．3215．0208．0194．0189．0312．0349．1306．4343．0323．O327．02204．92D8．3198．0202．0／92．0185．0334．0356．5318．0326．0326．0320．03202．42D3．3199．0195．0191．0185．0363．7357．6325．0320．0327．0324．04212．1／76．4207．O192．0194．0198．o329．8288．7　　　　−R35．U3DO．0356．O310．05202．7202．92D5．0191．0195．0191．0336．9343．3344．0302．0366．0318．06221．5197．9205．0195．020．3．0198．0346．2353．5342．0301．0319．O334．07201．819L4208．0L90．Q206．Q318．7343．7349．0295．Q335．G8189．3190．0206．0191．019塁．0336．8325．0342．0288．0346．09204．1197．0206．0191．0196．0324．3328．3318．0293．0328．0lo193．0195．0205．0191．0188．0327．5329．5325．030工．035LO11／97．8197．0206．0193．019δ．0327．6322．8335．0289．0372．012208．4199．0208．D196．0201〕．0338．031L4349．D300．0349．0平均203．0196．9205．7194．6196．3333．0334．1332．4304．8341．5（注）�@ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナル　　　はロイズ　オブ　ロンドンプレスと1987年11月に合併）�A航海用船料指数は1965．7〜1966．6＝LOQ定則用船料指数1．よ　　　1971＝IOOo（9．係船船腹量の推移199219931994月次貨物船タンカー貨物船タンカー貨物船タンカー隻数千GIT千DIW隻数チ・G／T千DIW隻数千G／T千DIW隻数千G〆T千DIW隻数千GIT千DIW隻数千G〆T千DIW12921，8522423　脚461，5312，8073452，3283，D48go4282　．8395　，329　　2，476　　3，20391　2975　5556　　　　F　　　　　　　　　　脚22841750　12332　．461，4902，7293482429　，3，154944083　，7，981310　　2，333　　3，0／ア80　2，656　5，02132881，8232427　脚481，5362280　脚3502，4813，204973，8727，5653ユ2　　2，304　　3、000842，813　5，32642971，8252432　脚55lgo3　13，5383312，3172，988923737　．7，285303　　2，198　　2．80881　2534　4749　　　　r15292L巳682，56957L9巳／3，7633242，2522，982963356　，64�J8　’29上　　2，158　　2．8工682　2，60工　4，90ユ63021，93了2652　脚683，1116，1803172，2322，954933，1796054　．288　　2．118　　2、82585　2，300　4，21573051，9262，513743，5246，9323132，2172，997lOD3456　，6589　，293　　2，L9呂　　2．99986　2，644　5，D7583222，1442971　1743，5907，1323152，1742906　「983327　16β0893352，1802，99375ヨ，6217，2033152，2483，069lo63316　，6，279103362，2163，011743，5406，9893132，2503，041lD33287　脚6218　．工13322，2413，D39853，9477，7893202，2932，975983，2196052　，123502，4573280　脚954，5989，0563332，5／43，273943050　，5642　，（注）　ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・オブ・レイドアップ．ベッセルズによる。せんきょう平成6年8月号魍告目8お9箪土　⊆甲旱傷耳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dgqユ。海え」ノD688」9ε’至セε6劉雛享’↓／DF89唱四6‘ε’舅mO‘8凋艶嘘’啄9ω肩休顕（∂辛冒6毎セ66τ’＝彫尋卑q管螺翠尋阜鴨半�B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D費ア2画具譲暫頭並コ．1興見騨愈�@　（三鋤　　i」ﾃ乙9966ε9凶‘18z匹9℃8696ピ炉仲r・∠ε‘εε炉乙1⊆唱OZZ98ピ9ε9‘1↓／ξ〕9ε6‘86雪雪　　6ｳ6乙τ冒oz　　EX00τs9　　Lﾃ〔毘雪蕩辛目ε@毒rも61呂6ピ096‘ε乙沖‘88z　　iWε9壁6　　」Wε乙乙εセFε乙’肛F　　‘X乙61zz　　E　　　　　　●O乙ZLSgI↓／9τOr6炉89　　iZ8乙10［乙　　i･OIε乙　　iX仲9蕩峯目ε@右ε66Lセε乙‘εセSEε　　駈ﾃ9998乙99ガ9乙宮　　」ﾃ6�e9伸8乙6’0即9乙9‘セ。乙　　．駈X9ε6ε9／．L／9　　駈ｺ616乙69ε配‘100Z6FO‘1ε∠6ε『9薫辛目ε@鐸ヲz661　　」‘初ｳ炉。ε乙ε乙61唱梶乙乙68‘ε9曾　　」ｳ99乙8ε　　‘U6ε6aセ　　」`0ε9⊥1a9‘86讐’τ↓／0Izz‘6u9　　」W毘1L61　　」ｳ90169　　」X∠雪9窮峯冒9@右166［ム99唱669℃　　‘X06⊆乙ε乙6セEI98　　．u・8乙∠乙εε乙｝：」1即乙9乙’四［　　」．Xεε雪691．L／｛〕計ε’6ε甜　ih9乙L98丁　　［ｳ9DL雪9069Eg五　　　　iX辛冒ε@宙066τ十暴　弓留4・（4ﾔ　　射鴇寸暇留盟彙Tく〆舞田肘二二量・11土紐・＝「轟盟箪ﾔ亜目碑聯訂再蚕冒。野�F鼎騨班Ed’巨（．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D7喫蝉厚轡q身確号燦十呈（P習峯毒渇賄（oY豆雛団�H。碑弓母鴇智強i粛貼轟マ警畷D、1一1／モ）N「1辱Pトε誤く〃��。管V峯駄年開易’闘一F婆べに’晦鰍幕灘一’留匙灘’辟団輩凋鴨購幕騨�Ho甲畢艶ω丁揖AVqoOε　．L／000ε�B。管ア＝腰纂躯彪雌認認蕪豪く〆一4云�@　田）　　」ｳ乙雪II　　LﾃOI　9∠9［8FIE乙乙〔｝1」レ06εSL乙‘0190ε」9991乙go’699ε唱99仲．卜呈69Z‘1oo9Ol乙6乙691重・190ガ［969ε190ε‘10乙9乙εzτ0�SLI乙四ε1炉98go9〔｝9961」工8乙9IIτ69mI．’δεHε乙9匹ε68ε1乙0工εL1炉8∠乙Fo［乙ε998乙罵OL691［018z9乙o乙10ε　　［XεセL8乙9雪1990L1セε90セ6乙ε8〔勲ε［死乙τ坤1レII9’工8乙乙炉16Hp99ε6isセ乙乙’L6凶ZI8εセ乙乙乙6τ86乙⊥91s6田16セ6ε⊥8π竃魯99L6G909£甲乙　　‘f巳91宕9乙£z乙£99乙巳s巳9ε09‘1毘乙816Z9o1ε6ε0τ0」1εD雪8L086乙8⊆帥雪ZI6　　69塗　　81歩8z唱19正乙　5P卜祀乙9ε61〔〕6凶⊆L＄星置oセzOIεF966呂セεセ乙乙1‘z5乙〔〕’IF乙ε99‘1εF8　　D9εセ。」／1四OZ∠6866ケ五F8D3OSZ811「1．．6言乙9ε9ε1�e6　　ヨ9F　　LI四セ」1ετ8　　0�eεセ8〔〕εセ91仲乙ε乙F肺8εz炉1．m998乙6肺ε9ε6εレ　　gzε　　ヨZセε　　9Sτ　　OZ乙［ゼ［669910τ乙ε6εセε8銘o炉1690セ6臼ε仲1Av⊂士↓／9士様蚕Avq士↓／D士聯講ご、vα．上工！9士鞭葺AV〔1士↓〆D士灘窮∫、vq士↓〆9士嚥窮Avσ士↓／D4・激舅一彰／て4刷聯幕雛一4く〃艶鱗纂駐一年く〃栂山回工躰醸冒協6τε66L乙661彦鵜1�F喜葺�喧ｯ団κ4ζンと∵Ol（．、．臼叩1嘘ooεwq岡51εき［．1轟訂　1F　I　I　I　．L幽　　．　　I　　I隔引肪引〔割E肪L．oαロFo肥仰ε�lq互鋼開二4・∈oと　昨年の7月までロンドンにいた。2人駐在員の2番目であったから、兵隊であり、マネージメントをする立場にはなかったが、日本企業が一層の国際化を展開していく中で如何に外国人を使うかとのテーマに関心があった。　10％前後の失業率の中、我々のような小さなハウスブローカーにも結構求人の問い合わせがあり、現地スタッフは新規採用の予定なしとつれない返事をしていたが、私は（無責任にも）丁寧に話を聞き、質問をしたり、挙句の果てに履歴書を送れと言ったりした。　最大の驚きは、何と言っても20代の若者が自らを実に上手に表現し、アピールすることだろう。そして、EC諸国出身者がロンドンで働く場合でも賃金の上乗せなし。彼らの希望年収は概ね£20，000〜25，000、せいぜい£30，000程度で、あれもできる、こういう経験もあるというような自己PRがあるのだから、偽りなしとしたら買い物だと思った。　彼らをうまく使うノウハウなりやる気を引き出し、それを持続させ得る能力があれば……と考え始めると、今度は海外で働く日本人、我が身の有り姿に思いが至る。さて、海外での日本人の生活コストの国際競争力はP　まず、滞在が3年から5年程度では住宅に投資ができない。結果、社宅／住宅補助が必要となる。朝はご飯に味噌汁。毎晩風呂に入って汗を流す。そんな私は本当に競争力がなかった。日本での生活環境を連れての赴任ではなかったかと思う。湾岸戦争時の国際貢献でも参加していれば、英国人に二歩も三歩も遅れをとったであろう。　今後“駐在員”的な制度では日本人が海外で働く場が狭くなっていくような気がしてならない。新和　海運法規保険課長横溝豊彦（、せんきょう9月号　No．409（VoL　35　No．8）　　　発そテ◆平成6年8月20日　　　創刊◆昭和35年8月10日　　発行所◆社団法人　日本船主協会　　　　　　〒102東京都千代田区平河町2−6−4（海運ビル）　　　　　　TEL．（03｝3264−7181〔調査広報部）編集・発行人◆植松英明　　　製作◆大洋印刷産業株式会社定価◆・m�J円〔消費税を含讐。会員については会費に含めて購読料を徴収している〕せんきょう　平成6年8月号量l　　l．会社名：代表者（役職・氏名）：取締役社長　本田哲男本社所在地：東京都千代田区内幸町2−1−1資本金：2E5百万円創立年月日：1948年10月11日従業員数：海上旧7名　陸上169名　含計276名平和汽船�梶i英文名）HE［WA　KlSEN　KAISHA，　LTD，当協会会員は159社。（平成6年B月現在）i所有船状況遼洋・近副i珍4隻1D，366舛17，835％運航船状況遠洋・近；毎・28隻27，5日4％54，847％［一．ゼ　　）．主たる配船先二国内事業概要：当社は昭和シェル石油ならびに川崎汽船の両社を筆頭　　　　　株主とし、主に昭和シェル石油の海上輸送を元請し、　　　　　また昭和シェル石油の油槽所運営受託および代理店業　　　　　務も引き受けております。憂’ド、　）’D’■〆ρ踊会社名：日之出汽船�梶i英文名）HINODE　KISEN　CO．，　LTD，代表者（役職・氏名）：取締役社長　河野　廣本社所在地：東京都港区芝E−3−3資本金：5，972百万円創立年月日：1912年｝1月25日従業員数：海上0名　陸上32名　合計32名所酬状況1齢励沿海一隻　　一％1　一％運航船状況��・蔚沿・B隻189，55・暫i2巳，ア5・％主たる配船先二東南アジア、中近東事業概要：当社は、重量物輸送専業船社として、長年にわたって培われた技術と伝統を背景に、各方面より高い評価を得ています。海への感謝をこめて、7月EO日を国民の祝日「海の日」に。1↑霞籍磁［ミC　　　　　倫

